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Ⅰ　賃金水準の向上
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Ⅰ-１ 中小企業の生産性向上による労働者の待遇改善につい

て

中小企業庁

厚生労働省雇用環境・均等局

内閣府地方創生推進事務局

【提案・要望の内容】

（１） 業態転換や企業統合による規模拡大等への支援など、地方の実情に応じ

た、賃金水準の向上につながる中小企業支援施策への財政的措置を行う

とともに、事業場内最低賃金を引き上げる業務改善助成金を継続するこ

と。

（２） 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律」に規定される、地元行政及び労使を含む関係機関が参

画する協議会においても、賃金水準引き上げ等待遇改善を含めた包括的な

課題解決が図られるよう努めること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 令和元年度の当県の所定内給与額の平均は２４６.７千円であり、全国

平均の３０７.７千円から大きく差が開いています。人口減少が全国一の

速さで進行している当県において、賃金の低さも人口流出、特に若者の県

外流出の大きな要因の一つであると考えられます。賃金水準の向上は、地

元企業の魅力アップにつながることから、若者の県外流出に歯止めをかけ

るためにも、産業構造の変化に対応した業態転換や企業統合による規模拡

大等による企業収益の拡大が必要不可欠であり、地域の実情に応じて行う

賃金水準向上に向けた中小企業支援の取組に対し、国による支援制度が必

要です。

（２） また、企業収益の拡大が賃金引き上げにつながっていくためには、地域

の社会的経済的環境に関し、国の機関と共に県を含めた行政、地元経済界、

労働者が共通認識を醸成していく必要があります。
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【参考資料】

○全労働者の所定内給与額

全国平均 ３０７.７千円

秋 田 県 ２４６.７千円（４５位）

（出典：令和２年度賃金構造基本統計調査）

※所定内給与額：６月に決まって支給する現金給与額のうち超過労働給与以外

のもの。

○新規学卒者の所定内給与額

区 分 大学卒 高校卒

全国平均 ２２６.０千円 １７７.７千円

秋 田 県 ２１２.４千円（４０位） １６３.９千円（４３位）

（出典：令和２年度賃金構造基本統計調査）

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（抜粋）

（中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備）

第十条の三 国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態

の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確

保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業におけ

る取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体そ

の他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設

置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努

めるものとする。

（担当課室名 産業労働部産業政策課）
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Ⅰ-２ 賃上げ原資の確保及び生産コストの増加に伴う価格

への適正転嫁について（拡充）

中小企業庁

公正取引委員会

【提案・要望の内容】

県内製造業における中小企業・小規模事業者は、労務費の上昇に加え、燃料費

や原材料費等の上昇などが相まって、厳しい経営環境にあるが、生産コストの増

加分の価格への転嫁が進んでいない状況である。

ついては、賃上げ原資の確保や生産コストの増加に対応するため、加工費や製

品価格へ適正に価格転嫁できるよう、親事業者への指導や普及啓発のほか、関係

機関の連携による相談体制の強化を図るなど、公正な取引環境の整備を一層進め

ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の製造業においては、下請型・賃加工組立型の中小企業・小規模事

業者が多く、従業員１人当たりの製造品付加価値額は全国４５位となって

います。労務費のほか、燃料費や原材料費の上昇等もあり、その経営環境

は非常に厳しいものとなっています。

（２） このため、県においても、県内製造事業者に対し、生産性の向上や付加

価値の高い製品づくりに向けた、きめ細かな伴走型の支援や生産設備等の

導入支援など強力に推進しているところですが、生産コスト増加分の価格

への転嫁は思うように進んでいないのが実情です。

（３） 国においては、下請中小企業振興法で「振興基準」を定め､親事業者と

と下請事業者に対する適正取引に向けた助言・指導や下請事業者支援を行

っているほか、「下請かけこみ寺」の設置など相談支援体制の構築にも取

り組んでいるところです。

しかしながら、依然として下請事業者は取引環境において弱い立場にあ

るため、生産コストの増加分を適正に価格へ転嫁できるよう、公正な取引

環境の整備に向けた一層の取組強化が必要です。
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【参考資料】

（担当課室名 産業労働部地域産業振興課）

製造品付加価値額
(百万円）

従業員数
(人）

1人当たり
付加価値額

順位

全国計 100,234,752 7,717,646 12.99 
1 山口県 1,942,919 95,585 20.33 1
2 徳島県 872,895 47,404 18.41 2
3 滋賀県 2,920,486 164,215 17.78 3
4 茨城県 4,211,881 272,191 15.47 4
5 京都府 2,212,039 145,211 15.23 5
6 和歌山県 808,624 53,497 15.12 6
7 愛知県 12,810,137 848,565 15.10 7
8 千葉県 3,111,532 208,486 14.92 8
9 群馬県 3,063,370 210,730 14.54 9

10 栃木県 2,943,811 203,444 14.47 10
11 三重県 2,990,049 207,694 14.40 11
12 静岡県 5,889,989 413,000 14.26 12
13 大分県 940,443 66,019 14.25 13
14 神奈川県 5,067,528 356,780 14.20 14
15 兵庫県 5,078,604 363,044 13.99 15
16 山梨県 1,006,234 73,946 13.61 16
17 愛媛県 1,033,848 78,189 13.22 17
18 広島県 2,711,693 218,639 12.40 18
19 佐賀県 756,343 61,907 12.22 19
20 埼玉県 4,756,086 389,487 12.21 20
21 長崎県 666,074 54,630 12.19 21
22 大阪府 5,375,996 444,362 12.10 22
23 香川県 837,986 70,080 11.96 23
24 岡山県 1,804,586 151,056 11.95 24
25 宮城県 1,357,816 116,847 11.62 25
26 福岡県 2,564,665 222,453 11.53 26
27 東京都 2,816,070 245,851 11.45 27
28 奈良県 688,871 61,560 11.19 28
29 富山県 1,411,042 126,638 11.14 29
30 福井県 805,354 72,879 11.05 30
31 山形県 1,078,539 98,407 10.96 31
32 福島県 1,714,968 158,688 10.81 32
33 長野県 2,175,684 202,222 10.76 33
34 熊本県 1,012,033 94,131 10.75 34
35 島根県 437,188 41,867 10.44 35
36 宮崎県 575,698 55,285 10.41 36
37 北海道 1,729,928 168,703 10.25 37
38 石川県 1,048,232 103,466 10.13 38
39 新潟県 1,877,882 186,900 10.05 39
40 岐阜県 2,025,282 203,537 9.95 40
41 青森県 563,173 56,877 9.90 41
42 鹿児島県 641,778 69,563 9.23 42
43 岩手県 773,489 87,639 8.83 43
44 高知県 206,249 25,416 8.11 44
45 秋田県 494,187 61,753 8.00 45
46 鳥取県 247,625 33,444 7.40 46
47 沖縄県 175,846 25,359 6.93 47

注：従業者4～29人の事業所については粗付加価値額である。
（出典：２０２０年工業統計（確報）より）

都道府県別 製造品付加価値額
（従業者4人以上の事業所）

都道府県
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Ⅰ-３ 地域間格差の是正などに向けた最低賃金制度等の見直

しについて

厚生労働省労働基準局

【提案・要望の内容】

（１） 雇用における地域間格差の是正などに向けて、４７都道府県を四つに分

けている最低賃金にかかる目安制度の見直しを行うとともに、地域別最

低賃金の改定により影響を受ける中小企業に対するフォローアップを強

化すること。

（２） 最低賃金の改定の効果が、賃金水準の向上に確実に反映されるよう、所

得税にかかる控除額の上限や社会保険の適用範囲などの見直しも併せて

行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の賃金水準は全国低位にあり、こうした賃金水準をはじめとする厳

しい雇用環境が、地域間格差拡大の要因であるほか、女性や若者などの人

材流出にもつながっています。

（２） 地域別最低賃金にかかるランク間の格差は、近年、僅かながら縮小した

ものの、都市部と地方の最低賃金の格差の解消には程遠いものがあるこ

とから、こうした地域間格差の是正に向けては、最低賃金にかかる目安

制度の見直しを行う必要があります。

（３） 制度の見直しに当たっては、最低賃金引上げの影響を受けやすい中小企

業の生産性の向上や経営の安定化に向けた国のフォローアップ施策であ

る「業務改善助成金」などの支援制度の強化も併せて行う必要がありま

す。
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（４） パートの主婦やアルバイト学生など、最低賃金近傍で雇用され、所得税

にかかる控除額の限度内や社会保険の適用範囲外で働く短時間労働者に

おいては、これらの制度の見直しを併せて行わないと、世帯収入の増加

につながらない可能性があります。

【参考資料】

１ １時間当たり所定内給与額の比較

（出典：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査」）

２ 最低賃金の推移

（出典：厚生労働省資料より作成）
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３ 地域別最低賃金の決定方法及び問題点

・中央及び地方の最低賃金審議会において、地域での生計費、賃金実態、企業の

支払い能力の３要素を考慮して答申を行い、都道府県労働局長が決定する。

・中央最低賃金審議会の答申に当たり、引上額の目安が示されるが、これまで都

道府県を四つのランクに分け、ランク毎に目安が示されてきたことと、平成

２０年の最賃法改正後は、生活保護基準額との整合性に配慮することになっ

ている。

４ 最低賃金改定に伴う問題点

・厚生労働省の統計を基に国や民間のシンクタンクがまとめた資料によると、近

年、最低賃金近傍で働く短時間労働者は全国的に増加傾向にある中、短時間労

働者は時給が上昇すると労働時間が減少するという傾向が顕著に見られ、その

結果、年収は僅かな増加にとどまっている。

（県担当課室名 産業労働部雇用労働政策課）
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Ⅰ-４ 中小企業の事業承継支援施策の継続等について

中小企業庁

【提案・要望の内容】

経営者の高齢化が深刻な中小企業の事業承継が円滑に行われるよう、「中小企

業再生支援・事業承継総合支援事業」による「事業承継・引継ぎ支援センターの

設置事業」や、「事業承継・引継ぎ支援事業」による事業承継・引継ぎ補助金な

ど、事業承継関連施策を今後も継続すること。

また、事業承継を円滑に促進するため、承継を機に行う生産性向上のための設

備投資を対象として、長期・低利の資金調達制度を創設すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 中小企業は、地域における経済活動や雇用の確保などにおいて大きな役

割を担っており、その経営資源を有効に次世代につなぎ、円滑な事業承継

を図ることは、地域活性化のために極めて重要です。

（２） 当県ではこれまで、商工団体、金融機関などの支援機関をメンバーとし

た事業承継ワーキンググループ会議における情報共有や事業承継相談推進

員の企業訪問等による啓発・掘り起こしと共に、専門的な案件を扱う事業

承継・引継ぎ支援センターとの連携により、事業承継が円滑に行われるよ

う支援してきました。

（３） 今年度も、両機関による支援を事業承継推進の両輪とすることにより、

地域企業の事業承継の一層の推進を図ることにしていますが、経営者の高

齢化が深刻な県内中小企業の事業承継の円滑化に中長期的に継続性をもっ

て取り組んでいくためには、引き続き国による強力な後押しが必要です。

（４） また、事業承継を検討する企業にあっては、事業の継続（発展）に向け

て老朽化した設備の更新など生産性を高めるための取組が課題となってい

ます。設備投資による生産性向上を図り、事業承継を円滑に促進するため、

長期・低利の資金調達制度を創設することが必要です。
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【参考資料】

当県の事業承継の状況

（１）後継者不在率（出典：帝国データバンク R3.10）

秋田県 ６９.９％ 全国ワースト７位 [R2.1 ワースト９位]

全 国 ６１.５％

（２）社長の平均年齢（出典：帝国データバンク R3.12）

秋田県 ６２.３歳 全国高齢１位 [R2.1 １位]

全 国 ６０.３歳

（３）現行の主な資金調達制度（設備投資）

区 分 高度化事業による資金貸付 信用保証制度

【本県の一般資金の場合】

原則として、中小企業者が組 県内で１年以上事業を営んでいる者

対象事業 合等の団体を設立し、共同し の設備投資事業

て工場団地・卸団地などを建

設する事業

（団地外の組合員企業は対象外）

貸付期間 20年以内 固定10年、変動15年以内

貸付利率 0.35％ 固定2.15％ 変動1.90％

（要件充足で無利子） 保証料1.55％以下

貸付割合 原則として貸付対象施設取得 100％

額の80％

貸付上限 なし １億円

（信用保証制度全体では2.8億円）

（担当課室名 産業労働部産業政策課）
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Ⅱ　カーボンニュートラルへの挑戦
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Ⅱ-１ カーボンニュートラルの実現に向けた森林整備の推進

について

農林水産省大臣官房、林野庁

【提案・要望の内容】

（１） 森林資源の循環利用による林業成長産業化の推進と、２０５０年カーボ

ンニュートラルの実現に貢献するため、「森林整備事業」及び「森林・林

業・木材産業グリーン成長総合対策」の予算を拡充すること。

（２） 特に、再造林の拡大に当たっては、森林所有者の経済的負担がネックと

なっていることから、その軽減に向け、低コスト再造林を支援すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、今年度からスタートした「新秋田元気創造プラン」において、

「カーボンニュートラルへの挑戦」を県政の重要テーマに掲げ、森林資源

の循環利用を促進し、森林によるＣＯ２吸収量の増大と、木材による炭素

の長期・大量貯蔵を図ることにしています。

（２） このような中、全国一のスギ人工林資源が伐期を迎えており、資源の循

環利用による林業の成長産業化を進めながら、資源の平準化を図っていく

ことが重要な課題となっています。

（３） このため、今年度から、森林所有者の経済的な負担感と、先々の管理へ

の不安感を軽減するため、森林所有者に代わって低コスト再造林を行う林

業経営体へ、造林地を集積する仕組みを導入するほか、低コスト・省力造

林技術の開発・普及や、優良な苗木の品種開発と生産拡大など、総合的な

対策を講じることにしています。

こうした取組を、関係団体と一体となって進めることで、再造林率を現

状の約３割から、令和７年度には、約５割まで引き上げることを目標にし

ています。

（４） また、原木需要の増大に対応するため、林業専用道等の開設や高性能林

業機械の導入などを促進し、低コストで安定的な原木供給のための生産・

流通体制を構築する必要があります。
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【参考資料】

１ 当県の素材生産量の実績と目標

２ 当県の再造林の実績と目標

３ カーボンニュートラルに挑戦する再造林拡大事業（Ｒ４新規）

（担当課室名 農林水産部林業木材産業課）

新たな視点

○森林所有者の負担感・

不安感の解消

○造林地の集積

○業界と一体となった

取組の推進
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Ⅱ-２ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備促進とその活

用による産業集積について

内閣府総合海洋政策推進事務局

経済産業省大臣官房、資源エネルギー庁

国土交通省港湾局

【提案・要望の内容】

（１） 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す

る法律（以下「再エネ海域利用法」という。）第１５条の規定に基づく事

業者の選定に当たっては、事業の実現性の評価等について見直しを行うと

ともに、地域との共生や地域産業の振興に資する取組など地域への貢献に

ついて重視し、その評価においては知事の意見を尊重すること。

（２） 再生可能エネルギーによる電力の地産地消に向けて、コーポレートＰＰ

Ａの導入など、再生可能エネルギーの調達環境の整備や取引の拡大に向け

た制度の構築を早急に行うこと。また、こうした制度等の実証や実装に向

けた取組に当たっては、再生可能エネルギーが豊富に賦存する地域で実施

すること。

（３） 洋上風力発電の導入に関するサプライチェーン構築に向けては、洋上風

力発電の集積が進む地域もしくは基地港湾を中心として、関連産業の立地

を促進すること。

（４） 洋上風力発電の導入に関して、環境等への影響や地域経済への効果に関

する懸念が一部の住民にあることから、再エネ海域利用法第４条第３項に

基づき、洋上風力発電に関する住民の理解が深まるよう、教育活動、広報

活動その他の活動の充実を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 再エネ海域利用法により、令和２年７月に促進区域に指定された当県の

２海域について行われた選定事業者の公募において、令和３年１２月に
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選定事業者が公表されました。

この選定事業者の公募においては、事業実現性の項目の評価等について

見直しを求める声があります。

また、洋上風力発電の実現のためには地域との共生に関する事項をしっ

かりと評価する必要があり、そのためには知事の意見を十分に尊重する

ことが重要です。

（２） 産業界においてＣＯ２フリー電力の活用への動きが世界的に加速してお

り、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けては、再生可能エネ

ルギーの調達環境の整備や取引の拡大に向けた制度の構築等の対応が急

務となっています。

当県には多くの再生可能エネルギーがあることから、こうした制度の実

証・実装の取組に適しています。

（３） 当県は風況に恵まれ、風力発電の大きなポテンシャルを有しており、大

規模な洋上風力発電の導入に向けて、港湾内での発電所建設工事が進めら

れているほか、一般海域においても再エネ海域利用法に則り、候補海域の

指定や事業者の選定手続きが進められています。

令和２年１２月に洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会が示し

た「洋上風力産業ビジョン（第１次）」においては、「洋上風力関連産業

の立地・集積等による地域経済の活性化や雇用創出を図る」こととされて

います。こうした中、現在当県では、大規模な洋上風力発電の導入が進め

られているとともに、港湾法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備等

拠点港湾として秋田港、能代港の２港を擁しており、ビジョンで示されて

いる「競争力あるサプライチェーンの構築」の観点から、関連産業の立地

について国内でも有数の適地であると言えます。

（４） 洋上風力発電の導入に関して、漁業をはじめ、景観・騒音等による生活

環境等への影響、地域経済へのメリットの有無に関する懸念が一部の住民

にあることから、環境アセスメントの適切な実施の一方で、政府広報等を

通じ、経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与する洋上風力

発電の導入意義について、広く国民の理解を深めていく必要があります。
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【参考資料】

秋田県における洋上風力発電の状況（令和４年３月現在）

（担当課室名 産業労働部エネルギー・資源振興課、建設部港湾空港課）

凡例
有望な区域

（一般海域） ： 八峰町、能代市沖
令和３年１２月　事業者の公募開始

  （一般海域）：由利本荘市沖
令和３年１２月　選定事業者の公表

秋田由利本荘オフショアウインド

促進区域

（港湾内） ： 能代港
令和２年２月　整備事業に着手

令和４年末　運転開始予定

港湾内洋上風力発電の

建設状況
（令和３年４月～１０月）

（　写真提供　：　秋田洋上風力発電株式会社　）

　（一般海域）：

能代市、三種町、男鹿市沖
令和３年１２月　選定事業者の公表

秋田能代・三種・男鹿オフショアウインド

（港湾内）：秋田港
令和２年２月　整備事業に着手

令和４年末　運転開始予定

基地港湾 ： 秋田港
令和２年９月　指定

（一般海域） ： 

男鹿市、潟上市、秋田市沖
令和４年１月　法定協議会を設置

基地港湾 ： 能代港
令和２年９月　指定

船川港

船川港
両基地港湾を補完
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Ⅱ-３ 再生可能エネルギーの導入拡大を加速するための環境

整備について（拡充）

経済産業省大臣官房、産業技術環境局、資源エネルギー庁

環境省地球環境局

【提案・要望の内容】

（１） 国内有数の風力発電適地である当県において、地域偏在や出力変動の緩

和を図るため、風力発電による水素の製造及び効率的な貯蔵等の調査研究

や実証事業を行い、その技術開発の推進を図ること。

また、水素については、コスト面、インフラ面及び制度面で多くの課題

が存在していることから、こうした技術面の取組に加え、技術開発によ

る低コスト化を推進するとともに、戦略的にインフラ整備や制度の構築

に取り組むこと。

（２） 浮体式も含めた洋上風力発電の更なる導入拡大に向けては、現状の送電

網だけでは送電容量が不十分であり、欧州などで導入が進む海底直流送電

網の構築も視野に、今後を見据えた送電網の構築に取り組むこと。

（３） 再生可能エネルギーの中でも、安定的な運用が期待される地熱発電につ

いて、円滑な導入拡大を図るため、速やかな重要電源開発地点の指定によ

り、電源立地地域対策交付金（初期対策交付金相当部分）の交付対象とす

ること。

また、海底直流送電網の構築による電力の大消費地への送電を視野に、

洋上風力発電を電源立地地域対策交付金（電力移出県等交付金相当部分）

の交付対象に加えること。

（４） カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大

に加えカーボンリサイクルを進める必要があり、ＣＯ２の貯留可能な地層

の卓越した当県において、ＣＯ２の直接利用となる原油増進回収法（ＥＯ

Ｒ）の促進や回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ）の実証試験を行うこと。
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【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 再生可能エネルギーについては、発電所建設適地の偏在や、出力変動が

課題になっています。このため、現在、電力需給バランスの安定化に向け、

出力変動に応じて余剰電力を水素に変換し、これを大量に貯蔵・輸送する

システムを構築するための技術開発に向けた実証事業が進められています。

当県は洋上を含め、国内有数の風力発電適地であり、風力発電によるＣ

Ｏ２フリー水素の製造に関する実証事業等を効果的に行うための条件が整

っています。また、再生可能エネルギーで製造した水素を、輸送すること

なく域内で使用することについて、その検討を行うモデル地域としても適

しています。

（２） 令和３年１２月に示された「洋上風力産業ビジョン（第１次）」におい

て洋上風力発電の導入目標とした「２０４０年までに浮体式も含む

３,０００万ｋＷ～４，５００万ｋＷの案件の形成」の達成に向けては、

今後導入が進められる案件の電力の送電が課題となっており、国では技術

的課題やコストを含めた海底直流送電網の構築に向けた取組が始まってい

ます。

当県でも、現在取組を進めている海域の更なる沖合いでの着床式の展開

や、導入可能性を調査していくことにしている浮体式洋上風力発電に関し

て送電網の整備が必要となっています。

（３） 電源立地地域対策交付金（初期対策交付金相当部分）は、重要電源開発

地点が交付対象となっており、「重要電源開発地点の指定に関する規程」

（平成１７年２月１８日官報告示、同日施行）により、電気事業者等の申

請に基づき、出力１万ｋＷ以上の地熱発電施設を対象電源として、経済産

業大臣が「重要電源開発地点」の指定を行い、地元合意形成や関係省庁に

おける許認可の円滑化などを図ることとされています。

当県では、かたつむり山発電所（仮称）（１４,９９０ｋＷ予定）の事

業計画の具体化により、早期の重要電源開発地点の指定が待たれています。

洋上風力発電については、今後の導入拡大と大消費地への送電が見込ま

れ主力電源化されていくことから、電源立地地域対策交付金（電力移出県

等交付金相当部分）の対象とすべきと考えます。

（４） ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、ＣＯ２回収・有効利

用・貯留（ＣＣＵＳ）技術が必要とされており、当県では、沖合にＣＯ２
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貯留に適した地層が卓越しているほか、風力発電によるＣＯ２フリー水素

を活用したメタネーション等のカーボンリサイクルに係る実証事業の場と

しても条件が整っています。

（担当課室名 産業労働部エネルギー・資源振興課、生活環境部温暖化対策課）
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Ⅱ-４ 海岸漂着物対策の推進について

環境省水・大気環境局

【提案・要望の内容】

海岸及び海洋における環境を保全し、良好な景観を維持していくためには、長

期間にわたり継続的な取組を推進していくことが必要であることから、地方公共

団体が着実に海岸漂着物等の回収処理や発生抑制に係る取組を実施できるよう、

地域環境保全対策費補助金（海岸漂着物等地域対策推進事業）を国の全額負担に

よる恒久的な財政支援制度に改めること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 海岸漂着物対策は、国際的な対応を含めて、海岸漂着物処理推進法に基

づき、国が必要な財政上の措置等を講じることとされています。

地方公共団体等では、同法に基づき、海岸漂着物等の回収処理を続けて

きましたが、依然としてプラスチックなどの海岸漂着物等が発生し、海岸

及び海洋の良好な環境が損なわれる事例が生じています。

（２） 当県では、秋田県海岸漂着物等対策推進地域計画に基づき、地域環境保

全対策費補助金を活用し、重点区域における海岸漂着物の回収処理をはじ

め、漂流ごみへの対応や調査及び普及啓発を含めた発生抑制の取組を拡充

してきたところです。

事業の拡充に伴い地方負担も急増していることから、今後も海岸漂着物

の回収処理等を着実に実施するためには、補助率の見直しを行い、地方負

担が生じない恒久的な財政支援制度に改めることが必要です。
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【参考資料】

（担当課室名 生活環境部環境整備課）

　

　　　行政による海岸漂着物の回収海岸漂着物の状況

海岸漂着物の

回収・処理

海岸漂着物発生抑制のための

ボランティアによる清掃の様子
　秋田県海岸漂着物対策推進協議会の様子

　　　行政による木造船の解体・回収砂浜に漂着した木造船

事業費の推移

※1 海上保安庁が認める朝鮮半島由来の木造船等にあっては8.5/10～9/10

　　漂流ごみ等の処理については、10,000千円を上限とした定額補助

※2 地域環境保全対策事業費補助金

80.628.5 30.0 31.0 31.1 35.0

※1

7/10～8/10

※1

7/10～8/10

※1

7/10～8/10

※1

7/10～8/10

国予算（億円）

国補

助率
8/10 7/10～8/10

※1

7/10～8/10

※1

7/10～8/10

53,678 60,641 72,595

37.0 37.0

77,094

県費  2,968  9,516 10,788 10,551 12,065 15,193 18,194 20,332

国費 17,505 34,270 40,820 41,292

令和２年度 令和３年度 令和４年度

県予算（千円） 20,473 43,786 51,608 51,843 65,743 75,834 90,789 97,426

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

※２
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Ⅲ　新たな時代に対応したデジタル化の推進
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Ⅲ-１ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の加速
化について（拡充）

デジタル庁
総務省総合通信基盤局
経済産業省商務情報政策局

【提案・要望の内容】

（１） 国においては、デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、
地方を活性化し、持続可能な経済社会を目指す「デジタル田園都市国家構
想」を推進し、ＤＸの推進を更に加速することにしているが、ＤＸの基盤
となる５Ｇなど高速通信基盤については、「基幹的な公共インフラ」と位
置づけ、地域により格差が生じることのないよう国の責任において整備を
促進すること。

（２） 地方行政のデジタル化を推進するため、マイナンバーカードの更なる利
便性向上を図るとともに、その普及促進や内部管理事務等の情報システム
の整備・維持などにかかる財政的支援について十分な予算を確保し、地方
公共団体の取組を継続的に支援すること。

（３） 先進技術を活用してＤＸを推進する人材の確保・育成に向けた制度を構
築すること。

（４） 中小企業等が生産性向上や競争力強化を図るため、デジタル化に対応し、
業務の変革ができるよう、技術的・財政的支援を一層強化すること。

（５） 人に優しいデジタル社会の実現を目指し、デジタルデバイドの解消に向
けた取組やセキュリティ対策の強化に対して、技術的・財政的支援策を講
じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、県政運営の指針である「新秋田元気創造プラン」において、
選択・集中プロジェクトの一つに「デジタル化の推進」を位置づけるとと
もに、デジタルデバイドの解消や人に優しいデジタル化を目指した「秋田
県ＤＸ推進計画」を策定し、県民一人ひとりがそれぞれのニーズに合った
サービスを選択することができる社会の実現に向け、行政、産業、くらし
などのあらゆる分野において産学官が連携した取組を推進することにして
います。

国においては、デジタル実装を通じた地方活性化を推進する「デジタル
田園都市国家構想」の中で、５Ｇサービスを全国展開することにしていま
すが、大都市圏に比べて地方は収益性が低く、整備が遅れることが懸念さ
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れます。地方においてもデジタル化の利便性を享受するためには、５Ｇを
はじめとした高速通信基盤を「基幹的な公共インフラ」と位置づけ、国の
責任において整備を促進する必要があります。

（２） 国においては、デジタル臨時行政調査会を設置し、デジタル原則のもと、規
制・制度の構造改革により、デジタル化を更に推進することにしていますが、
デジタル社会の基盤であるマイナンバーカードについて、令和４年度末までに
ほぼ全国民に行き渡らせるためには、地方公共団体と連携しながら普及促進を
図りつつ、健康保険証や新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、自動車運
転免許証などへの利活用を拡充していく必要があります。
また、地方公共団体においては、基幹２０業務のみならず内部管理事務等の

新たな情報システムの構築や既存システムの改修・運用に多額の経費を要
することから、これらの取組に対する継続的な財政支援が必要です。

（３） デジタル技術や計量分析に関する知識や能力を有し、先進技術を活用し
てＤＸを推進する人材については、地方公共団体はもとより、製造業や商
業・サービス業をはじめ、農業や建設業などあらゆる分野において必要性
が高まってきています。

こうした人材は、首都圏等の大都市圏に集中し、地方では不足している
状況にあることから、当県では、昨年度から、秋田県ＤＸ推進アドバイザ
ーとして独自に外部人材を活用し、専門的な助言を得ながら、デジタル化
やＤＸ推進に向けた取組を進めています。

国においては、全国のデジタル人材の公募情報を一括で公表したり、デ
ジタル人材をチームで地方公共団体に派遣するなど、積極的に支援する仕
組みが必要です。

（４） 中小企業等においては、デジタル技術の利活用に関するノウハウや環境
が整っていない事業者が多く、産学官で構成する「秋田デジタルイノベー
ション推進コンソーシアム」が中心となり、デジタル化を促進する取組を
行っています。

今後、ＩｏＴやＡＩ、ロボット等の先進技術の活用を更に進め、スマート
農業などの新たなビジネスモデルの創出や、オンライン診療等の県民生活の
利便性の向上を図るためには、技術的・財政的支援が必要です。

（５） 全国的に最も高齢化が進んでいる当県においては、デジタル機器に不慣
れな方も多いことから、デジタルリテラシー向上に向けたスマートフォン
の操作研修会の開催や、地域で気軽に相談できるサポーターを育成すると
ともに、人と機械を仲介するヒューマンインタフェースの技術開発等を進
めていくことにしています。

また、デジタル化の進展に伴い、ランサムウェア等によるサイバー攻撃
を受ける事案が発生していることから、デジタルデバイドの取組に加え、
セキュリティ機能の向上に対する技術的・財政的支援が必要です。

（担当課室名 企画振興部デジタル政策推進課
産業労働部産業政策課デジタルイノベーション戦略室）
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Ⅲ-２ スマート農業の推進について

農林水産省大臣官房、農産局、経営局、

農村振興局、農林水産技術会議

【提案・要望の内容】

（１） 国の「スマート農業実証プロジェクト」等において、労働時間の削減や

軽労効果、収量・品質の向上、費用対効果、導入基準など、明らかになっ

た成果については、生産現場への分かりやすい情報提供と技術移転に努め

るとともに、産地の意向に沿った実証の取組を支援すること。

（２） 大規模農業法人等に対し、スマート農業を広く普及していくため、引き

続き農機等の低価格化に向けた研究開発を推進するとともに、生産から販

売まで一貫体系でのスマート技術の導入に対する負担軽減措置や、経営管

理に対する支援の充実・強化を図ること。

（３） ほ場の大区画化や用排水路等の整備、園芸産地づくりなど、地域のニー

ズに沿ったスマート農機の導入が一体的に実現できるよう、予算の継続的

な確保と制度の充実に努めること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、国実証プロジェクトの動画や「秋田県スマート農業導入指

針」による情報提供、公設試験研究機関へのスマート農業専門部門の設置、

スマート農業機器の導入を前提とした大区画ほ場での実証など、普及拡大

に向けた対策を推進しています。

（２） また、実証プロジェクトを通じて、栽培技術はもとより経営全体におけ

る効果を検証していますが、今後、担い手の取組を拡大していくためには、

スマート農機の低価格化に加え、栽培や経営の要素技術をパッケージで導

入することができる事業の充実・強化を図ることが重要です。

（３） 今後、中山間地域での基盤整備の増加が見込まれることから、作業の効

率化や、高収益作物の安定生産に対応したスマート農機の導入が必要です。
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【参考資料】

１ 当県におけるスマート農業の実証成果

２ 大区画ほ場におけるスマート農業の実証（国庫補助：農地耕作条件改善事業を活用）

〔GNSS基地局の設置と自動操舵の実証〕 〔自動操舵とアーム式モアによる草刈り作業の実証〕

〔ターン農道の有効性に関する実証〕 〔自動給水栓によるICT水管理の実証〕

（担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課、園芸振興課、農地整備課）

横 手 市 横 手 地 区
由 利 本 荘 市 松 ヶ 崎 地 区

北 秋 田 市 高 野 尻 地 区 北 秋 田 市 高 野 尻 地 区

表　自動操舵装置装着のトラクターの作業能率（１００馬力、１ha標準ほ場；長辺２００ｍで作業） 単位：時間/ｈａ

ロータリー
（春耕起）

代かきハロー
（荒代かき）

代かきハロー
（植代かき）

スタブルカルチ
（秋粗耕起）

慣　　　　行 1.57 0.69 0.85 0.70 

自動操舵装置 1.49 0.62 0.77 0.59

対慣行削減率(％) ▲ 5.1 ▲ 10.1 ▲ 9.4 ▲ 15.7

水　　　　稲
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Ⅲ-３ 地方税におけるマイナンバー制度の活用について（新

規）

デジタル庁

総務省大臣官房、自治行政局、自治税務局

国土交通省総合政策局、自動車局

【提案・要望の内容】

納税者の利便性向上と行政の効率化のためには、行政分野のデジタル化の加速

化が必要であることから、マイナンバー制度を活用して行う地方税の事務を拡大

させること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、毎年、自動車税の納税通知書の返戻処理を２,５００件程度

行っており、その都度職員が住民基本台帳ネットワークシステムで新しい

住所等を調査した上で納税通知書の再発送を行っています。

当該処理は、他の地方公共団体でも同様に行われていると推察されるこ

とから、市町村の窓口等で住所の変更を行った際に、自動車登録ファイル

等に当該変更情報が連携されるよう環境整備が必要です。

（２） 地方税関係の納税通知や督促等について現時点では文書の発送を前提に

行われています。

今後は、マイナンバー制度を活用して例えば納税通知書はマイナポータ

ルに通知されるような仕組みを構築するなど、地方税の処分通知等につい

て電子的送付ができるようデジタル化を加速化させることが必要です。

（担当課室名 総務部税務課）
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Ⅲ-４ 都道府県基幹税務システムの標準化の推進について

デジタル庁

総務省大臣官房、自治財政局、自治行政局、

自治税務局

【提案・要望の内容】

（１） 都道府県における基幹税務システムの標準化について、今後の明確な方

向性を示した上で、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第

２条第１項に規定する標準化対象事務を定める政令」の対象とすること。

（２） 税制改正等に伴う基幹税務システムの改修費等が地方公共団体の大きな

負担となっていることから、システムの導入・更新・維持管理に対する積

極的な財政支援を行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 少子高齢化による人口減少社会において、地方公共団体が個別で基幹シ

ステムを開発・維持することは困難になっていくことが想定されることか

ら、業務プロセスや基幹システムの標準化による効率化が必要です。

こうした中で、令和３年８月に市町村税の税務システム標準仕様書【第

１.０版】が作成されましたが、都道府県税については、検討がなされて

いません。

また、本年１月４日に公布された「地方公共団体情報システムの標準化

に関する法律第２条第１項に規定する標準化対象事務を定める政令（令和

４年政令第１号）」においても都道府県が行う地方税法に関する事務が対

象となっていません。

（２） 近年の大規模な税制改正や納税環境の整備に伴うシステムの改修等にか

かる経費については、地方公共団体の大きな財政負担となっています。

こうしたことから、当県では、大規模改修に伴う経費や運用コストの削

減等を図るために、次期基幹税務システムとして県税クラウドサービスを

導入することとし、令和４年度当初予算に計上したところです。
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しかしながら、更なる徴税経費削減のため、都道府県が行う税務事務に

ついても標準化が必要です。

また、地方公共団体にとって大きな財政負担となっている基幹税務シス

テムの大規模改修等に対して国による財政支援が必要です。

（担当課室名 総務部税務課）
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Ⅳ　地方創生の推進及び地方の財政基盤の充実・強化
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Ⅳ-１ 地方創生のための構造的改革の推進と支援充実につい

て

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

内閣府地方創生推進事務局

総務省自治行政局、自治財政局、総合通信基盤局

文部科学省高等教育局

経済産業省経済産業政策局

国土交通省港湾局

【提案・要望の内容】

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大都市部における人口集中の負の側

面が浮き彫りとなり、若い世代を中心に地方への関心が高まってきている。

このような動きを捉えつつ、東京一極集中を是正し、真に地方創生を実現する

ため、国がリーダーシップを執って、持続的な発展に向けた国家的戦略を打ち出

し、地方の特徴を生かした取組を後押しすることに加え、産業の再配置や高速通

信基盤の整備など、地方への人材の定着・還流を図るための抜本的な対策を講じ

ること。

また、人口減少下においても地域の活力を維持するため、地方行政のデジタル

化、県と市町村あるいは市町村相互が連携して行政サービスを維持する取組等に

対して支援の充実を図ること。

《地方創生推進交付金の活用》

（１） 若者の県内定着や移住・定住の促進、「関係人口」の創出・拡大など、

地方の実情に応じた地方創生の取組を加速するため、地方創生推進交付金

を継続するとともに、予算を十分に確保すること。

また、同交付金の趣旨に沿った事業については、対象経費の制約等の見

直しを行うなど、自由度の高い制度とすること。

《地方への人の流れの拡大》

（２） リモートワークやワーケーションなど、新しい働き方の急速な普及を地

方への人の流れの拡大に着実に結び付けていくため、地方が独自に行う

移住・定住の促進や関係人口の拡大に向けた取組に対する財政支援の充

実を図るとともに、国においても、経済団体や企業に対し、テレワーク

に関する情報提供や働きかけを一層強化すること。

《移住支援金の対象要件の緩和等》

（３） 東京圏からの地方移住及び地方の担い手確保を促進するため、地方創生

推進交付金（移住・起業・就業タイプ）にかかる「移住支援金」につい
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て、居住・通勤要件及び就業先企業要件の更なる緩和を図るとともに、

東京圏等における制度周知の充実を図ること。

《アフターコロナの担い手となる人材を輩出する地方大学への支援の充実強化》

（４） 地方大学が、地域の中核的存在として将来にわたり安定的な運営を確保

し、それぞれの特色を発揮しながら、アフターコロナ時代の担い手となる

若者の地方定着や地域産業を支える多様な人材の育成を図るため、地方大

学の運営にかかる財政支援の充実を図ること。

《地方への産業再配置》

（５） 都市圏から地方への産業再配置を促進するため、次の措置を講じること。

① 地方独自の企業立地に対する補助制度への財政支援措置を講じること。

なお、支援制度等の創設に際しては、地理的条件や気候的条件など地

域の実情に応じた支援内容となるよう特段の配慮を行うこと。

② 物流の活性化や産業競争力の強化を図るため、地方が行う物流施設

（港湾、空港）の使用料の減免に対する財政支援措置を講じるとともに、

事業者の利用に係る高速道路料金の割引制度を創設すること。

《高速通信基盤の整備》

（６） 地方創生の更なる推進に向け、５Ｇをはじめとした高速通信基盤を「基

幹的な公共インフラ」と位置づけ、都市と地方で等しく整備が進むよう、

必要な支援等を行うこと。

《地域の活力を維持するための地方行政のデジタル化、自治体間連携の取組の支

援》

（７） 人口減少社会においても、行政サービスの水準を維持し、様々な地域課

題に対応するため、地方行政のデジタル化、県と市町村あるいは市町村相

互の協働・連携の促進に向け、地方の意見を十分に踏まえながら、取組を

促進するために必要な財政支援等を行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 地方創生推進交付金は、地方創生の取組を深化させるために極めて有効

な制度であり、地域再生計画に基づく継続的な施策展開を図ることができ

るよう、安定的に予算が確保されることが必要です。

また、同交付金については、販促活動及び各種ＰＲ等の交付対象事業に

かかる地方公共団体職員旅費や、移住やインターンシップを促進するため

の個別企業への給付事業が対象外であるなどの制約があることから、地方

の実情に応じて活用しやすい制度にする必要があります。

（２） 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、首都圏等において、リモー

トワークやワーケーションなどの新しい働き方が急速に普及しており、今
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後、これに伴い、地方への人の流れが加速し、移住・定住の促進につなが

ることが期待されます。

当県では、この状況を好機と捉え、人材誘致という新たな視点による移

住の拡大を図るため、首都圏企業等に対するＰＲ活動や、当県独自のオー

ダーメイド型支援制度の提案による個別企業に対する誘致活動を展開して

おり、こうした取組を集中的に展開するため、リモートワークを実施する

企業が行う情報通信環境整備や、従業員の移住関連経費等をデジタル田園

都市国家構想推進交付金（地方創生テレワークタイプ）の対象とするなど

の財政支援が必要です。

また、リモートワークやワーケーションによる地方への人の流れを一層

加速するためには、地方の取組に加え、国においても経済団体や首都圏企

業等に対する支援制度のＰＲなど、きめ細かい情報提供や働きかけを強化

していく必要があります。

（３） 「移住支援金」については、対象となる法人・移住者にかかる要件が厳

しいため、令和３年度末時点の支給実績が２５世帯にとどまっている状況

です。

これまで、法人要件や支給対象者の居住・通勤要件、勤務・就業要件な

どの一部改正が行われ、令和３年度からは、それまでの業務を引き続きテ

レワークで行う移住や、市町村が関係人口として認める移住などに対象が

拡大されましたが、就業先からみなし大企業が対象外とされていること等

により、地域経済牽引の中核となる誘致企業が事実上排除されているなど、

なお不十分な内容であり、要件の更なる見直しが必要です。

また、移住支援金の利用拡大に向けた制度周知について、各道府県の取

組に加え、国においても東京圏のハローワークや移住相談窓口等での転職

希望者や移住潜在層への情報発信の強化が必要です。

（４） 近年、当県内の大学においては、国の交付金を活用した、国立大学と公

立大学の共同によるシステム指向のエンジニアや、起業家精神にあふれる

グローバル人材、スマート農業人材の育成に向けた取組が実施・計画され

ています。

地方大学が、アフターコロナの担い手となる多様な人材を育成・輩出し

ていくためには、国公私立を問わず、大学経営の基盤となる財源について

も国がしっかりと支援しながら、地方創生に向けた取組を力強く後押しし

ていく必要があります。

（５） 首都圏への一極集中という長年にわたり形成されてきた強固な社会構造

を地方のみで打破することは極めて困難であり、国の責任において解決す

べき課題です。

当県では、輸送機産業など成長分野への新たな事業展開や、地域経済を

牽引する中核企業の育成などに取り組んでいますが、首都圏への一極集中

の是正を図るためには、国において地方への産業再配置を促進するための

更なる政策を打ち出し、地域産業の活性化と雇用の拡大を図る必要があり
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ます。

（６） ５Ｇや光ファイバ網をはじめとした高速通信基盤については、「デジタ

ル田園都市国家構想」により更なる整備の加速化が期待されますが、収益

性の高い都市部で先行し、地方は後回しになることが懸念されます。

今後、社会生活全般へ様々なデジタル技術を取り入れ、地域の活性化を

加速し、真の地方創生に向けた取組を推進するためには、高速通信基盤を

「基幹的な公共インフラ」と位置づけ、国の責任において都市と地方の格

差が生じないよう、整備を促進する必要があります。

（７） 全国最速のペースで人口減少が進むとされる当県において、今後とも市

町村が行政サービスの水準を維持し、地域課題に対応していくためには、

地方行政のデジタル化、県と市町村あるいは市町村同士が連携して取り組

むことが必要であり、自治体間の多様な連携体制を構築することが喫緊の

課題となっています。

地方公共団体においては、基幹２０業務のみならず内部管理事務等の新

たな情報システムの構築や既存システムの改修・運用に多額の費用を要す

ることから、これらの取組に対する継続的な財政支援が必要です。

また、当県では、「人口減少社会に対応する行政運営のあり方研究会」

等において、生活排水処理の広域化・共同化など共通する課題について検

討を行い、その具体化を図っていますが、こうした取組を一層推進してい

くためには、国の支援が必要です。

【参考資料】

製造業の誘致件数と従業員数

（担当課室名 あきた未来創造部あきた未来戦略課、高等教育支援室、

移住・定住促進課

企画振興部市町村課、デジタル政策推進課

産業労働部産業集積課）

（件） （人）

出典：総務省「国勢調査」・秋田県産業集積課
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Ⅳ-２ 地方の財政基盤の充実・強化について

内閣府地方創生推進事務局

総務省大臣官房、自治財政局

財務省大臣官房、主計局

厚生労働省医政局、健康局、医薬・生活衛生局

【提案・要望の内容】

（１） 地方財政に関しては、地方公共団体における恒常的な財源不足を解消し、

持続的かつ安定的な財政運営が可能となるよう一般財源総額を確保するこ

と。

（２） 地方交付税については、「地方固有の財源」であり、総額の確保はもと

より、地方交付税制度の本来のあり方を十分に踏まえた機能の維持・充実

を行うこと。

また、令和２年度から措置された「地域社会再生事業費」を恒久化する

とともに、「地域デジタル社会推進費」を令和５年度以降も引き続き措置

し、条件不利地域に重点を置いた現在の算定方法を維持すること。

（３） 新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響は大きく、対策経費

の増嵩などにより、地方財政にも甚大な影響を及ぼすことから、地方公共

団体が持続可能な財政運営が行えるよう十分な財源保障をすること。

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化に伴い、地域経済の振興策や

感染対策を継続的に実施することが必要であるため、「新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金」を増額するなど、地方公共団体が必要とする財源について、

引き続き措置すること。

併せて、繰越を含む期間の延長や手続の簡素化を図るなど、柔軟に活用

できる制度とすること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 地方公共団体が責任と自主性をもって地方創生や人口減少対策をはじめ、
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地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事

業など、地方の実情に応じた様々な行政サービスを着実に推進していくた

めには、地方交付税をはじめ、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総

額の確保・充実が必要です。

（２） 広大な県土を有する一方、経済・地方財政が脆弱で、人口の急減が課題

となっている当県においては、地方交付税等の減少が、施策・事業の推進

に大きく影響しています。このような地方の声を受けて、令和２年度は、

地方財政計画に地域社会の維持・再生に取り組むための歳出項目である

「地域社会再生事業費」、昨年度は、地域デジタル社会の形成に取り組む

ための「地域デジタル社会推進費」が新たに計上されたところですが、コ

ロナ禍の中でこれまで積み重ねてきた地域振興・地方創生の取組が停滞し

ており、「地域デジタル社会推進費」については、令和４年度までの措置

となっています。

（３） 特に、新型コロナウイルス感染症は、大規模災害とも言うべき甚大な影

響を地方に及ぼしており、感染の拡大・長期化により安定的な財政運営に

支障を来すことから、十分な財源保障が必要です。

国においては、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」

や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」についても令和３年

度補正予算で措置されましたが、全国的な感染拡大の影響を受けて、医療

提供体制の整備、感染予防対策の充実はもとより、深刻化する地域経済の

落ち込みへの対応が急務であり、本県においては、令和４年度当初予算ま

でに、既に配分枠が示された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金」について全額を充当し、更に病床確保対策や経済対策を実施す

るため、多額の一般財源で対応しています。

本県をはじめ、財政基盤の脆弱な地方公共団体においては、今後の新た

な変異株への対応なども見据え、国による財政支援の更なる充実が必要で

す。

（担当課室名 総務部財政課

企画振興部総合政策課）
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Ⅴ　時代の変化を見据えた成長産業の拡大
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Ⅴ-１ 環日本海交流や地域の拠点となる秋田港等の整備促進
について（拡充）

国土交通省大臣官房、港湾局

【提案・要望の内容】

（１） 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）に指定された
能代港、秋田港の機能強化を促進するとともに、両基地港湾を補完する船
川港の活用に向けて、港湾計画変更にかかる技術的助言を行うこと。

また、新たな基地港湾の指定に当たっては、指定済みの基地港湾が複数
の発電事業に継続的かつ最大限に利用されるよう配慮すること。

（２） 秋田港、能代港において、通年で安定した船舶の入港を可能とするため、

防波堤の整備等を促進すること。

（３） 船川港船揚場改良や、秋田港、能代港における施設改良（岸壁、防波

堤）について、整備に必要な予算を確保し支援すること。

（４） 外航クルーズ船の運航再開にかかる方針を示し、安全・安心な寄港に向

けた環境づくりを行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 一般海域の洋上風力発電設備の建設開始に向け、基地港湾である能代港
の岸壁整備をはじめとした、港湾の機能強化を進める必要があります。

また、基地港湾のあり方に関する検討会で、機能強化策として示された
「補完港」の役割を担うことが可能な船川港について、洋上風力発電設備
の建設基地として活用するため、港湾計画を変更する必要があります。

さらに、基地港湾や周辺用地の整備にかかる費用対効果を最大化するた
め、新たな基地港湾については、指定済みの基地港湾も含めた各基地港湾
が複数の発電事業により継続的かつ最大限に利用されることを考慮した上
で指定する必要があります。

（２） 秋田港及び能代港では、将来の貨物量や航行船舶の増加に対応した環境

整備が必要となっています。

（３） 船川港では、洋上風力発電関連の船舶にも対応した船揚場を早期に整備

する必要があるほか、秋田港及び能代港では、係留施設の老朽化対策や港

内静穏度向上のための外郭施設の整備を行う必要があります。

（４） 外航クルーズ船の寄港回復のため、運航再開にかかる方針を示すととも

に、関係業界団体によるガイドラインの策定を支援し、安全・安心な寄港

に向けた環境を整備することが必要です。
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（担当課室名　建設部港湾空港課）

港湾内洋上風力発電予定地

能代火力発電所

能 代 能 代 港

    大森地区泊地（－１３ｍ）浚渫

秋田の重点プロジェクトを支える港湾整備
秋田自動車道  秋田北ＩＣ

秋 田 

向浜地区　

ふ頭用地造成

本港地区

秋 田 港

クルーズ受入環境の整備

第二南防波堤の延伸

港湾内洋上風力発電予定地

（Ｒ４年度 運転開始予定）

秋田港アクセス道路

洋上風車取扱ふ頭

洋上風車取扱ふ頭

直轄事業

補助事業

風力発電予定地

凡　　例

大森地区

ふ頭用地造成
    大森地区国際物流ターミナルの整備

大森地区　

ふ頭用地造成

外港地区

防波堤改良

船 川 港

船揚場改良
秋田港

能代港

船川港

基地港湾

基地港湾

秋田県由利本荘市沖（北側・南側）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖
秋田県八峰町及び能代市沖
青森県沖日本海（南側）
青森県沖日本海（北側）

秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖

北海道松前沖

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する

法律（再エネ海域利用法）における一般海域の整理状況【日本海側北部】

両基地港湾

を補完

基地港湾を補完する

港湾として活用が可能

北海道岩宇及び南後志地区沖
北海道石狩市沖

青森県陸奥湾

北海道檜山沖
北海道島牧沖

新潟県村上市及び胎内市沖
山形県遊佐町沖

促進区域（下線部は事業者選定済み）

有望な区域

一定の準備段階に進んでいる区域
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秋田県へのクルーズ船寄港実績
（令和４年４月１日現在）

内航クルーズ 外航クルーズ 合計

※令和２年度、３年度は新型コロナウイルスの影響により 

   寄港実績はなし
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Ⅴ-２ 中小企業・小規模事業者への経営支援の継続について

（拡充）

厚生労働省職業安定局

中小企業庁

【提案・要望の内容】

（１） 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、資材不足や原材料・

原油価格の高騰等により、厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業

者を支援するため、事業復活支援金など事業者向け給付金の支給や資金

繰り支援策、需要喚起策の実施など、事業者の実情に十分に配慮した幅

広く手厚い支援策を令和５年度も講じること。

（２） 事業復活支援金については、令和３年１１月から令和４年３月までの売

上減少に対応する申請受付が５月末で終了するが、今後の経済動向・事

業者の実情に応じて、機動的に再度の支援金支給を行うこと。

また、支援金支給に当たっては、支援額の増額や売上減少率の要件緩和

など、必要に応じて制度を見直すとともに、電子申請サポート会場の各

都道府県への複数設置や書類提出の簡素化など、事業者の申請の利便性、

迅速な支給の実施に配慮すること。

（３） 事業者の資金繰り支援については、新規・追加融資の迅速かつ柔軟な実

行の徹底や、返済猶予・条件変更等も含めたアフターケアを金融機関に

指導するなどフォローアップを強化するとともに、都道府県が実施する

独自の資金繰り支援対策により生じる負担に対する支援又は国による融

資制度の創設を行うこと。

（４） 雇用調整助成金の特例については、令和４年７月以降の取扱いについて

雇用情勢を見極めながら助成内容を検討することとされているが、事業

者の経営が一定程度回復するまで継続すること。

（５） 中小企業等事業再構築促進事業については、ウィズコロナ・ポストコロ

ナの社会経済情勢の変化に対応した新たなビジネスモデルへの転換等に、

より多くの中小企業・小規模事業者が取り組めるよう、事業計画におけ
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る付加価値要件の見直しなど柔軟な制度運用とするとともに、地域経済

の状況を踏まえ、来年度以降の継続実施を検討すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの企業で売上が激減する

など業況が悪化しているほか、資材不足や原材料・原油価格の高騰等が相

まって、特に中小企業・小規模事業者では経営の危機に直面しています。

中小企業・小規模事業者は、各種融資制度の拡充や雇用調整助成金、持

続化給付金、事業復活支援金などにより、これまで急場を凌いできてい

ますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、

特に固定費の負担が大きく、企業体力が著しく疲弊してきています。

（２） このため、事業者が利用しやすい、きめ細かな事業者向け給付金の支給

や需要喚起策の実施が強く求められています。

（３） また、感染症の拡大に対応して拡充された融資制度を活用し、これまで

経営を維持してきた企業については、返済が本格化する時期を迎えるた

め、事業者の資金繰りを支援していくことが必要です。

（４） 加えて、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に対応し、雇用調整

助成金の特例措置の延長（※）による支援が必要です。

※雇用調整助成金については、令和４年６月まで特例措置が設けられてい

る。

（５） 今後は、中小企業・小規模事業者においても、業態転換等に取り組んで

いくことが重要であることから、中小企業等事業再構築促進事業につい

て、柔軟に制度を運用することや、地域経済の状況を踏まえ来年度以降

も実施することなど、多くの企業が取り組めるような支援制度にするこ

とが必要です。

（担当課室名 産業労働部産業政策課）
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Ⅴ-３ 中小企業のワンストップ支援事業の継続について

中小企業庁

【提案・要望の内容】

地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者が、今後とも地域経済の発

展に重要な役割を担っていけるよう、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総

合支援事業」を継続して実施すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 県内企業の９割以上を占める中小企業・小規模事業者は減少が続いてお

り、経営改善や事業承継が課題となっています。

「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」により設置され

た「よろず支援拠点」は、商工団体や金融機関等の支援機関と連携を図り、

中小企業・小規模事業者が抱える様々な課題やニーズに応じて、①既存の

支援機関では十分に解決できない経営相談に対する｢総合的・先進的な経

営アドバイス｣、②事業者の相談に応じた｢適切な課題解決チームの編成｣、

③課題に応じた「ワンストップサービス」といったきめ細かな対応を行っ

ており、その役割はますます重要となっています。

（２） 当県でも、平成２６年６月に「秋田県よろず支援拠点」を設置し、多様

な分野に精通したコーディネーターがワンストップで対応しているほか、

県下全域への巡回相談、セミナーの開催や支援機関、金融機関と連携した

支援など、きめ細かな相談体制を備えています。

支援拠点を設置して以降、創業時の事業計画作成などの立ち上げ支援、

自社の強みを生かした商品開発や販売戦略による売上拡大、コスト管理の

徹底による利益率の改善など、経営上の課題に関する的確なアドバイスや

成果が出るまで伴走型のフォローアップなどを行ってきた結果、県内中小

企業・小規模事業者の経営改善につながっています。

（３） 経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者が、長期的な取組となる経営改

革を行うには、県内の支援機関と一体になった「よろず支援拠点」による

創業から事業承継までの各段階の課題等に応じた伴走型支援の継続が必要

です。
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【参考資料】

秋田県よろず支援拠点
相談対応件数

相談内容

(R3.4～R4.3)

相談者の業種

(R3.4～R4.3)

例：エステ、整体、利用美

容、カウンセラー、広告等

（担当課室名 産業労働部地域産業振興課）

項　　目 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

　稼働月数 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 　 　　　　１２

　相談対応件数 ４，６３７ ３，３６０ ３，３１２ ３，８３３ ３，４３４ ３，６７３ 　　４，４４６

　月平均 ３８６ ２８０ ２７６ ３１９ ２８６ ３０６ 　　　　３７１
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Ⅴ-４ 在留資格「特定技能」における産業分野への縫製業の

追加について
出入国在留管理庁

経済産業省製造産業局

【提案・要望の内容】

出入国管理法による在留資格「特定技能」においては、介護や農業、外食業な

ど１４業種での就業が認められている。一方、対象外とされている縫製業は、生

産性向上などに取り組んでいるものの、深刻な人手不足にあることから、「特定

技能」における外国人材の受入分野に縫製業を追加すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、県内の９割以上を占め、地域の経済・雇用を支える中小企業

・小規模事業者の振興を図るため、「中小企業振興条例」等の関連施策に

より、縫製業を含む県内中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化や、競

争力強化等を支援しています。

（２） 当県の縫製業は、製造業における事業所の割合では１４.７％と２番目

に高く、就業者についても製造業の全就業者のうち９.６％を占める地域

の重要な産業です。

各事業者においては、労働生産性の向上に日々努めているところですが、

労働集約型産業の縫製業では、人材確保はますます厳しさを増しています。

当県において、製造業に従事する外国人労働者のうち５１.８％を縫製

業が占めており、外国人労働者は当県の縫製業を支える大きな労働力とな

っています。

（３） 現行制度上、技能実習制度に加え「特定技能」も対象とされている介護

や農業分野は、合わせて最長１０年間在留可能となる一方で、縫製業は技

能実習制度のみ受入対象職種とされている関係上、在留期間は最長でも５

年となっています。

縫製業においても一定の技術を身に付けた外国人労働者の在留期間の延

長は貴重な戦力となることから、「特定技能」における特定産業分野に縫

製業の追加が必要です。
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【参考資料】

１ 技能実習と特定技能の制度比較

在留資格 技能実習 特定技能

外国人の技能実習の適正な実施 出入国管理及び難民管理法

関係法令 及び技能実習生の保護に関する法

律／出入国管理及び難民認定法

技能実習１号：１年以内 通算５年

在留期間 技能実習２号：２年以内

技能実習３号：２年以内

（合計で最長５年）

２ 特定技能に指定されている特定産業分野

〇特定技能１号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する

外国人向けの在留資格

※特定産業分野（１４分野）

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建

設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

〇特定技能２号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

※特定産業分野（２分野）

建設、造船・舶用工業

３ 秋田県の製造業における事業所数及び従業者数

主な産業分類 令和２年

事業所数 割合 従業者数 割合

製造業 計 1,648 100.0% 61,753 100.0%

うち食料品製造業 302 18.3% 7,957 12.9%

うち繊維工業 243 14.7% 5,947 9.6%

うち電子部品・デバイス・電子回路製造業 94 5.7% 12,739 20.6%

（出典：経済産業省「2020年工業統計調査（確報）」より）

４ 産業別・外国人雇用事業所及び外国人労働者数（秋田労働局） 令和３年10月末現在

外国人雇用 割合 外国人労働 割合

主な産業分類 事業所数 者数（人）

製造業 計 190 100.0% 968 100.0%

うち食料品製造業 20 10.5% 140 14.5%

うち繊維工業 95 50.0% 501 51.8%

うち電気機械器具製造業 9 4.7% 41 4.2%

（担当課室名 産業労働部地域産業振興課）
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Ⅵ　攻めの農林水産業の振興
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Ⅵ-１ 農業の競争力強化に向けた取組の着実な推進について

財務省大臣官房、主計局

農林水産省大臣官房、農産局、

畜産局、農村振興局、林野庁

【提案・要望の内容】

（１） 農業政策については、食料の安定供給はもとより、農業・農村の持つ多

面的機能が将来にわたって適切に維持・発揮されるよう、国際通商等の影

響を十分に踏まえながら、国内農業の競争力強化に向けた施策を拡充する

など、機動的に対応すること。

（２） 「農業農村整備事業」に加え、「産地生産基盤パワーアップ事業」や

「強い農業づくり総合支援交付金」、「畜産クラスター事業」など、農業

の持続的発展に向けた予算を十分かつ継続的に確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 新たな「食料・農業・農村基本計画」のもと、食料の安定供給や農業の

持続的な発展に向けた施策を円滑に推進するため、必要な予算を十分かつ

安定的に確保することが必要です。

また、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定、ＲＣＥＰの発効を

踏まえ、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」と「農業生産基盤強化プログ

ラム」に基づく対策を着実に実行するとともに、牛肉のセーフガード発動

基準数量については、米国を含めＴＰＰ協定の総枠内で設定することが必

要です。

（２） 当県では、農業の成長産業化を一層加速するため、地域農業の拠点とな

る園芸・畜産の大規模生産団地を全県域に各５０か所以上整備するなど、

農畜産物の出荷量拡大を図ってきた結果、令和２年には、米以外の農業産

出額が過去２０年で最高となるなど、着実に成果が現れてきています。

（３） こうした大規模生産団地の整備には、「農業農村整備事業」のほか、

「産地生産基盤パワーアップ事業」や「強い農業づくり総合支援交付金」、

増頭奨励金を含む「畜産クラスター事業」等を活用し、地域の実情に応じ

た支援を行うことが不可欠であることから、予算を安定的に確保する必要

があります。
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【参考資料】

１ 産地生産基盤パワーアップ事業等の実績と計画
（単位：百万円）

予算時期等 地 区 名 等 事業費 補助金

令和３年度実績 大館市田代地区、藤里町矢坂上野地区、大仙市 2,548 1,158

（ R2補正 ） 内小友地区、秋田市金足地区、横手市など

計12地区

令和４年度計画 能代市比八田・外荒巻地区、八峰町峰浜地区、 1,281 591

（ R3補正 ） 由利本荘市大内地区など 計９地区

令和５年度計画 大館市、北秋田市、能代市など 2,363 1,074

（R6以降含む） 計19地区

２ 畜産クラスター事業の実績と計画
（単位：百万円）

予算時期等 地 区 名 事業費 補助金

令和３年度実績 北秋田市鷹巣地区、秋田市河辺地区 計２地区 3,579 1,622

（ R2補正 ）

令和４年度計画 北秋田市鷹巣地区 １地区 4,782 2,170

（ R3補正 ）

令和５年度計画 鹿角市八幡平地区、大仙市協和地区、大仙市中 5,870 2,268

（R6以降含む） 仙地区など 計６地区

〔主要園芸作物の産出額の推移と目標額〕 〔畜産産出額の推移と目標額〕

（担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課、園芸振興課、畜産振興課）
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Ⅵ-２ 需要に応じた米生産を推進する環境整備について（拡

充）

農林水産省農産局

【提案・要望の内容】

（１） 「水田活用の直接支払交付金」の見直しに当たっては、農業経営や産地

の維持、ほ場整備の推進など、地域農業に与える影響を調査し、現場が混

乱しないよう慎重に対応すること。

（２） また、食料安全保障や中山間地域の農地保全の観点から、水田機能を維

持したほ場や、５年を超えて輪作するほ場も交付対象とするとともに、田

畑輪換による生産性の低下や耕作放棄地の増加を招かないよう、別途の対

策を講じるなど、十分に配慮すること。

（３） 豊作や予期しない需要の減少が、米価に長期的な影響を与えないよう、

市場隔離効果を発揮させる恒常的な需給調整システムを構築するとともに、

主食用米の需要減少に歯止めをかけるため、消費喚起に向けた対策の充実

・強化を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県においては、見直しによって、そばや大豆など「経営が成り立たな

くなる品目」や、野菜や花きなど「ブロックローテーションになじまない

品目」が多くあり、その影響は大きいものと捉えています。

また、ほ場整備における換地や営農構想に支障を来すほか、大豆等から

米（主食用米・飼料用米）の作付に戻るおそれがあります。

（２） 特に、中山間地域を中心に栽培されているそばについては、交付金に支

えられて営農しており、排水対策の関係からブロックローテーションにな

じまず、耕作放棄地の増加が懸念されます。

また、えだまめやねぎは、比較的連作が可能となっており、排水対策を

講じてほ場を固定している場所が多く、田畑輪換で排水性が悪くなれば、

生産性の低下を招く可能性があります。

（３） 品目によっては、田畑輪換に長期スパンで取り組む必要があるほか、畑
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地化した上で輪作した方が、生産性が上がる場合もあります。

例：ねぎ（５年）→水稲（２年）→大豆（２年）→ねぎ（５年）

（４） 畑地化した場合、「経営が成り立たなくなる品目」があるため、食料安

全保障や農地保全の観点から、米や大豆、ソバ、園芸作物を組み合わせた

複合経営など、生産性の高い農業をしっかりと支える新たな支援制度が必

要です。

（５） 米価の大幅な下落は、農地の受け手となっている大規模経営体への影響

が大きいことから、豊作であっても需給を安定させる調整システムの構築

が求められているほか、需要の減少に歯止めをかけるよう、消費拡大に向

けた更なる取組が必要です。

【参考資料】

１ 「水田活用の直接支払交付金」の交付状況

２ 大豆・そば・主食用米の収支試算（10ａ当たり）

３ 令和２年度「水田活用の直接支払交付金」対象品目の作付面積

（担当課室名 農林水産部水田総合利用課）

単位：円

大 豆 そ ば 主食用米

25,270 3,556 93,425

52,182 25,186 74,766

▲ 26,912 ▲ 21,630 18,659

48,000 33,000        －

21,088 11,370 18,659 ⑤ 所 得 ③＋④

 ① 収 入 ※品代金

 ② 生産費

 ③ 収 支 ①－② 

 ④ 政策支援

単位：億円

交付金額 うち 大豆 うち そば
Ｈ２７ 145 38 7
Ｈ２８ 150 40 7
Ｈ２９ 135 41 7
Ｈ３０ 119 40 8
Ｒ元 114 40 8
Ｒ２ 112 41 8

単位：ha

合計
非主食
用米

大豆 そば
園芸品目

※野菜・花
き・果樹

その他

面 積 27,723 11,208 7,826 2,927 2,944 2,818

割 合 － 40% 28% 11% 11% 10%
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Ⅵ-３ 農業農村整備事業の予算確保について

農林水産省大臣官房、農村振興局

【提案・要望の内容】

農業農村整備事業は、高収益作物への転換や担い手への農地集積、スマート農

業の導入に必要不可欠であり、農業農村の安全・安心を確保する上でも極めて重

要な施策であることから、今後とも必要な予算を安定的に確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、米依存から脱却し効率的で収益性の高い生産構造への転換を

図るため、園芸メガ団地の整備をはじめとする各種施策を強力に推進した

結果、令和２年の農業産出額において、米以外の産出額が過去２０年で最

高となるなど、着実に成果が現れてきています。

（２） 収益性の高い生産構造への転換やスマート農業の普及拡大には、ほ場整

備が不可欠であることから、引き続き、農地中間管理事業、園芸振興施策

と三位一体で進める「あきた型ほ場整備」を重点的に実施することにして

います。

（３） 当県の基幹的な農業水利施設の４割以上が標準耐用年数を超過しており、

施設の長寿命化や防災・減災のための適切な補修・更新等が必要となって

います。特に、防災重点農業用ため池については、ため池工事特措法等に

基づき、計画的に防災工事等を進めていくことにしています。

（４） 農業・農村の持続的な発展に向け、こうした取組を集中的かつ計画的に

実施していくためには、必要な予算を安定的に確保することが必要です。

（５） また、県内５地区で実施している国営かんがい排水事業について、農業

用水の安定供給や維持管理の軽減等を図り、地域農業の経営安定化につな

げるためには、事業の計画的な推進が必要です。
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【参考資料】

〔当県の農業産出額の推移〕

〔県内の基幹的農業水利施設の現状〕 〔防災重点農業用ため池の改修〕

沢口地区（大館市）

（担当課室名 農林水産部農地整備課)

785
1,062

1,204
1,012

773 854 944 1,007 1,036 1,126 1,078

709

670
673

704

700
758

801 785 807
805 820

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２

農
業
産
出
額
（
億
円
）

米 米以外

1,494

1,732

1,877

1,716

1,473
1,612

1,745 1,792 1,843
1,931

1,898

米以外
米

655 

453 

401 

県営造成施設

1,509か所

10年後（令和13年）

標準耐用年数超過割合

約７割

令和３年時点

標準耐用年数超過割合

約４割
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Ⅵ-４ 農地中間管理事業の着実な推進について（拡充）

農林水産省経営局

【提案・要望の内容】

（１） 農地バンクが公的機関として農地を長期間にわたって安定的に管理して

いくために、財政的な裏付けが不安定な中では、農地バンクの業務にも支

障が生じかねないことから、長期安定的な農地中間管理機構事業の予算を

確保するとともに、地方に新たな負担が生じないようにすること。

（２） また、人口減少や高齢化の進行に伴い、将来的に農業上の利用を行うと

された地域であっても、農地の受け手が確保できない事例が出てきている

ことから、今後、農業協同組合が地域農業の担い手として活動する際の農

業機械・施設整備の支援を拡充するとともに、先進的なモデルを示すこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、令和５年度までに担い手への農地集積率を９０％に引き上げ

ることを目標に、事業推進に向けた関係機関との連携協定を締結し、推進

チームの設置や、農地バンクの現地相談員の配置など、現場段階における

推進体制を強化してきたほか、ほ場整備や園芸メガ団地整備との一体的な

取組により、農地の集積・集約化を積極的に推進しています。

平成２６年度から令和２年度までの７年間の貸付面積は約１８,０００

ｈａと全国トップクラスの実績となっていますが、契約期間満了案件の更

新や基盤整備事業の換地処分に伴う地番等の変更、中間保有地の管理業務

など、農地バンクの事務量は増加傾向にあるため、農地バンクの安定的な

運営に十分な予算を確保する必要があります。

（２） 近年、農地バンクの転貸面積の拡大に伴い、農地バンクから転貸後に、

受け手の病気などを理由として、出し手に農地が返還される事例が発生し、
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今後も増加することが予想されます。

地域計画において、地域の話し合いの結果、将来的に農業上の利用を行

うとされた地域では、受け手がいない農地をＪＡに作業委託し、新たな受

け手が見つかるまで、農地を維持していくことが求められます。こうした

取組が現場段階で広がっていくためには、支援を充実するとともに、先進

的なモデルを示すことが必要です。

【参考資料】

■当県における農地集積の推移

（担当課室名 農林水産部農林政策課）

＜全国順位＞

単年度貸付
面積

7 5 3 3 2 4 2

うち新規      　　
集積面積

3 2 1 2 3 3 2

722 2,760
4,584 5,759 7,007 7,926 9,312

69.8%

71.5%

73.2%
74.1%

75.0% 75.4%
76.2%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

65%

70%

75% 機構貸付累

計面積

うち新規集

積累計面積

農地集積率

（秋田県）
1,049

7,848

4,728

10,016

17,782

13,035

(ha)

14,962

機構貸付累

計面積

農地集積率

（秋田県）

うち新規集

積累計面積
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Ⅵ-５ 「日本型直接支払制度」の着実な推進について

農林水産省農産局、農村振興局

【提案・要望の内容】

日本型直接支払制度は、農業の有する多面的機能の維持・発揮や中山間地域等

における農業生産活動等の継続、集落機能の維持を図る上で極めて重要な施策で

あり、都市住民を含む国民に多くの恵沢をもたらすことから、必要な予算を安定

的に確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、「日本型直接支払制度」の各交付金を活用し、県内農地の７

割に当たる約１０８,０００ｈａで、地域住民と一体となった保全活動等

に取り組んでおり、農地の有効利用や良好な環境の維持が図られています。

（２） しかしながら、急速に進行する人口減少や高齢化により、中山間地域を

中心に活動を担う人材不足が深刻化しており、活動組織や集落協定の広域

化のほか、土地改良区等への事務委託や民間企業への作業委託など外部人

材の活用を積極的に推進しています。

（３） 条件不利な中山間地域等において、集落機能を維持し、農業生産活動を

継続するためには、将来ビジョンや体制づくりが不可欠であり、集落戦略

の策定や体制整備に係る推進費の確保が必要です。

（４） また、多面的機能支払交付金制度における保全活動区域外で、農地の荒

廃化が進んでいる地域において、再生困難となる前の初期の段階で農地に

再生し、組織で保全管理していく活動に対する加算措置が必要です。

（５） さらに、有機農業や化学肥料・農薬を低減する環境保全型農業について

は、みどりの食料システム戦略が掲げる目標やＳＤＧｓの達成に資する取

組であり、農業現場での面積拡大に向けて継続的な支援が必要です。
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【参考資料】

１ 取組状況

【多面的機能支払交付金】 【中山間地域等直接支払交付金】

２ 令和４年度実施計画について

多面的機能 中山間地域等 計 環境保全型農業

支払交付金 直接支払交付金 直接支払交付金

実施市町村数 25 22 25 (全市町村) 11

（組織数） (1,001) (487) (1,488) (21)

実施計画面積

(ha) 97,968 9,947 107,915 5,057

交付額 （上段：事業費） 4,677 1,060 5,737 157

（百万円） （下段：国 費） 2,369 530 2,899 78

県全体の耕地面積に対するカバー率は70％（重複面積を除く）

（担当課室名 農林水産部農山村振興課、水田総合利用課）

ドローンによる防除作業の省力化農業用水路の泥上げによる営農環境の改善

10,337 10,350 10,429 10,419
9,808 9,844 9,947

551 547 547 547
483 484 487
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協定面積(ha) 協定数単位：ha 協定数

協定面積及び協定数

５期４期

95,663 97,059 97,510 96,589 97,011 97,867 97,968

1,086 1,102 1,060 987 985 1,001 1,001
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Ⅵ-６ コメのカドミウム対策の充実について

総務省自治財政局

農林水産省消費・安全局、

農産局、農林水産技術会議

【提案・要望の内容】

（１） 国のカドミウム含有米買上事業の終了を受け、当県では、独自に汚染米

の買入・処理を行っていることから、地方財政措置を継続すること。

（２） カドミウム低吸収品種の導入に当たっては、風評被害につながらないよ

う、国の主導の下、消費者や流通業者等の理解の醸成を図ること。

（３） カドミウム低吸収品種の生産現場での普及拡大を図るため、必要な施設

等の導入や技術指導など、総合的な支援策を講じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、客土や湛水管理による生産段階での発生防止対策や、出荷団

体によるロット調査等の流通防止対策を講じるとともに、汚染米について

は、平成２３年度以降、国に代わって県が毎年、買入・処理を行っていま

す。

（２） こうした中、カドミウム低吸収コシヒカリが開発され、抜本的な解決が

期待されることから、当県においても、国の指針に基づき、「あきたこま

ち」など県オリジナル品種について、低吸収品種の開発を進めています。

（３） 今後、開発した低吸収品種の導入に向け、種苗登録や産地品種銘柄の設

定、生産地での現地試験などを行いますが、こうした取組が風評被害につ

ながらないよう、国の主導の下、各都道府県と連携し消費者や卸・流通業

者等の理解の醸成を図っていく必要があります。

（４） また、県全域への導入に際しては、種子生産ラインの新設が必要となる

ほか、栽培マニュアルの作成、品種切替のための技術指導など、段階に応

じた支援をしていく必要があります。
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【参考資料】

（担当課室名 農林水産部水田総合利用課）

秋田県における農用地土壌汚染対策の概要

　◆生産防止対策

　　・湛水管理　13市町　約17,900ha

　　・生産防止計画策定､対策実施

　　　  湛水管理巡視員設置、状況確認

　　・有害物質吸収抑制対策事業

　　　  カドミウム吸収抑制資材の散布等

　◆流通防止対策

　　・出荷団体によるロット調査　約40,000点

　　・クロスチェックの実施

　　・カドミウム汚染米の買入・処理

　 　   基準値を超えた汚染米の買入・処理

応急対策

　◆細密調査

　　・新基準（0.4ppm）に対応した汚染地域の

　　　特定・指定

　　　　Ｈ22～28年度　基準改正に伴う調査

　　　　Ｈ29～　　　　常時監視

　　　　※要望に応じて地域指定　

　◆恒久対策

　　　汚染地域指定面積　　　　　 　1,822ha
　　　　恒久対策実施済　　　　　 　1,793ha

　　　　未実施区域（農振地域以外等）  29ha
　

農用地土壌汚染防止法に基づく対策
（恒久対策）

カドミウム低吸収品種の導入による
生産防止対策

農用地土壌汚染防止法に基づく対策
（恒久対策）

継続移行

1,128 374 377 471 407 423 282 267 646 520 570 
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Ⅵ-７ 環境にやさしい農業の推進について（拡充）

農林水産省大臣官房、農産局、農林水産技術会議

【提案・要望の内容】

（１） 「みどりの食料システム戦略」における有機農業等の目標を実現するた

め、国はもとより地方の試験研究機関や民間企業とも連携し、農家が一般

的に使える雑草・病害虫防除の技術や、農業資材・機械などの開発を行う

とともに、必要な予算を十分に確保すること。

（２） 有機農業等に取り組む担い手の確保・育成を図るため、若手農業者等の

ネットワークづくりや技術習得、機械導入支援など、意欲的な担い手のサ

ポート体制の構築に向けた支援メニューの充実に努めること。

（３） 緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出対策として、民間企

業と連携し、生分解性素材等を使用した汚染リスクの低い被覆肥料など、

代替製品の早期開発を進めること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 農業者の減少と高齢化が進む中、有機農業等の面的な広がりと団地化を

図るためには、スタンダードで省力・効果的な技術のほか、新たな農薬や

肥料、機械等の開発が不可欠です。

また、経営面においては、十分に収益を確保できる仕組みが必要であり、

「みどりの食料システム戦略」に掲げる高い目標の達成には、国主導で、

有機農産物等を適切に評価するマーケットを拡大していくなど、社会全

体で有機農産物に対する理解を進める必要があります。

（２） 若い担い手の中には、有機農業を志す者がいる一方、近隣に相談できる

先輩農業者や同年代の仲間、技術支援を受けられる指導者が不足している

ため、定着に至らない事例が見られます。

今後、有機農業の担い手の確保・育成を図るためには、生産者同士のネ

ットワークづくり、指導者の育成や派遣システムの構築、機械導入等に対

する支援が重要です。
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（３） また、近年、緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出が問題

となってきていますが、現行の対策として行われている浅水代かきや、

無落水田植えなどは、ほ場の均平作業に技術を要する上、コストが掛か

り増しするなどの課題があることから、生産現場だけで解決することは

困難であり、代替製品の早期開発が急務です。

【参考資料】

１ 秋田県有機農業推進計画の目標値

目 標 現状 目標
単位 （H30年度） (R７年度)

１ 有機ＪＡＳ認証ほ場面積 ha 477 500

２ 耕地面積のうち有機ＪＡＳほ場面積の割合 ％ 0.32 0.34

３ 有機ＪＡＳ認証農業者数 戸 88 92

４ 有機ＪＡＳ認証＋特別栽培農産物(無農薬・無化学肥料)認証面積 ha 557 585

資料：秋田県有機農業推進計画より抜粋

２ 環境保全型農業直接支払交付金の取組状況

第１期対策 第２期対策

H29 H30 R元 R２ R３

取組市町村 16 16 15 13 11

交付金 (百万円) 105 101 97 134 133

交付面積 (ha) 1,611 1,525 1,519 4,204 4,475

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 490 544 493 454 370

有機農業 603 500 459 452 440

堆肥の施用 292 254 255 255 245

長期中干し 2,497 2,783

地域特認 225 227 312 547 637

（担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課）
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Ⅵ-８ 燃油や飼料等の高騰対策と肥料の安定供給について

（新規）

農林水産省農産局、畜産局

【提案・要望の内容】

（１） 国際情勢が激動化する中、農業資材や飼料、燃油を国内に安定供給がで

きるよう対策を講じるとともに、一般に農産物価格は市場で決まり、コス

ト上昇分を価格転嫁できないことから、肥料についても、燃油高騰対策と

同様の支援を行うこと。

（２） 施設園芸セーフティネット構築事業については、燃油使用量の削減目標

等の要件を緩和するとともに、対象品目にきのこ類を追加するなど、農家

が使いやすい制度にすること。

（３） 配合飼料価格が高値で推移していることから、価格安定制度の財源をし

っかり確保するとともに、価格が高止まりした場合でも発動されるように

制度を見直すほか、農家の資金繰りについても対策を講じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） ウクライナ情勢や原油価格高騰の影響により、農業資材等の価格上昇や

調達難などが懸念されており、今後の供給について、農業者の不安が広が

っています。

（２） 肥料の価格高騰は、平成２０～２１年に匹敵しつつあり、この状況が長

期化すると、担い手の経営に与える影響が大きいことから、資材の安定供

給や掛かり増し経費の補填など、有効な対策を講じる必要があります。

（３） 積雪寒冷地である当県の園芸施設においては、既に二重被覆等の対策が

講じられており、施設園芸セーフティネット構築事業の要件である燃油使

用量１５％削減（２回目以降３０％削減）は難しい状況となっています。

また、生しいたけは、京浜市場への出荷量が全国１位になるなど、大き

く生産を伸ばし、当県の周年農業の中心品目となっていますが、今般の燃

油高騰は生産農家の経営を大きく圧迫しています。
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（４） 配合飼料価格安定制度は、過去１年の平均価格が基準となるため、価格

が高止まりした場合補填がなくなることから、高騰前の価格を基準とする

とともに、農家負担を軽減するため、資金繰りに対する支援が必要です。

※平成１９～２２年度：家畜飼料特別支援資金（資金の使途：飼料費）

【参考資料】

○県内の灯油小売価格の推移

○配合飼料工場渡価格の推移（資料：(公社)配合飼料供給安定機構「飼料月報」）

R3年12月

80,329円/kg

（20.1％増）

↑

R2年12月

66,858円/kg

○酪農経営に占める各経費の割合（資料：県農林水産部「作物別技術・経営指標(2020年版)」）

（担当課室名 農林水産部水田総合利用課、園芸振興課、畜産振興課）

飼料費
59.0%減価償却費

14.2%

流通経費
12.3%

その他経費
14.6%

1,200 

1,500 

1,800 

2,100 
（円／18㍑）

令和３年度

令和２年度

    9月                   10月                11月                12月                  1月                   2月                  3月
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Ⅵ-９ 雪害からの復旧・復興に対する支援について

財務省大臣官房、主計局

農林水産省大臣官房、農産局、経営局

【提案・要望の内容】

（１） 令和２年度の豪雪による果樹被害からの計画的な復旧が図られるよう、

果樹経営支援対策事業による改植等の支援への十分な予算を確保するとと

もに、産地の実情に即した柔軟な運用に努めること。

（２） 雪害を契機に、生産性の高い樹園地への転換を図るため、省力樹形や省

力効果の高い農業機械等の導入への支援措置を一定期間手厚く講じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では果樹産地の復旧に向け、国の果樹経営支援対策事業や県独自の

事業により、令和５年度までの３年間で計画的に樹園地の補植や改植を進

めており、その円滑な実施には、国事業の自然災害対応分の計画申請を災

害年の翌年限りではなくその先複数年も認めるなど、現場の実情に即した

改善が必要です。

（２） また、将来にわたり担い手が果樹産地で効率的な生産を実現できるよう、

省力樹形の導入を推進していくことにしていますが、国事業による支援は

事業費の２分の１相当の定額助成であり、被災によりダメージを受けた生

産者には残額の自己負担が難しいことから、自然災害時の特例として支援

単価の増額が必要です。

（３） さらに、雪害による営農断念や廃園の増加に伴い、地域の防除を担う共

同防除組織等の負担が増大していることから、国の交付金事業において、

廃園も含めた産地の防除体制を強化する組織に対し、高性能防除機械の導

入を優先採択するなどの特例的な支援措置が必要です。
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【参考資料】

１ 令和２年度豪雪による本県の果樹被害状況

２ 令和２年度豪雪からの復旧状況と今後の計画

３ 本県の共同防除組織の現状（令和２年度）

・組織数：90組織（うち、りんご対象87組織）

・防除面積：612ha（うち、りんご477ha）

・共同防除カバー率：31％（うち、りんご36％）

４ 廃園の増加（左：りんご園、右：ぶどう園）

（担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課、園芸振興課）

樹 種 栽培面積 被害面積 被害面積率
(ha） (ha) (%) 樹 体 施 設

(百万円) (百万円)
りんご 1,280 679 53 2,548 －
ぶどう 181 81 45 396 244
その他 982 108 11 493 236
合 計 2,443 868 36 3,437 481

被害金額

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
復旧面積(ha) 66 167 200

復旧率(%)※ 27 67 80
※県の被害調査により、改植を要すると判断された面積(250ha)に対する割合
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Ⅵ-10 豚熱のまん延防止対策の徹底について

農林水産省消費・安全局

【提案・要望の内容】

（１） 円滑な豚熱ワクチン接種を実施するため、知事が認定した獣医師が実施

したワクチン接種により死亡し、又は障害を受けた豚についても、家畜伝

染病予防法第５８条の手当金の交付対象とすること。

（２） 野生イノシシの豚熱感染拡大を防ぐ経口ワクチンの散布に当たっては、

引き続き十分な予算を確保するとともに、国主導により関係省庁等と連携

して実施すること。

（３） 豚熱ウイルスの侵入を防止するため、ワクチン接種経費への特別交付税

措置のほか、地方空港における探知犬の配備や靴底消毒への支援、養豚場

等における消毒薬散布機や防鳥ネット等の購入支援を継続すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 全国的な感染拡大に伴い、飼養衛生管理基準遵守の徹底指導、ワクチン

接種、野生イノシシ検査など、家畜防疫員の業務量が増加しており、万一、

重大な動物感染症が発生した場合、防疫措置に支障を来すことが懸念され

ます。

（２） 今後、知事が認定した獣医師を確実に確保する観点から、ワクチン接種

による事故等が発生した場合でも、当該獣医師個人の賠償が生じない制度

が必要です。

（３） 経口ワクチンの散布は、まん延防止の観点から、国が主導的に実施する

必要があり、散布のための予算の確保に加え、環境省や猟友会などの関係

機関・団体と連携して取り組む必要があります。

（４） ワクチン接種の開始に伴い、ワクチンや抗体検査試薬の購入費など、都

道府県の負担が増加することから、特別交付税措置の継続が必要です。

（５） 旅行者の持ち込みや郵便物による肉製品の国内流入が後を絶たず、依然

として我が国への豚熱ウイルス等の侵入リスクが高いため、引き続き、地

方空港への検疫探知犬の配備、養豚場等での消毒、野生鳥獣の侵入防止等

の徹底が必要です。
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【参考資料】

１ 当県における養豚業の状況

〔畜種別農業産出額の割合〕 〔大規模化が進展（繁殖雌豚飼養規模別頭数）〕

２ 大規模養豚団地

〔小坂町：ポークランドグループ〕 〔ワクチン接種〕

３ 県内空港における靴底消毒マットの設置

〔秋田空港〕 〔大館能代空港〕

（担当課室名 農林水産部畜産振興課）

養豚
 53%
 (192億円)

令和２年
畜産産出額

365億円

肉用牛16%
    (58億円)

乳用牛  8%
   (29億円)

養鶏  22%
   (80億円)

その他2%
   (6億円)

200頭以上 32戸 228千頭
83%

令和２年度
飼養戸数

70戸
飼養頭数
278千頭

200頭未満
 38戸 50千頭

17%
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Ⅵ-11 水産基盤整備事業の予算確保について（拡充）

水産庁

【提案・要望の内容】

（１） 漁港・漁場等の生産基盤を計画的に整備する「水産基盤整備事業」は、

水産資源の維持・増大や漁業者の所得向上を図る上で極めて重要な施策で

あることから、必要な予算を安定的に確保すること。

（２） 地形的要因により養殖が困難な海域において、漁港を活用した養殖生産

拠点の整備を積極的に支援すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、水産物の生産・流通の拠点となる漁港を災害に強い漁港とす

るため、漁港施設の地震・津波対策等を推進しているほか、老朽化した漁

港施設の長寿命化対策を計画的に実施しています。

（２） ハタハタの産卵場や保育場となる藻場の造成、メバル類の増殖やサワラ

等の蝟集効果を狙った魚礁の設置等を行い、資源の維持・増大と生産量の

向上を図っているほか、海底耕うんによる底質改善を進めています。

（３） 当県では、これまで地形的要因から大規模な養殖は行われていませんが、

海洋環境や天候の変動に左右されない安定した収入源として、養殖業に意

欲を示す漁業者が増加しており、県北部の八峰町岩館地区では、若手漁業

者グループが漁港内でサーモン養殖試験を実施しているところです。

（４） 同地区では、実績あるサーモン養殖業者の誘致も進められ、大規模な養

殖事業の展開が期待されており、静穏域を拡大するため、既存の防波堤の

延伸等について令和４年度に県単独で調査を実施し、令和５年度の国補助

事業の採択を目指しています。

（５） 水産業の持続的発展のためには、海域の生産力の強化や水産物供給機能

の安定が不可欠であり、計画的な漁場や漁港の整備が必要です。
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【参考資料】

１ 水産基盤整備事業の整備計画

２ 岩館漁港養殖生産拠点について

○概 要 岩館漁港分港内の静穏域を活用した養殖業の展開

・防波堤を約200ｍ延伸し、より広い静穏域を創出

・サーモン、ナマコ、イワガキ等の養殖を展開

○施設整備 水産生産基盤整備事業を活用予定

・事 業 費 概算40～50億円

・事業期間 令和５年度から10年間を想定

・事業主体 県

○関係機関 八水株式会社（若手漁業者からなる法人）、秋田県漁業協同組合、

八峰町、町商工会ほか

写真：岩館漁港概観

（担当課室名 農林水産部水産漁港課）

（百万円）

事業名 区分 地区名 事業主体 実施年度 事業内容 R5要望

水産生産基盤整備事業 養殖拠点 岩館漁港 県 R5～R14 漁港施設整備 50

水産流通基盤整備事業 椿（船川港） 県 H29～R5 漁港施設整備 50

金浦 県 R2～R6 漁港施設の機能強化 140

北浦 県 R4～R8 漁港施設の機能強化 80

象潟 県 R4～R8 漁港施設の機能強化 80

秋田県 県 H22～R9 漁港施設の長寿命化 330

由利本荘市 由利本荘市 H24～R8 漁港施設の長寿命化 100

男鹿市 男鹿市 H27～R10 漁港施設の長寿命化 50

水産環境整備事業 魚礁・藻場 秋田県 県 R3～R12 漁場整備 200

漁村再生交付金（交付金） 海底耕うん 秋田県沖合 県 R3～R7 漁場整備 38

海岸保全施設整備事業（交付金） 高潮対策 椿、象潟、八森 県 H30～R7 海岸施設の機能強化 300

計 1,418

防災・減災
漁港施設機能強化事業

水産物供給基盤機能保全事業 長寿命化
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Ⅵ-12 林業公社の経営改善に向けた支援措置について

総務省自治財政局

林野庁

【提案・要望の内容】

（１） 秋田県林業公社の経営が日本政策金融公庫資金の利息負担により大きく

圧迫されていることから、任意繰上償還の受入れや低利資金への借換、利

子助成などの支援策を講じること。

（２） 県が行う林業公社への支援に対する地方財政措置の拡充を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の林業公社は、国の拡大造林政策による分収林特別措置法に基づく

森林整備の実施や、間伐を積極的に進めるなどの分収林地の適正管理の実

施を通じて、国土保全や水源かん養、地球温暖化の防止など、森林の有す

る公益的機能の発揮に大きく寄与しています。

しかし、森林整備等の財源を日本政策金融公庫からの借入金に大きく依

存してきた結果、未だ本格的な主伐期を迎えていない中で、多額な利息負

担が経営を圧迫しています。

（２） このため、林業公社では、契約者の理解を得ながら、分収割合の変更等

を進めてきており、当県でも、無利子長期貸付や職員派遣などの支援に努

めていますが、林業公社の自助努力や県による支援だけでは抜本的な改善

が困難な状況です。
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【参考資料】

１ 秋田県林業公社の概要

（１）契約面積等

契約面積 契約件数 契約者数

うちスギ人工林

27,868ha 23,591ha 1,907件 9,142人

（令和４年３月末現在）

（２）スギ人工林の齢級構成

（令和４年３月末現在）

２ 日本政策金融公庫借入金の償還状況

（単位：百万円）

償還済額 残 高
借入額

元 金 利 息 元 金 利息見込額

15,855 9,481 14,716 6,374 743

（令和４年３月末現在）

（担当課室名 農林水産部林業木材産業課）

20 274 
1,007 

3,146 

5,794 6,016 

4,460 

2,317 

474 
54 20 8 1 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

３齢級 ４齢級 ５齢級 ６齢級 ７齢級 ８齢級 ９齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級

スギ人工林23,591haの88％が10齢級以下

（標準伐期齢（50年生）以下 ）
長伐期化（80年伐期）

※ 齢級：林齢を５年単位で区分したもの

（単位：ha）
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Ⅵ-13 治山事業の推進について

林野庁

【提案・要望の内容】

（１） 荒廃した森林の復旧や山地災害の防止に必要な施設の計画的な整備、老

朽化が進んだ施設の補修等の推進、「防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策」に基づく治山対策の実施に必要な予算を十分に確保する

こと。

（２） 老人福祉施設や介護保険施設などの災害時要援護者関連施設が保全対象

となっている山地災害危険地区において、補助事業により対策が優先的に

実施できるよう事業の対象を拡充すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 近年、集中豪雨等により山地災害が多発する中、緊急性の高い箇所で災

害復旧事業を実施している一方、経常の治山事業により復旧を図る箇所は

累積しており、山地災害危険地区のうち、対策工事に着手した箇所は、い

まだ３割以下にとどまっています。

また、インフラ長寿命化計画に基づき、老朽化した治山ダムや機能が低

下した地すべり防止施設等の補修を早急に進める必要があります。

さらに、「５か年加速化対策」における全国の目標を達成するためには、

当県において５５か所での対策が必要です。

これらの取組を着実に実施するためには、補正予算等を含め、更なる予

算の拡充を図る必要があります。

（２） 緊急予防治山事業及び緊急機能強化・老朽化対策事業は、地形・地質に

よる山腹崩壊の危険度が高く、住家の戸数が多いなどの条件を満たした山

地災害危険地区が対象となっています。

しかしながら、当県においては、これらの条件を満たさない山地災害危

険地区に災害時要援護者関連施設が多く立地していることから、従来の交

付金事業ではなく、上記の補助事業により緊急的・重点的に対策が実施で

きるよう対象を拡充する必要があります。
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【参考資料】

１ 山地災害危険地区における工事着手数の推移

※総数は山地災害危険地区の再点検により、平成29年度に減となっている。

２ 荒廃した森林や老朽化施設の状況

３ 山際に立地する災害時要援護者関連施設の状況と補助対象概要

（担当課室名 農林水産部森林整備課）

危険度 山の傾斜の場合 8
a1 傾斜71%～（35.4°以上）
b1 傾斜51%～（27.0°以上）
c1 傾斜31%～（17.2°以上）

危険度 公共施設等の種類及び数量

a2
公用若しくは公共用施設（道路を除
く。）又は10戸以上の人家がある場合

b2 5戸以上10戸未満の人家がある場合
c2 5戸未満の人家又は道路がある場合

山地災害危険地区の保全対
象となっている災害時要援
護者関連施設数（秋田県）

地形・地質による危険度

保全対象の被災危険度

緊急予防治山事業、緊急機能強化・老朽化対策事業の補助対象

53

両方を満たすも
のが補助対象 補

助
対
象
外

山腹崩壊地

渓流荒廃地

治山ダム

状況写真

集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
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Ⅵ-14 森林病害虫等防除対策の拡充について

林野庁

【提案・要望の内容】

松くい虫被害及びナラ枯れ被害の拡大を防止するため、森林病害虫被害対策に

必要な予算を十分に確保するとともに、奥地老齢ナラ林の若返りを促進するため

の支援策を拡充すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、海岸等の保全マツ林を中心に、松くい虫被害木の伐倒駆除や

薬剤散布等による防除に取り組んでいますが、特に、沿岸部では依然とし

て高い水準での被害発生が続いていることから、今後も徹底した対策の継

続が必要です。

（２） ナラ枯れについては、森林病害虫等防除事業の活用による防除のほか、

森林整備事業に県単独事業を組み合わせ、奥地の老齢ナラ林の伐採、更新

を促進し、被害の拡大防止を図っていますが、依然として広い範囲で被害

が発生しているため、森林整備事業の更新伐が奥地でも容易となるよう、

集材距離区分の設定が必要です。

【参考資料】

１ 被害量の推移

ナラ枯れ被害量の推移（過去５年）

12,144

5,279
7,188

16,133
11,320

18
15

17 18 18

0
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0

10,000

20,000

H29 H30 R元 R2 R3

被害量(㎥) 被害発生市町村数

被害量（㎥） 市町村数

松くい虫被害の推移（過去５年）

10,753
9,208 8,650

7,165 7,812

12 13
15 16 17

0

10

20

0

10,000

20,000

H29 H30 R元 R2 R3

被害量(㎥) 被害発生市町村数

被害量（㎥） 市町村数
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２ 令和３年度森林病害虫被害状況

（１）松くい虫 （２）ナラ枯れ

３ 被害対策の状況

〔松くい虫薬剤散布（地上散布）〕 〔ナラ枯れ伐倒駆除〕

（担当課室名 農林水産部森林整備課）

凡　　　　　　　例

2,000ｍ３以上

1,000～2,000ｍ３未満

500～1,000ｍ３未満

100～500ｍ３未満

1～100ｍ３未満

なし

井川町

北秋田市
上小阿

仁村

大館市

鹿角市

小坂町
藤里町

三種町

能代市

八峰町

五城目町

仙北市

美郷町

秋田市

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

八郎潟町

横手市

羽後町

東成瀬村

湯沢市

にかほ市

大潟村

北秋田市

井川町

（新規）

北秋田市上小阿

仁村

大館市
鹿角市

小坂町
藤里町

三種町

能代市

八峰町

五城目町

仙北市

美郷町

秋田市

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

八郎潟町

横手市

羽後町

東成瀬村

湯沢市

にかほ市

大潟村

北秋田市

-83-



Ⅵ-15 「緑の人づくり」総合支援対策予算の確保について

林野庁

【提案・要望の内容】

森林・林業に関する高度な知識と技術を有する人材を確保・育成できるよう、

「緑の人づくり」総合支援対策のうち、特に、林業への就業を希望する若者が、

安心して研修に専念できる環境を整備するため、「緑の青年就業準備給付金事

業」の予算を十分に確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 全国屈指のスギ人工林資源を有する当県では、資源の循環利用を図りな

がら、林業・木材産業の成長産業化を進めるため、高い技術力を持つ人材

の確保・育成に力を入れてきた結果、４０歳未満の林業従事者が増加する

など、その成果が着実に現れてきています。

（２） 平成２７年度に開講した秋田林業大学校では、高性能林業機械の操作や

メンテナンス、労働安全衛生に関する実習など、現場技術の習得に力を入

れており、修了生は県内の林業事業体等に就業し、就業先から即戦力とし

て高い評価を得ています。

（３） 令和３年度からは、ＵＡＶ等を用いた効率的な施業プランの作成や、施

業現場でのデジタル技術を活用した実習をカリキュラムに取り入れるなど、

今後の林業を見据え、研修内容を充実させています。

（４） 全国的に林業大学校等が増加する中、今後も、林業への就業を希望する

若者が、質の高い研修を安心して受講できるよう、「緑の青年就業準備給

付金」の予算を十分に確保する必要があります。
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【参考資料】

１ 秋田県の年代別林業従事者数の推移

２ 緑の青年就業準備給付金実績 単位：千円

年 度 給付人数(人) 給付額 給付額/人(11か月)

R2 31 43,989 1,419

R3 34 45,322 1,333

45,408 1,419
R4要望 32

(23,920) ( ):一次内示額

３ 秋田林業大学校の研修状況

（担当課室名 農林水産部森林整備課）

機械操作実習

メンテナンス実習

伐採実習

ドローンによる森林調査実習
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Ⅶ　観光・交流の活性化と交通基盤の整備
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Ⅶ-１ 秋田新幹線新仙岩トンネル整備の促進について

総務省大臣官房、自治財政局
財務省大臣官房、主計局
国土交通省大臣官房、鉄道局

【提案・要望の内容】

東日本旅客鉄道株式会社が、秋田新幹線の高速化や防災対策の強化等を目的と
して計画している赤渕～田沢湖間の新仙岩トンネル整備事業の早期実現に向け、
幹線鉄道等活性化事業の適用や整備新幹線と同様の地方財政措置などによる積極
的な支援策を講じること。

また、秋田新幹線の安全性・安定性の向上は、災害に強い国土形成に資する事
業であることから、国が重点的に取り組んでいる国土強靱化の観点からも、支援
策の具体化を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 秋田新幹線は、当県と首都圏や仙台市、盛岡市等を結ぶ大動脈として、
産業・経済活動、国内外からの観光誘客、県民生活などを支える重要な交
通基盤であり、当県の発展に大きく寄与しています。

（２） また、東北新幹線との直通運転により首都圏との速達性が確保されてい
るほか、日本海側と太平洋側を直接結ぶ北東北唯一の幹線として災害時の
リダンダンシー機能を担う路線であり、秋田新幹線の安全で安定した運行
は、国が進める国土強靱化を実現する上でも欠かせないものです。

（３） しかしながら、秋田新幹線は、急峻な奥羽山脈を横断するため、豪雨や
豪雪、強風などの自然災害による輸送障害のリスクを抱え、安定運行や定
時性に度々支障を来していることから、東日本旅客鉄道株式会社では、秋
田新幹線の高速化や防災対策の強化等を図るため、赤渕～田沢湖間の新仙
岩トンネル整備事業を計画しており、現在、協力して事業化に向けた検討
を進めています。

（４） その第一歩として、令和３年７月には、当県と東日本旅客鉄道株式会社
との間で覚書を締結し、当事業の推進に向けて相互に連携しながら取り組
むことにしたほか、県議会の承認も得た上で１０月には協定書を締結し、
事業化に向けて必要な調査を協力して行うことにしており、今年度は地権
者の把握や立入りに向けた協議等を行う予定となっています。

（５） 令和元年度に当県において新仙岩トンネル整備に伴う経済波及効果等を
推計し、建設による経済波及効果として約１，１１３億円、供用開始後に
おける当県への入込客は年間約４万人増加し、約６億円の経済波及効果が
見込まれることに加え、遅延・運休による社会的損失の回避が期待される
との結果を得ています。

（６） 当県と岩手県の沿線自治体や経済団体等で構成する「秋田新幹線防災対
策トンネル整備促進期成同盟会」が要望活動を実施するなど、沿線地域に
おいても機運が高まっており、当事業の早期実現が切望されています。
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（担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-２ 奥羽・羽越両新幹線の整備促進について

財務省大臣官房、主計局

国土交通省大臣官房、鉄道局

【提案・要望の内容】

新幹線は高速交通ネットワークの基軸となるものであり、地方創生や国の活力

の向上、災害に強い多軸型の国土形成を進める上で欠かせないものであることか

ら、奥羽・羽越両新幹線について、早期に必要な調査を実施させ、整備計画の決

定を行い、整備の促進を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 新幹線の整備は、ビジネス・観光の交流を促進することで、地域の産業

や社会に対する大きな効果が期待されるなど、地方創生を実現していく上

でも、極めて重要な国家プロジェクトです。

（２） 昭和４７年に基本計画に位置づけられ、翌４８年に整備計画が決定され

た北海道新幹線ほか４路線は、北海道新幹線の新青森－新函館北斗間が平

成２８年３月に開業し、新函館北斗－札幌間が令和１２年度末の完成予定

であるなど、整備に一定の目途が立ってきています。

（３） 一方、奥羽・羽越両新幹線は、昭和４８年に決定された基本計画の段階

にとどまっていることから、整備計画の決定に必要な調査が早期に実施さ

れるなど、整備の促進が図られる必要があります。

（４） 令和３年６月に公表した沿線６県合同のプロジェクトチームの調査によ

れば、両新幹線の整備によって首都圏や沿線都市との所要時間の大幅な短

縮が見込まれ、投資効率性の評価指標となる費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、整

備手法の工夫などにより、両新幹線で整備の妥当性の基準となる１を上回

る事業となることが確認されました。

（５） また、リダンダンシー機能の確保など国土政策・国土強靱化の観点から

も重要性を有するとともに、新たな経済圏、交流圏の創出も期待されるな

ど、日本全体の活力向上と持続的な発展に寄与する事業であるとの結果が

出ています。

（６） 当県では、県、市町村、経済団体等からなる「秋田県奥羽・羽越新幹線

整備促進期成同盟会」を中心に、官民一体となって要望活動や啓発活動な

どを実施しており、早期整備が強く期待されています。
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（担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-３ 航空ネットワークの維持・拡充について

国土交通省大臣官房、航空局

【提案・要望の内容】

（１） 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した航空需要の回復に向け、

路線維持に必要な利用促進策や事業者の負担軽減策について、補助制度の

創設などの財政支援措置を講じること。

（２） 羽田発着枠政策コンテストによって配分された発着枠の使用期間を延長

すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県と三大都市圏等を結ぶ航空ネットワークは、県内産業や観光の振興

に加え、交流人口の拡大においても必要不可欠な社会基盤であり、当県の

活性化に大きく寄与しています。

（２） 地域と航空会社が連携した取組により、県内空港の利用者は増加を続け

ていたものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度の利

用者数は秋田空港では９年ぶり、大館能代空港では７年ぶりに前年度を下

回りました。

（３） さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大及び感染拡大防止のための移

動制限等により航空旅客は大きく減少し、令和２年４月以降全路線におい

て減便され、今後の見通しも不透明な状況の中、航空ネットワークを地元

の取組のみで維持していくことは非常に困難になってきています。

（４） また、大館能代空港が令和２年５月に羽田発着枠政策コンテストによっ

て追加配分を受けた発着枠は、令和５年夏ダイヤまで使用期間が延長され、

同年冬ダイヤ以降の取扱いは取組、成果等を検証の上検討されることとな

っているものの、コロナ禍により当発着枠を活用した安定運航は実現して

おらず、県民、地域が発着枠配分の効果をまったく実感できずにいます。
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【参考資料】

１ 秋田空港（国内定期便）

（１）運航状況（令和４年４月２０日時点）

本来のダイヤ：21往復42便/日

（東京羽田線18便、札幌千歳線8便、

大阪伊丹線12便、名古屋中部線4便)

４月の状況 ：16～21往復32～42便/日

（東京羽田線12～18便、札幌千歳線6～8便、

大阪伊丹線10～12便、名古屋中部線4便)

（２）利用状況（全路線合計）

２ 大館能代空港（国内定期便）

（１）運航状況（令和４年４月２０日時点）

本来のダイヤ：3往復6便/日（東京羽田線）

４月の状況 ：1～3往復2～6便/日（東京羽田線）

（２）利用状況（全路線合計）

（県担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-４ 県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進に
ついて
①高速道路ネットワークの早期完成

内閣官房
国土交通省大臣官房、道路局

【提案・要望の内容】

高速道路は、防災・減災、国土強靱化に資するとともに、産業集積の促進や物
流の効率化など、地域経済の活性化に大きく寄与することから、早期にネットワ
ークを完成させること。

（１） 日本海沿岸東北自動車道「遊佐象潟道路」、「二ツ井今泉道路」、「二ツ
井白神ＩＣ～(仮)小繋ＩＣ間」及び東北中央自動車道「横堀道路」、「真
室川雄勝道路」の整備を促進すること。
また、「二ツ井白神ＩＣ～(仮)小繋ＩＣ間」における「能代地区線形改

良」等の開通見通しを早期に公表すること。

（２） 日本海沿岸東北自動車道（現道活用区間）の一部を形成する「(仮)今泉
ＩＣ～蟹沢ＩＣ間」について、早急に整備方針を決定し、国が責任を持
って高速道路ネットワークとして整備すること。

（３） 県内高速道路における暫定２車線区間の４車線化を図ること。
特に、４車線化の優先整備区間である秋田自動車道「北上ＪＣＴ～大曲

ＩＣ間」について、「北上西ＩＣ～横手ＩＣ間」における事業中区間の整
備を促進するとともに、残る区間について早期に事業化すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 高速道路の開通により、周辺では企業誘致や観光誘客の拡大が図られ、
地域経済や産業振興の活性化を後押ししていることから、事業中区間の
早期開通が期待されます。

（２） 計画段階評価において、現道活用区間として位置付けられている「(仮)
今泉ＩＣ～蟹沢ＩＣ間」は、高速道路ネットワークとしての連続性や重
要物流道路の信頼性に課題があることから、本年１月に、国が有識者委
員会を設置し、整備のあり方について検討を進めています。

（３） 暫定２車線区間は、災害・工事等による長時間の全面通行止めや、低速
車両の混在による速度低下に加え、路肩排雪作業に伴う通行止めが発生
するなどの課題があります。
特に、秋田・岩手の県境部は、速度低下率が２５％以上と高くなってい

るほか、リダンダンシーの面でも課題を抱えています。
当県がＩＣ周辺地域への自動車関連産業などの誘致を進めている中にお

いて、企業側が求める「定時性・時間信頼性の確保｣のためにも、秋田自
動車道「北上ＪＣＴ～大曲ＩＣ間」における早期の４車線化が必要です。
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（担当課室名　建設部道路課）

小坂
JCT

大館北IC二ツ井
白神IC

遊佐鳥海IＣ

鶴岡
ＪＣＴ

供用済

整備中

象潟IC

秋田北IC

横手IC

秋田空港IC

二井田真中IC

雄勝こまちIC

秋
田
自
動
車
道

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

鷹巣IC

北上JCT

大曲IC

高速道路凡例 大館能代
空港IC

東
北
中
央
自
動
車
道

（仮）小砂川IC

重要港湾
秋田港

重要港湾
能代港

E7

E46

E7

E13

E4

新庄北IC

（仮）
小繋
IC

４車線化事業中区間

（仮）
今泉
IC

蟹沢
IC

Ｈ31.3.29

約7.7km

R2.3.31

約7.7km

R3.3.30

約19.5km

遊佐比子IＣ

 二ツ井今泉道路の
 整備促進

遊佐象潟道路の
 整備促進

　（仮）今泉ＩＣ～蟹沢ＩＣ間については、早急に整備  
  方針を決定し、国が責任を持って整備すること

東
北
自
動
車
道

JR奥羽本線

 横堀道路の整備促進

 真室川雄勝道路の整備促進

秋田自動車道
北上ＪＣＴ～大曲ＩＣ間

約７２kmの４車線化を要望

 二ツ井白神ＩＣ～（仮）小繋
 ＩＣ間の整備促進

拡張を続ける工業団地

自動車関連
企業が増加

自動車関連部品を
輸送

秋田自動車道

湯田IC
北上西IC

～高速道路開通によるストック効果～

１ 企業進出・設備投資を後押し
　・県北大館市内の工業団地は、開通を見据えた企業    
    進出により、　工場の新設・増設等の設備投資が増
    加するとともに、新規雇用も増加。

▲大館市の主な工場の新設・増設数
及び新規雇用者数の推移（累計値）

▲拡張を続ける大館工業団地、大館第二工業団地

２ 自動車関連企業の増加
　・県南地域では、高速道路を活かした輸送効率化に
    より、自動車関連企業の進出が増加。
　・企業が求める定時性を確保するため、事業中区間
    の早期整備と暫定２車線区間の４車線化が急務。

▲自動車関連工場の進出が進む横手第二工業団地▲秋田魁新報（R4.3.3）

▲横手市の工業団地における自動車関連工場数の推移

大館第二工業団地

二井田工業団地

済

済

工業団地拡張
面積：13.6ha

H30から順次分譲

大館工業団地

７８工場が新増設、７０３人の雇用創出

設備投資は、延べ６６５億円（H24～R2）

(H25.11)  大館北～
小坂間の開通

(H23.4)  大館
北～小坂間の
開通時期公表

(H25.6)  鷹巣～
二井田真中間の
開通時期公表

(H28.10)  鷹巣～
二井田真中間の開通

(H30.3)　大館能代空港～
鷹巣間の開通

トヨタ自動車
東日本

岩手工場

大衡工場

自動車関連企業の進出が増加

▲イリソ電子社HPより
（パワートレイン用コネクタ）

(R2.12)  蟹沢～大館
能代空港間の開通
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Ⅶ-４ 県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進に
ついて
②高速道路を補完する幹線道路網の整備

内閣官房
国土交通省大臣官房、道路局

【提案・要望の内容】

県全体の活力を維持し、各地域が自立していくためには、都市間や観光地間等
の時間距離を短縮し、地域間の交流を活発化する必要があることから、高速道路
を補完する幹線道路網を早期に整備すること。

（１） 新広域道路交通計画で位置付けた、広域道路ネットワークを形成する路
線の機能強化や整備実現に向けた支援を行うこと。

特に、高速道路を補完し地域間を連結する次の道路について、重点的に
整備を促進すること。

① 国道４６号「盛岡秋田道路（仙北市生保内～卒田間）」について、事業
化に向けた計画の策定を進めること。

② 国道１０５号「大覚野峠防災（直轄権限代行事業）」について、早期の
着工を図ること。

（２） 主要な幹線国道である次の路線の整備及び機能強化を図ること。
① 計画段階評価を行っている国道１３号「横手北道路」について、早期に

事業化すること。
② 令和４年度に新規事業化となった、国道７号「秋田南拡幅」について、

早期に着工すること。
また、国道１３号「河辺拡幅」等の整備を促進すること。

（３） 安全で円滑な交通を確保するため、当県が進めている国道１０５号「幸
屋渡工区」や国道１０７号「本荘道路」などの整備に必要な予算を確保し
支援すること。

特に、重要港湾「秋田港」と秋田自動車道「秋田北ＩＣ」を結ぶ「秋田
港アクセス道路」について、重点支援を行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 秋田市と盛岡市を最短で結び、県央部の「横軸」である国道４６号の
「生保内～卒田間」は、線形不良等により、物流を担う車両通行に支障を
来しているほか、死傷事故件数が多いなどの現道課題があるため、早期の
事業化が必要です。

また、国道１０５号は、内陸部の幹線道路として、県北部と南部を直結
する主要な物流・観光ルートであり、高速道路とのダブルネットワークの
構築に向けて、早期の整備が必要です。

（２） 国道７号及び１３号は、高速道路と相互補完の機能を有し、リダンダン
シーを確保する重要路線となっていることから、早期の整備が必要です。

特に、国道１３号「横手北道路」は、主要な渋滞箇所や交通事故多発区
間があるほか、路肩狭小部において、冬期堆雪時に幅員減少による速度低
下が発生するなどの現道課題があることから、早期の事業化が必要です。

（３） 当県は広大な県土を有しており、地方創生実現のためには、幹線道路ネ
ットワークの充実・強化を図る必要があります。特に、「秋田港アクセス
道路」は、「秋田港」を拠点とした県内及び広域背後地域との物流の効率
化や交流人口を拡大させるため、重点化により早期の整備が必要です。
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供用済

整備中

（担当課室名　建設部道路課）

高速道路

国道４６号「盛岡秋田道路（仙北市生保内～
卒田間）」の事業化に向けた計画の策定を要望

凡例

秋田自動車道

秋田港と秋田北ＩＣを結ぶ
秋田港アクセス道路

「秋田港アクセス道路」の
重点支援を要望

秋田北IC

一般国道１０５号「幸屋渡工区」の
予算確保を要望

急カーブ・急勾配箇所が多い国道４６号「生保内～卒田間」

H24.2月発生交通事故

国道１３号「横手北道路」の
早期事業化を要望

国道１３号の冬期の混雑状況
（横手市金沢中野地区）

JR
田
沢
湖
線

国道１３号「河辺拡幅」など、
幹線国道の整備促進を要望

JR奥羽本線

国道７号「秋田南拡幅」の
早期着工を要望　

２車線区間

２車線区間の混雑状況

令和４年度新規事業化となった
「秋田南拡幅」

秋田港

国道7号

自 専 道
供用済

秋田北IC

日沿道

 
 
国道１０７号「本荘道路」の

予算確保を要望

国道１０５号「大覚野峠地区」の現道に
おいて雪崩による通行規制が発生

国道１０５号「大覚野峠防災（直轄
権限代行）」の早期着工を要望

雪崩（H23.4月発生）
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Ⅶ-５ 新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けてい

る観光事業者に対する支援の拡充について

財務省大臣官房、主計局

国土交通省大臣官房

観光庁

【提案・要望の内容】

新型コロナウイルス感染症拡大の長期化による影響を受けた地域の観光事業者

を支援するため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」及び

「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光事業支援）」等、観光流動

を促進させるための地域の取組に対し、十分な予算を確保し積極的に支援を行う

とともに、地方の実情に即した柔軟な制度運用を可能とすること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」や「訪

日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光事業支援）」等の活用に

より、観光需要を喚起させるため地域独自の取組を実施し、観光事業者の

支援を行っているところですが、事業の実施については、感染症の動向を

見極めながら弾力的かつ継続的に取り組んでいく必要があります。

（２） 長期にわたり深刻な影響を受けている観光事業者が事業を継続するため

には、臨時交付金や補助金の継続等により、地域の感染状況に応じて各地

域が主体となった取組に対する各種支援の拡充等柔軟な対応が必要です。

（担当課室名 観光文化スポーツ部 観光振興課）
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Ⅶ-６ 地域公共交通の維持・確保に向けた乗合バス等への支
援の拡充について

国土交通省大臣官房、総合政策局、自動車局

【提案・要望の内容】

地域公共交通を取り巻く環境が一層厳しさを増している中にあって、通学、通

院、買い物等の日常生活に欠かせない乗合バスやコミュニティ交通の維持・確保

を図るため、支援制度について次のとおり維持・拡充を図ること。

（１） 市町村間を結ぶ主要な幹線路線を対象とする「地域間幹線系統確保維持

費国庫補助金」について、十分な予算措置を講じて制度を維持するととも

に、補助要件を緩和するなど制度の充実を図ること。

（２） 地域内を運行する乗合バスやデマンドタクシー等を対象とする「地域内

フィーダー系統確保維持費国庫補助金」について、引き続き十分な予算措

置を講じ、市町村毎に定められる上限額の水準を維持するとともに、新規

性要件を緩和するなど制度の充実を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 少子化及び人口減少が進行している当県では、「地域間幹線系統確保維

持費国庫補助金」の対象となる主要なバス路線であっても、多くの系統に

おいて、平均乗車密度が５人に満たない等により、対象経費の一部がカッ

トされています。

また、一日当たりの輸送量の要件（１５人以上）を満たせなくなる系統

が増えており、コロナ禍に対応するための国の特例措置が終了した際には、

多くの路線が補助対象外となることが想定されています。

（２） 「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」について、令和元年度

以降は、年度途中の見直しにより市町村毎の国庫補助上限額が大幅に引き

上げられ、生活交通を支える市町村や事業者から水準の維持を望む意見が

示されています。

一方、当該国庫補助金は、運行ルートの設定において厳しい新規性要件

が課せられていることから、他地域に先駆けて路線再編を実施した市町村

が当該補助金を活用できないといった事例が見られます。

（担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-７ 第三セクター鉄道の運行継続に向けた支援の拡充につ
いて

国土交通省大臣官房、鉄道局

【提案・要望の内容】

地域鉄道の安全性を向上させ、将来に向けた安定的な運行を確保するため、

「鉄道施設総合安全対策事業費補助」など施設整備に係る国庫補助金について、

必要な予算の確保と支援の拡充を図ること。

また、運行の継続が困難になるおそれのある旅客鉄道を対象に、国の支援の下

で事業構造の変更等を行い経営の改善を図る「鉄道事業再構築事業」については、

経常損益の黒字化を前提とせず、県や沿線市の運営費補助も含めた当期純利益で

黒字化を目指す計画も対象とすること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の第三セクター鉄道である秋田内陸縦貫鉄道及び由利高原鉄道は、

経営環境に恵まれない中山間地域に位置し、開業以前から恒常的な赤字

計上が想定されながらも、県や沿線市町村等の出資により設立され、今

日まで運行を継続してきました。

（２） 両鉄道は、通学や通院といった住民生活を支える移動手段として利用さ

れるとともに、近年は、国内外の観光客の旅の目的地として人気が高ま

り、当県ならではの貴重な誘客コンテンツとして、観光を通じた地域振

興を図る上でも欠かせない路線となっています。

（３） これらの鉄道について、新型コロナウイルス感染症の甚大な影響を克服

し、安定した経営基盤の下で安全運行を行うため、引き続き国の支援の

下で計画的な整備更新を行うことにしていますが、橋梁やトンネル、除

雪車両等が耐用年数を経過するなど、今後とも大規模な整備の必要に迫

られており、更なる国の支援を要する状況にあります。

（４） また、鉄道事業再構築事業については、事業実施により鉄道事業の収支

が黒字化する計画を策定することが要件となっていますが、この黒字化

は、地方公共団体からの財政支援を含まない経常損益で達成しなければ

ならないという取扱になっていることから、いずれの鉄道も、現行のル

ールの下では事業対象にはなり得ない状況です。

（担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-８ スタジアム・アリーナ整備に対する支援制度の創設に

ついて

文部科学省大臣官房、スポーツ庁

【提案・要望の内容】

スポーツの成長産業化とこれがもたらす効果を地域活性化に循環させる仕組み

を構築するため、拠点となるスタジアム・アリーナの整備に対する新たな支援制

度を創設すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、プロサッカーチームやバスケットボールチームなど、地域に

密着したトップスポーツチームの活躍が、多くの県民に夢や元気を与え、

交流人口拡大や地域活性化に大きく貢献しています。

（２） 新スタジアムについては、「ブラウブリッツ秋田」が昨シーズンからＪ

２リーグに昇格したこと等により、サッカー関係者を中心に整備を望む声

が大きくなってきており、現在、秋田市において建設候補地の選定等を進

めています。今後はその状況を踏まえ、県と秋田市が共同で、整備主体や

運営主体のあり方など、事業手法等の検討を行うことにしています。

（３） また、現在の県立体育館は建設から５３年を経過し老朽化が進んでおり、

建替えを検討する時期を迎えています。建替えに当たっては、Ｂ１リーグ

による使用に適したアリーナという観点に加え、各種イベントの開催等、

幅広い利用に適した施設として整備することにしており、今年度は整備の

基本構想策定に向けた基礎調査を行うことにしています。

（４） トップスポーツチームの活動拠点として、県民の一体感の醸成やにぎわ

い創出に寄与するスタジアム・アリーナは、地域活性化のための起爆剤と

なる潜在力の高い基盤施設ですが、整備に対する支援制度がないため、地

方においては、財源確保が施設整備の大きな足かせになっています。

（担当課室名 観光文化スポーツ部スポーツ振興課）
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Ⅶ-９ 国立公園等における公園施設の整備推進について

環境省自然環境局

【提案・要望の内容】

（１） 国立公園については、来訪者の満足度向上に向けた公園内の施設整備が

実施できるよう、十分な予算を確保すること。

また、県が国庫補助事業等により整備した既存施設については、国と地

方の役割分担の原則に基づき、国への移管を進め、直轄事業として国が改

築や改修を実施すること。

（２） 国定公園については、公園利用者の安全性・快適性の向上を図る必要が

あることから、施設整備の予算を確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 国立公園については、自然環境整備計画に基づき、施設の改修を進めて

いますが、過去数年間、要望に対して十分に予算が確保されず、事業の進

捗に遅れが出ています。

（２） 国定公園については、これまで国庫補助事業等により整備したものです

が、年々施設の老朽化が進み大規模な改修を引き続き進めていく必要があ

ります。

（３） また、ここ数年頻発している自然災害に伴い、施設の早期復旧整備や公

園の安全管理のための改修などが課題となっていることから、これらに適

切に対応するための継続的な財源確保が必要です。
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【参考資料】

（１）十和田八幡平国立公園の利用者数 (単位：万人)

年 次 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元

利用者数 ４５７ ４６６ ４５９ ４７０

注)国立公園利用者数（公園、年次別）【環境省】

（２）当県での自然環境整備交付金の要望と内示額 （単位：百万円・％）

年 度
Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

項 目

国立公園 要望額 ４０ ４６ ２９ ２２ ３３

内示額 １８ ４６ ２２ １２ １６

国定公園 要望額 ３２ ２３ ２３ ２９ ２７

内示額 ２３ ２３ ２１ ２３ １５

要望額 ７２ ６９ ５２ ５１ ６０

計 内示額 ４１ ６９ ４３ ３５ ３１

配分率 ５７ １００ ８３ ６９ ５２

（３）自然環境整備交付金を活用して整備した例

・玉川温泉園地公衆トイレ改修工事（令和２年

度繰越）

玉川温泉を起点とする、大噴などの火山地

形を探勝する自然研究路の入り口にある公衆

トイレで、便器を洋式に更新したほか、老朽

化した屋根や内外装を改修した。

・須川高原園地キャンプ場管理棟改修工事（令

和３年度）

周辺がブナで覆われ、四季折々、美しい景

観を見せる須川湖に整備されたキャンプ場の

管理棟で、平成３０年度の雪害により破損し

た屋根と内外装を改修した。

（担当課室名 生活環境部自然保護課）
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Ⅷ　人口減少対策と多様性に満ちた地域社会づくり
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Ⅷ-１ 女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの実現に向け
た働き方改革の推進について

内閣府男女共同参画局

厚生労働省雇用環境・均等局

【提案・要望の内容】

（１） 令和３年３月に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ

指数（ＧＧＩ）」では、我が国は１５６か国中１２０位と先進国の中でも

極めて低い水準にあるため、女性の活躍推進は重点的に取り組むべき課題

であることから、国が主体となり、女性の活躍推進について全国的なムー

ブメントを創るとともに、女性が個性と能力を十分に発揮できる環境整備

に向けた取組をより強力に推進すること。

（２） 「地域女性活躍推進交付金」について、地方公共団体の創意工夫により、

地域の実情に応じた実効性の高い取組が安定的・継続的にできるよう、複

数年度にわたり、計画的に行う事業を継続して採択できるようにするとと

もに、地域における女性活躍や男女共同参画に関する取組の交付要件を緩

和するなど、柔軟で使いやすい運用を図ること。

また、女性活躍に資する施策を強力に進めていくため、地方公共団体の

要望に対して応えられるよう、同交付金の十分な予算措置を講じること。

（３） 女性の活躍とワーク・ライフ・バランス（仕事と生活との調和）を推進

するために、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、一

般事業主行動計画の策定や、企業の認定（えるぼし認定、くるみん認定、

プラチナえるぼし認定、プラチナくるみん認定）の取得に取り組む中小企

業への優遇策の拡充を行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、令和３年３月に女性活躍推進法に基づく「秋田県女性活躍推

進計画」と一体的に策定した「第５次秋田県男女共同参画推進計画」に基

づき、社会のあらゆる分野において誰もがその個性と能力を十分に発揮し、

活躍できる環境づくりを推進しています。

国では、令和２年１２月に策定した「第５次男女共同参画基本計画」に

おいて、２０３０年代には誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導

的地位にある人々の性別に偏りがないような社会を目指して取組を進めて

いますが、いまだにジェンダー・ギャップの状況は世界的に低い水準にあ

ることから、政策・方針決定過程への女性の参画の全国的なムーブメント

を起こすとともに、女性が個性と能力を十分に発揮できる環境整備を推し

進めるなど、国が率先して、この道筋を一層強化していく必要があります。
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（２） 当県は、生産年齢人口に占める女性の有業率が全国平均を上回っている

（全国１１位）ものの、管理的職業従事者に占める女性の割合が低迷して

いる（同４０位）ほか、民間事業所における男性の育児休業取得率が

１４.８％（令和３年度）と低率であるなど、職場における女性の活躍や

両立支援の取組が十分には進んでいない状況です。

また、人口減少や少子化が進む当県においては、進学や就職を機とした

県外転出が多い若年女性の定着が大きな課題となっており、県内定着・回

帰に向けた魅力ある職場づくりを進めていくためには、企業における女性

の活躍推進や仕事と育児・家庭の両立支援が不可欠になっています。

（３） こうしたことから、当県では、令和３年７月より民間企業において豊富

な経験や知見を有し、総合的に施策を推進できる女性を県の幹部職員に採

用することにより、「第５次秋田県男女共同参画推進計画」に掲げる男女

共同参画の推進、女性が活躍しやすい環境づくり、女性の指導的立場への

登用など、女性活躍に資する施策を強力に進めていくことにしています。

（４） また、平成３０年６月から、経済団体と連携してワンストップで企業へ

の支援を行う「あきた女性活躍・両立支援センター」を設置し、県内企業

の９９．９％を占める中小企業を対象に、一般事業主行動計画の策定等に

ついて専門家派遣による指導・助言等を実施しています。

こうした地方公共団体の創意工夫により、地域の実情に応じた実効性の

高い女性活躍に資する施策が安定的・継続的に実施できるよう、「地域女

性活躍推進交付金」については、複数年度にわたり、計画的に行う事業を

継続して採択できるようにするとともに、地域における女性活躍や男女共

同参画に関する取組に関して、職業生活の活躍に関する取組と併せて実施

することや、事業実施主体における総事業予算の２０％以内とするといっ

た交付要件を緩和するなど、柔軟で使いやすい運用ができる制度にし、地

方公共団体の要望に対して応えられるよう、十分な予算措置を講じる必要

があります。

（５） 女性の活躍推進や両立支援に向けた取組を継続的に実施していくために

は、県内企業における女性の登用促進や多様で柔軟な働き方の導入など、

女性が活躍し続けられる職場づくりを進める必要があるものの、県内企業

のほとんどが中小企業であることから、地域の実情に応じた取組を進める

ためにも、一般事業主行動計画の策定や、えるぼし・くるみん認定等に向

けた中小企業に対する支援制度の拡充が必要です。

特に、積極的に取り組む企業を支援する「両立支援等助成金」の要件緩

和や増額、政府公共調達における加点評価制度の拡充など、企業の取組に

インセンティブを与える支援制度を充実させる必要があります。
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【参考資料】

１ 管理的職業従事者に占める女性の割合等

出典：総務省「平成２９年就業構造基本調査」

２ 東北の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業数及び

えるぼし・プラチナえるぼし認定企業数等の状況（令和３年12月末現在）

出典：厚生労働省「都道府県別女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届

出状況」及び「女性活躍推進法に係る認定状況」

３ 東北の次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業数及

びくるみん・プラチナくるみん認定企業数等の状況（令和３年12月末現在）

出典：厚生労働省「都道府県別一般事業主行動計画策定届の届出及び認定状況」

東北 全国 東北 全国
1 10 宮 城 県 16.8 1 3 山 形 県 74.3
2 11 山 形 県 16.7 2 11 秋 田 県 71.7
3 28 青 森 県 14.2 3 12 岩 手 県 71.6
4 32 福 島 県 13.7 4 22 青 森 県 69.7
5 38 岩 手 県 12.3 5 30 福 島 県 68.6
6 40 秋 田 県 12.0 6 35 宮 城 県 67.9

全 国 平 均 14.8 全 国 平 均 68.5

順位 順位管理的職業従事者に占める
女性従業員の割合（％）

生産年齢人口における
女性の有業率（％）

東北 全国 東北 全国 東北 全国
1 10 秋 田 県 428 1 11 岩 手 県 21 1 4 岩 手 県 1
2 15 岩 手 県 290 2 20 山 形 県 13 2 13 青 森 県 0
3 26 宮 城 県 164 3 22 宮 城 県 12 〃 〃 宮 城 県 0
4 32 山 形 県 130 〃 〃 福 島 県 12 〃 〃 秋 田 県 0
5 37 福 島 県 98 5 28 青 森 県 10 〃 〃 山 形 県 0
6 38 青 森 県 95 6 41 秋 田 県 5 〃 〃 福 島 県 0

全 国 平 均 259 全 国 平 均 34 全 国 平 均 0.49

順位 順位 順位一般事業主行動計画策定企業数
（従業員数300人以下の企業）(社)

えるぼし認定企業数 プラチナえるぼし認定企業数

東北 全国 東北 全国 東北 全国
1 24 宮 城 県 762 1 18 山 形 県 55 1 15 宮 城 県 6
2 27 福 島 県 660 2 23 宮 城 県 44 〃 〃 山 形 県 6
3 30 岩 手 県 617 〃 〃 福 島 県 44 3 25 青 森 県 4
4 33 秋 田 県 560 4 28 岩 手 県 42 〃 〃 福 島 県 4
5 38 山 形 県 412 5 34 青 森 県 35 5 30 岩 手 県 3
6 42 青 森 県 364 6 36 秋 田 県 30 6 46 秋 田 県 0

全 国 平 均 1,043 全 国 平 均 79 全 国 平 均 10

順位 順位 順位一般事業主行動計画策定企業数
（従業員数100人以下の企業）(社)

くるみん認定企業数 プラチナくるみん認定企業数
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４ 当県独自の取組

［あきた女性活躍・両立支援センターの設置］
企業における女性の活躍推進や仕事と育児・家庭の両立支援に関する制度

周知等の啓発や相談への対応、専門アドバイザーの派遣などをワンストップ
で行う「あきた女性活躍・両立支援センター」を設置。
・設置時期 平成３０年６月１日
・設置場所 秋田県商工会連合会内（秋田市）
・委 託 先 秋田県商工会連合会
・センターの機能

①女性活躍・両立支援推進員（３人）の企業訪問による啓発
②窓口・専用電話による相談業務
③専門アドバイザー（社会保険労務士）の派遣
④その他中小企業における取組の支援に関する業務

（担当課室名 あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課）
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Ⅷ-２ 多様性に満ちた社会づくりの推進について

消費者庁

法務省人権擁護局

厚生労働省雇用環境・均等局

【提案・要望の内容】

新型コロナウイルスの感染者等に対する誹謗中傷のほか、性的指向、性自認等

を理由とした差別、顧客等からの著しい迷惑行為など、ＳＤＧｓの基本理念にも

掲げられる「誰一人取り残さない」社会づくりの支障となる問題に対処するため、

各種法令等の整備と共に、広報・啓発や教育の充実を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 今般のコロナ禍により、当県においては、新型コロナウイルスの感染者

やその家族、医療従事者等に対する誹謗中傷が大きな問題となり、これを

契機として、県民意識調査や各種団体等への意見聴取を進めたところ、こ

のほかにも男女の性差、性的指向・性自認等を理由とした差別、顧客等か

ら労働者に対する暴言や執ようなクレーム等の著しい迷惑行為など、多く

の県民が様々な差別等を感じていることが明らかとなりました。

（２） 当県では、これらの差別等の解消を図り、県民が安心して暮らすことが

でき、かつ、持続的に発展することができる社会の実現を目指し、「秋田

県多様性に満ちた社会づくり基本条例」を制定し、差別等全般に関する教

育、広報・啓発や相談体制の整備を進めています。

（３） また、差別等の種類毎の対策としては、新型コロナウイルス感染症に関

する誹謗中傷の防止に向けた関係団体等との共同宣言を行ったほか、性的

指向が異性のみではない人等を対象にしたパートナーシップ宣誓証明制度

を開始しました。

（４） 差別等については、当県のみの問題ではなく、社会的な議論や対策の全

国的な展開が必要であり、とりわけ性的少数者については、パートナー

シップ宣誓証明制度の都道府県を跨いだ取扱いや性別のある施設の利用に

かかる全国共通の取扱いなどに関して、国の責任において、法令等の整備

を進めていく必要があります。
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【参考資料】

１ 差別等を感じる機会の有無

・頻度にかかわらず差別を感

じている人の合計は62.0%

であり、過半数が何らかの

差別等を感じている。

２ 感じる差別等の種類

・「性別に関するもの」が 2

9.6%、次いで「障害に関す

るもの」が29.4%となって

いる。

・「感染症など疾病に関する

もの」が26.7%と３番目に

高い割合であり、コロナ禍

の影響が見られる。

出典：令和３年度 県民意識調査報告書

（担当課室名 あきた未来創造部あきた未来戦略課）
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Ⅷ-３ 総合的な少子化対策への支援について

内閣府大臣官房、子ども・子育て本部

総務省自治財政局

厚生労働省大臣官房、子ども家庭局、

保険局

【提案・要望の内容】

（１） 我が国の出生数は年々減少しており、少子化対策は国家的に取り組むべき

課題であることから、国が主体となり、若い世代が結婚、出産・妊娠、子育てに

希望を持つことができる環境づくりを一層推進すること。

（２） 「地域少子化対策重点推進交付金」について、効果が高いと認められる

特定の事業は複数年度継続して交付対象にするなど、地方公共団体の創意

工夫により、地域の実情に応じた実効性の高い少子化対策を安定的・継続

的に実施できるよう、運用の弾力化を進めること。

（３） 地方公共団体が、地域の実情に応じて県・市町村が連携し独自に行う保

育料助成制度に対し、地方財政措置を講じること。

（４） 国の責任において、子どもの医療に関わる全国一律の制度を創設するこ

と。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 出生数及び出生率の全国値は年々減少が続き、少子化が急速に進展して

おり、少子化対策は国家的に取り組むべき喫緊の課題となっていることか

ら、国は、その責任において、これまで以上にポジティブイメージの醸成

や経済的支援など、各種の施策を強力に推進していく必要があります。

（２） 当県においては、出生率の全国値は人口千対６.８（令和２年）である

のに対し、４.７と全国最下位であることなどから、その対策を講じるこ

とを最重要課題とし、県政運営指針である「新秋田元気創造プラン」に少
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子化対策を位置づけ、多子世帯を対象とする所得制限のない奨学金貸与事

業など、思い切った経済的負担の軽減策をはじめ、結婚・出産・子育てに

前向きな意識の醸成、一般社団法人あきた結婚支援センターによる出会い

・結婚の支援など、各種事業に積極的に取り組んでいます。

（３） こうした取組を一層効果的に継続して推進するため、地方公共団体が行

う結婚に対する取組及び結婚、妊娠・出産、乳幼児を中心とする子育てに

温かい社会づくり・機運の醸成の取組を支援するために創設された「地域

少子化対策重点推進交付金」について、各地方公共団体の裁量を拡大し対

象事業内容の柔軟な制度設計を可能にするとともに、結婚支援センターの

運営など既に実施し、効果が高いと認められる特定の事業を継続的に実施

できるような制度にすることが必要です。

（４） 全国的に地方公共団体が独自に行っている、２歳児以下への保育料助成

等について、少子化が進行している中において、先進的に取り組む地方公

共団体に対しては、地方財政措置を講じることが必要です。

（５） また、福祉医療費については、従来、乳幼児と小学生を助成対象として

いましたが、平成２８年８月からその範囲を中学生まで拡大しています。

子どもを安心して産み育てやすい環境づくりを進め、出生率を高めると

いう少子化対策は、地方毎の対応では限界があることから、我が国の将来

に関わる国家的課題として、国が抜本的な対策を講じることが必要です。

-113-



【参考資料】

１ 「新秋田元気創造プラン」に基づく当県独自の取組

（１）保育料等の助成

幼稚園・保育施設の保育料等利用者負担額の軽減及び一時預かり等の利用料助

成を実施する。

補助率 県1/2 市町村1/2

① 保育料助成事業

ア 対象者 幼稚園や保育所等を利用する子育て世代（所得制限あり）

イ 助成率等

ⅰ 世帯年収約640万円※までの世帯（第１子から） 1/2又は1/4

ⅱ 平成28年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯（世帯年収

約640万円※まで） 第２子以降の保育料全額

ⅲ 平成30年4月2日以降に新たに第２子以降が生まれた世帯（世帯年収

約640万円※まで） 第２子以降の保育料全額

ⅳ 平成30年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯（世帯年収

約640万円～930万円※まで） 第２子以降の保育料1/2

※世帯年収はいずれも保育所利用の場合の目安

② 子育てファミリー支援事業

ア 対象者 平成30年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯（施

設利用者・在宅の双方）

イ 助成額 １世帯当たり15,000円（年上限額）

③ 副食費助成事業（令和元年１０月開始）

ア 対象者 幼稚園や保育所等を利用する３～５歳児を有する世帯（所得

制限なし）

イ 助成率等

ⅰ 世帯年収約360万円※を超える世帯（第１子から） 1/2又は1/4

ⅱ 平成28年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯

第２子以降の副食費全額

ⅲ 平成30年4月2日以降に新たに生まれた第２子以降 副食費全額

※世帯年収は保育所利用の場合の目安

（２）乳幼児・小中学生に対する福祉医療費助成

一定の所得制限の下で、乳幼児・小中学生に対する福祉医療費を助成する。

・対象：０歳から中学校修了年度の３月３１日までの間にある児童（ただし、

保護者の前年の所得による制限あり）

・内容：①０歳児と市町村民税所得割非課税者の子どもの場合、医療機関等の

窓口で支払う自己負担額の全額助成

②上記（１）に該当しない子どもの場合、窓口での自己負担額の半額

（ただし、窓口での自己負担額は、１医療機関１か月当たり

１，０００円が上限）
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２ 当県の出生数・出生率

出典：人口動態調査【厚生労働省】

３ 当県の婚姻件数・婚姻率

出典：人口動態調査【厚生労働省】
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４ 都道府県別人口増減率（平成２７～令和２年）

出典：令和２年国勢調査【総務省統計局】

（担当課室名 あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課

健康福祉部長寿社会課国保・医療指導室）
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Ⅷ-４ 良好な市街地形成とコンパクトなまちづくりに資する

都市施設の整備について

国土交通省大臣官房、都市局

【提案・要望の内容】

円滑な都市内交通の確保や都市の防災機能の強化を図り、コンパクトなまちづ

くりの基盤となる、街路及び防災公園の整備に必要な予算を確保すること。

（１） 市街地における交通の円滑化や通学路の交通安全を確保する「八幡根岸
や わた ね ぎし

線（横手市）」等の整備に必要な予算を確保し支援すること。

（２） 市街地における交通の円滑化や歩行者の安全の確保に加えて、無電柱化

に取り組んでいる「新屋土崎線（秋田市）」等の整備に必要な予算を確保
あら や つちざき

し支援すること。

（３） 中心市街地の交流拠点である「千 秋 公園（秋田市）」や、災害から住
せんしゆうこうえん

民を守る拠点となる「赤坂総合公園（横手市）」などの公園の整備に必要
あかさかそうごうこうえん

な予算を確保し支援すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、市町村が進める「立地適正化計画」策定を支援するため、都

市の構造に関する調査・分析を共同で実施するなど、都市のコンパクト

化に向けた取組を進めています。

まちづくりの基盤となる街路事業や通学路合同点検により抽出された対

策必要箇所における交通安全対策を速やかに実施することが必要です。

（２） 令和元年１２月に「秋田県無電柱化推進計画」を策定し、都市の防災機

能の強化や良好な都市景観を形成するため、市街地内での無電柱化を進

めています。

電線管理者と連携しながら、防災・減災に資する無電柱化を確実かつ計

画的に進め、安全・安心な都市空間を確保することが必要です｡

（３） 市町村における地域のにぎわいの創出や総合的な防災機能の向上のため、

公園整備が必要です。
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良好な市街地形成とコンパクトなまちづくりに資する
都市施設の整備

やわたねぎし         ねぎしちょう

八幡根岸線 根岸町工区
通学路及び医療機関等へのアクセス道路
であるが歩道がなく幅員狭小
  → 道路拡幅・歩道整備により円滑な
  交通の確保と交通安全の向上へ

秋田市 秋田市立地適正化計画[H30.3策定]

横手市 横手市立地適正化計画[H31.3策定]

県街路事業により
都市内交通の円滑化や
無電柱化を推進

　（担当課室名　建設部都市計画課）

県街路事業により児童の
交通安全及び市街地での
円滑な交通を確保

あらやつちざき        きょくなん

新屋土崎線 旭南工区
慢性的渋滞、歩道狭小
 → ４車線化・無電柱化により
   円滑で安全な交通環境へ

都市機能誘導区域

居住誘導区域

防災機能の向上

にぎわいの創出
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Ⅷ-５ 持続可能な生活排水処理事業への支援について

国土交通省大臣官房、水管理・国土保全局

【提案・要望の内容】

人口減少が全国で最も早く進む当県において、持続的かつ効率的な生活排水処

理事業を実現するため、下水汚泥の資源化や再生可能エネルギーの導入による地

域循環共生圏の構築への取組に向けて、必要な予算を確保すること。

（１） 生活排水処理施設から発生する汚泥を広域的に集約し、利活用を図るた

め、県が県南地区４市２町の下水汚泥を肥料化する広域汚泥資源化事業の

実施について、必要な予算を確保し支援すること。

（２） 地域循環共生圏構築の核となる流域下水道において、地域資源活用の拠

点化と脱炭素化を目指す「秋田臨海処理センターリノベーション計画」の

事業実施に向けて、必要な予算を確保し支援すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 令和２年度より供用している県北地区広域汚泥資源化事業に引き続き、

関連市町から発生する下水汚泥を県流域下水道へ集約し肥料化に取り組む

「県南地区広域汚泥資源化事業」は、今年度、民間のノウハウの活用によ

る設計・施工及び管理運営を一体としたＤＢＯ方式による発注を予定して

おり、本事業の継続的な予算の確保が必要です。

（２） 脱炭素化を実現する地域社会の形成を目指す当県において、持続可能な

資源循環システムの構築を推進するため、下水汚泥の資源化への転換や再

生可能エネルギー導入による脱炭素化など、地域資源活用の拠点化を図る

「秋田臨海処理センターリノベーション計画」の実施に向けた予算の確保

が必要です。
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◆県北地区３市３町１組合の汚泥を県流域下水道大館処理
 センターへ集約し、資源化する事業

　 【R1工事完成、R2供用開始】 　　  
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流域下水道処理場

単独公共下水処理場

し尿処理場

Ｔ

Ｔ

県北地区広域汚泥資源化事業

秋田臨海処理センター

秋田臨海処理センター
リノベーション計画

県北地区広域汚泥資源化事業

Ｔ

  

にかほ市

東
成
瀬
村

県
南
地
区
広
域
汚
泥
資
源
化
事
業

広域汚泥資源化施設
（横手処理センター内）

◆秋田臨海処理センターに、汚泥
資源や未利用資産を活用した再
生可能エネルギー発電設備を導
入することで、処理場と地域を
脱炭素化する事業。 
  
  
 

                                      

　 【事業期間：R2～R7（予定）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県南地区広域汚泥資源化事業

◆県南地区４市２町の下水汚泥を県流域下水道
 横手処理センターへ集約し、肥料化する事業

 【R元～R2基本計画､R3要求性能・評価項目検討､
　R4～6設計及び施工､R7供用開始（予定）】

県流域下水道 横手処理センター

建設地
汚泥資源化施設

協定締結式

　効率的な予算の執行と
民間のノウハウを活用す
るため、設計・施工及び
管理運営を一括して発注

ＤＢＯ方式

発
電

消化ガス発電
発
電

発
電

余
剰
電
力

余剰電力の場外供給
周辺公共施設の脱炭素化

発電電力の場内利用
処理場の脱炭素化・エネルギー自立化

再生可能エネルギー発電設備導入

県流域下水道 
秋田臨海処理センター

消化ガス
活用

未利用地
活用

風力発電 太陽光発電
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Ⅸ　健康長寿・地域共生社会の実現
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Ⅸ-１ 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制の確

保にかかる支援について

厚生労働省大臣官房、医政局、健康局、医薬・生活衛生局、保険局

【提案・要望の内容】

（１） 病床・宿泊療養施設の確保や、自宅療養者の健康管理、ＰＣＲ等検査体

制の整備、保健所機能の強化等に向け、新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の増額や地域の実情に応じた弾力的運用など、財政支援の拡

充をはじめ必要な支援を行うこと。

（２） 新型コロナウイルス感染症の治療に有効な経口薬・中和抗体薬や、検査

に必要なキット・試薬について、備蓄も含めた十分な量の確保と共に、医

療機関・薬局等への安定供給を図ること。

（３） 地方公共団体における新型コロナワクチンの接種体制の確保に必要な財

源措置を引き続き講じるとともに、必要となるワクチンの確実な供給や接

種の安全性・有効性に関する情報発信の充実を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、これまで独自の入院患者受入医療機関への応援金などにより、

病床や医療従事者の確保を図ってきましたが、広い県土において医療資源

が限られていることから、保健・医療提供体制の維持・充実に必要な財源

等の支援が不可欠です。

（２） 経口薬の医療機関・薬局の登録や、中和抗体薬の集中的な投与体制の構

築を進めてきましたが、高齢者の割合が大きい当県では、有効な治療薬を

重症化リスクの高い患者に迅速に投与していく必要があります。

また、高齢者への感染防止や早期治療のためには、抗原定性検査キット

やＰＣＲ等による検査を迅速に実施していく必要があります。

（３） オミクロン株による第６波の感染拡大では、高齢者施設でのクラスター

や高齢者への家庭内感染が多く見られたことから、感染や重症化の抑制に

向け、高齢者をはじめ接種可能な全ての年齢層において、追加接種を含め

ワクチン接種を促進していく必要があります。

-124-



【参考資料】

１ 新型コロナウイルス感染症の状況（令和４年５月８日現在）

（単位：人）

うち 宿泊 社会福祉施 自宅 入院等 退院・療養
入院者 死亡者

重症者 療養者 設等療養者 療養者 調整中 解除者

99 1 82 97 1,827 448 24,035 64

２ 医療提供体制等

（１）外来医療体制

○診療・検査医療機関：290か所

○地域・外来検査センター：2か所

（２）検査体制

○検査(分析)能力：8,494件/日（最大時、抗原定性検査キットを含む）

（３）入院医療体制

○患者受入のための病床数：289床（19病院） （単位：人）

重症度別 重 症 中等症Ⅱ 中等症Ⅰ･軽症 合 計

受入可能患者数 24 128 137 289

○軽症者等受入のための宿泊療養居室：415室518人（5施設）

３ ワクチンの３回目接種状況（令和４年５月８日現在）

１回目 ２回目 ３回目

総 接 種 回 数 846,196 831,293 588,283

対全人口接種率（％） 87.1 85.6 60.6

参考（全国接種率）（％） 81.5 80.2 54.2

（担当課室名 健康福祉部保健・疾病対策課、医務薬事課）
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Ⅸ-２ 介護施設に入所する人工透析患者への介護報酬上の配

慮について（新規）

厚生労働省老健局

【提案・要望の内容】

介護施設が人工透析患者を受け入れる場合にかかり増しとなる経費相当分を介

護報酬に反映させるよう制度を改正すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 人工透析患者の増加と高齢化の進行、さらには要介護認定者の重度化傾

向が相まって、当県の人工透析患者のうち、重度の要介護認定者数は増加

傾向にあります。

介護保険制度においては、人工透析患者が要介護状態になった場合にお

いても、利用者の選択に基づき、適切な介護サービスの提供を受けられる

環境を整備する必要があり、特に、重度の要介護認定者が円滑に施設入所

できる環境を整備することは、家族の介護負担の軽減を図る上でも、重要

な課題になっています。

（２） 人工透析患者は、おおむね週３回の通院治療を必要とします。

しかしながら、人工透析患者が介護施設に入所した場合の通院にかかる

費用や労力は、介護報酬において評価されておらず、施設の負担となって

います。

（３） 当県では関係団体との協議の場等を通じ、介護施設における人工透析患

者の受入れについて働きかけを行っていますが、通院にかかる費用負担等

が障害となり、受入れが進まない状況となっています。
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【参考資料】

当県の人工透析患者の状況

（秋田県腎臓病患者連絡協議会「秋田県内透析患者実態調査報告書」より）

○年齢区分別回答者（患者）数の推移

○人工透析患者の要介護度別認定者数の推移

※秋田県内透析患者実態調査報告書について

秋田県腎臓病患者連絡協議会が県内の人工透析患者を対象として、５年毎に

実施している調査。回収率は約６割。

（担当課室名 健康福祉部長寿社会課）

（人）
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Ⅸ-３ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の予算確保につ

いて

厚生労働省社会・援護局

【提案・要望の内容】

（１） 障害者支援施設・事業所等の整備促進に不可欠な社会福祉施設等施設整

備費国庫補助金については、障害者の地域移行に必要な基盤整備などに支

障を来すことのないよう、十分な予算確保を図ること。

（２） 障害の重度化や高齢化に伴う支援において、入所施設の果たす役割は依

然として大きいことから、既存施設の老朽化対策及び居住環境改善のため

の支援を行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、障害福祉計画に基づき、障害者の地域移行等を進め、その受

け皿となる障害者支援施設・事業所等の計画的な整備を図っているほか、

秋田県防災・減災・国土強靭化計画（平成２９年３月策定・令和３年９月

改定）では、社会福祉施設等の耐震化を推進方針に位置づけ、喫緊の課題

である耐震化等の老朽化対策を促進していくことにしています。

（２） 施設の老朽化に加え、現行の居室面積基準を満たしていない経過措置適

用の障害者支援施設等については、改修のために多額の費用を要すること

から、入所者の居住環境改善が図られていない状況です。

（３） 当県は全国一のスピードで高齢化が進んでいることから、障害者の福祉

向上を図るとともに、「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点など必要

な基盤整備を計画的に推進していく必要があります。

（担当課室名 健康福祉部障害福祉課）

-128-



-129-



Ⅸ-４ ひきこもり支援の推進について

内閣府地域就職氷河期世代支援加速化事業推進室

厚生労働省社会・援護局

【提案・要望の内容】

ひきこもり支援について、国として精神保健、医療、福祉、労働その他の関連

施策との有機的な連携が図られた総合的な取組として体系化するとともに、高齢

化やひきこもりの長期化による８０５０等の深刻な課題にも効果的に取り組める

よう、人材育成等に関する技術的支援や地域における取組に対する財政的支援を

行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では精神保健福祉センター内に設置した「ひきこもり相談支援セン

ター」を中心に、当事者・家族への相談支援、事業所の協力を得て行う

社会とのつながり支援（職親）事業による社会参加の機会の提供を行っ

ています。また、令和３年度からは、ひきこもり相談支援センター及び

地域振興局福祉環境部（保健所）と連携したモデル事業を開始し、市町

村における相談支援体制の整備・機能強化に取り組んでいます。

（２） 県が令和２年に秋田県民生児童委員協議会の協力により行った実態調査

では、６４７人の民生委員・児童委員が、９８７人のひきこもり状態に

ある方を確認しており、その内訳は３０代から４０代の方が５割弱を占

め、ひきこもりの期間が１０年以上となる方が多くなっており、ひきこ

もりの長期化に伴う問題の深刻化が危惧される状況になっています。

（３） 国は、現在、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業や、「就職氷

河期世代支援に関する行動計画２０２０」による施策において、地方公

共団体に対し、年齢にかかわらず、かつ、特定の期間を区切ることなく、

支援に取り組むことを求めています。しかしながら、ひきこもり要因の

多様さや８０５０等、今後の地域課題に対応していくためには、これま

での取組のほか、国において福祉、保健、労働、教育などの関連分野を

跨ぐ効果的な支援方法に関する研究を推進し、ひきこもり支援を総合的

な施策として位置づけることが必要です。
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（４） また、地方においては、ひきこもりやその家庭に継続的に関与しながら

支援する人材や、支援者に対する指導を行う専門的な人材が不足してい

ることから、地域において中・長期的に課題に取り組むことができるよ

う、国において技術的・財政的支援の充実を図る必要があります。

【参考資料】

１ ひきこもり相談支援センター・地域振興局福祉環境部での相談実績

延べ件数：単位（人）

電話・面接 訪問 計

平成３０年度 ６４１ １２８ ７６９

令和 元 年度 ９３３ ７５ １,００８

令和 ２ 年度 ６８４ ７５ ７５９

２ 秋田県ひきこもりに関する実態調査の概要

・県内の民生委員・児童委員全員を対象にアンケート調査を実施

・民生委員・児童委員３,２６７人中１,９２６人が回答（回収率５９.０％）

・令和２年１１月現在でひきこもり状態にあることが確認された９８７人の状

況は以下のとおり

３ 県内市町村におけるひきこもり支援の課題

・令和３年９月に県内２５市町村に対しアンケート調査を実施

・市町村では「相談の継続」（１１市町村）、「専門的知識を有する人材の育成」

（１３市町村）、「支援（助言）のノウハウ」（１６市町村）等に課題を感じ

ており、相談支援に関する技術的な助言・指導を要望している。

（担当課室名 健康福祉部障害福祉課）
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Ⅸ-５ 医師の地域偏在の解消に向けた制度の構築等について

厚生労働省医政局

【提案・要望の内容】

（１） 新専門医制度については、大都市圏の募集定員枠は依然として大きく、

専攻医の集中を招いていることから、地域別・診療科別の適正な定員を設

定するなど、医師の偏在解消に実効性のある制度運用となるよう、国が主

体的に一般社団法人日本専門医機構に働きかけること。

（２） 医師少数区域等での勤務を促進するため、当該区域等での勤務のインセ

ンティブとなる医師の認定制度については、対象となる病院を公的医療機

関などに拡大することや、勤務期間を延長するなど、地域の実情を踏まえ、

医師の地域偏在の解消に向けた制度の早急な見直しを図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 令和元年度に国が示した医師偏在指標では、当県は全国第４１位であり、

また、二次医療圏別では、秋田周辺以外の二次医療圏が医師少数区域とな

っています。

（２） 新専門医制度の開始以降、定員枠は削減しているものの、全国において

大都市圏（東京、神奈川、愛知、大阪、福岡）の専攻医が占める割合は、

平成３０年度が４６％、令和３年度では４４％と、依然として高い水準で

推移しており、その結果、当県においては、臨床研修修了後の医師の県内

定着率が、制度開始前４年間の平均８２.６％に対して、開始後４年間の

平均が６７.２％と制度移行により１５ポイント以上低下しています。

（３） 昨年から新制度による専門医が誕生していますが、今後は５年毎の更新

が必要となり、日本専門医機構においては、専門医が自主的に医師不足地

域での勤務を経験することへのインセンティブの付与等に関する議論が継

続されています。

新専門医制度の運用は、医師の地域偏在に及ぼす影響が大きいことから、

日本専門医機構の制度運営に対して、国の関与により実効性のある対策を

講じる必要があります。
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（４） 医療法の一部改正（令和２年４月１日施行分）による医師の認定制度で

は、医師少数区域等における勤務経験が管理者要件となる病院が「地域医

療支援病院」のみであることと、勤務経験として必要な期間が６か月と短

期間であることから、医師の地域偏在対策としては効果が限定的です。

（５） 当県では、医師不足と地域偏在の解消に向け、平成１８年度以降、秋田

大学の地域枠等の医学生に修学資金を貸与してきたほか、平成２８年度か

ら東北医科薬科大学の地域枠医学生に修学資金の貸与を開始するとともに、

昨年度は岩手医科大学に地域枠を新設するなど、医師確保対策に取り組ん

できましたが、県単独の取組には限界があります。

【参考資料】

当県の３年目県内勤務（定着）医師数の推移 （単位：人）

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

臨床研修修了者数（前年度末） 70 63 65 60 84 77 76 62

３年目県内勤務（定着）医師数 63 54 46 50 59 43 49 50

定 着 率 90.0 85.7 70.8 83.3 70.2 55.8 64.5 80.6

（％） 82.6 67.2

（出典：医療人材対策室資料）

（担当課室名 健康福祉部医務薬事課医療人材対策室）
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Ⅹ　新たな時代を拓く教育・人づくり
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Ⅹ-１ 公立義務教育諸学校教職員定数の改善等について

文部科学省初等中等教育局

【提案・要望の内容】

（１） 少人数教育によるきめ細かな指導が、全ての学級で、その実情に合わせ
て展開できるよう、中学校全学年における安定的な３５人以下学級の制度
化を計画的に進めること。

（２） 小学校高学年における教科担任制の推進に向けて、専科教員による指導
の充実を図るとともに、学校の働き方改革を一層推し進めるために、加配
の拡充と運用条件の改善を図ること。

（３） いじめ、不登校、特別な支援が必要な児童生徒への対応など、学校が抱
える課題に対する組織的な取組や、学校統廃合による児童生徒の教育環境
の変化への対応、小規模校における教育環境の充実を図るための加配を拡
充すること。

（４） 学校を取り巻く環境が複雑化・困難化し、学校がチームとして様々な教
育課題に対応していく必要があることから、養護教諭、栄養教諭・学校栄
養職員及び事務職員配置の算定基準を見直し、定数改善を図ることと併せ
て、多様な専門スタッフの配置が可能となるよう加配を拡充すること。

（５） 特別な支援を要する児童生徒が年々増加していることから、よりきめ細
かな対応が可能となるよう、特別支援学級の算定基準を見直すこと。

（６） 再任用教職員の短時間勤務に対し、定数外としての財源措置を行うこと。

（７） ふるさとの将来を支える人材を育てようとする志の高い教員を計画的に
採用できるようにするとともに、働き方改革を進め、教育環境を一層充実
させるために（１）から（６）までの内容に対応した教職員定数改善計画
を早急に策定すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 児童生徒の学習意欲を高め、その能力を最大限に引き出していくために
は、一人一人にきめ細かに対応し、安定した学校生活を確保していくこと
が不可欠と考え、当県では県単独の少人数学習推進事業により、全国に先
駆けて小学校１・２年生（平成１３年度）及び中学校１年生（平成１４年
度）において３０人程度学級編制を導入しました。

その後、順次、対象学年を拡充し、平成２８年度の小学校６年生への拡
充により、義務教育全学年で実施しています。

この取組の成果は、学習指導、生徒指導の両面において現れていますが、
当県の財政状況が厳しさを増す中にあって、これまでの成果と課題、学校
からの要望等を踏まえ、より効果的な運用方法を検討する必要があります。
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今後も継続的に、全ての学級で安定的な少人数教育を推進し、一層の成
果を生み出していくためには、中学校における国の３５人以下学級の制度
化推進が必要です。

（２） 専門性を生かした指導の充実と学校における働き方改革への支援として、
指導方法工夫改善加配として小学校専科指導のための定数が措置されてい
ますが、専科指導教員の配置を望む市町村は多いものの、当県は小規模の
学校が多いことから、国が示す配置要件を満たすことが困難な状況が続い
ています。

全ての学校が専門性を生かした指導体制の強化・充実と働き方改革を推
進して教員の負担軽減を図るために、加配の拡充と弾力的運用を可能とす
る運用条件の改善が必要です。

（３） 近年、いじめ、不登校等の生徒指導上の対応、特別な支援を必要とする
児童生徒への対応など、学校が抱える課題の解決のためには、学級を越え
て、学校全体での組織的な取組が不可欠となっています。また、少子化に
伴い児童生徒数が減少し、学校の統廃合や小規模校化が進んでいる中、児
童生徒が教育環境の変化に適切に対応できるよう、支援体制の充実が必要
です。

こうした児童生徒の個別の課題や教育環境の変化に対応するとともに、
学級数にかかわらず、個々の学校課題に対応していく体制を構築する必要
があることから、基礎定数以外の教員の加配が欠かせません。

特に、特別な支援を必要とする児童生徒への対応においては、インクル
ーシブ教育の視点から、通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童生
徒が増加し、それに伴い通級指導教室の需要が高まっており、市町村から
の要望に対して十分に対応できない状況です。今後更に増加すると予想さ
れる、通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒に対するきめ細
かな指導を充実させるため、通級指導教室に係る教職員定数の拡充が必要
です。

（４） 当県においても、児童生徒の抱える課題は複雑化、困難化しており、そ
れぞれの課題に対応していくためには、専門的役割を担う教職員の拡充が
必要です。

養護教諭については、保健室利用者の増加や子どもたちの心身の健康に
関する複雑化、多様化する問題の解決などに対応することが求められてお
り、学校規模の違いによる教職員の負担の格差を是正するため、複数配置
の算定基準を引き下げる必要があります。

栄養教諭、学校栄養職員については、無配置となっている小規模な単独
調理場が多く、市町村から職員の配置を求められていることから、学校給
食の管理及び食育の充実のための定数改善が必要です。

さらに、学校に対する地域や保護者の期待の多様化、学校が抱える課題
の複雑化が進む中、教員の学校業務の負担を軽減し、子どもと向き合う時
間を確保するため、事務職員の役割が重要となっており、複数配置の算定
基準の引き下げと併せて、外部人材を積極的に活用するためのコーディネ
ート役等を担う専門スタッフの配置の拡充も必要です。

（５） 現在、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法
律の算定基準では、特別支援学級は、１学級８人までとなっていますが、
この基準では、通常の学級の児童生徒よりも、よりきめ細かな支援を要す
る特別支援学級の児童生徒に対して十分な対応ができない状況です。
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十分な教育環境を整え、児童生徒及び保護者が安心して教育を受けられ
るようにするとともに、特別支援学級を担当する教員の負担を軽減するた
め、算定基準の改善が必要です。

（６） 今後、当県においても定年延長制度の条例化が見込まれていることから、
暫定再任用短時間勤務者に加え、定年前再任用短時間勤務者の増加も予想
されます。

短時間勤務者が著しく増加した場合には、学級担任を持てないなど、学
校現場への負担が大きくなることが予想されます。

当県の厳しい財政状況においては、短時間勤務者を定数外の職として県
単独の財政措置を行うことは困難であり、再任用教職員の短時間勤務に対
しての国による定数外としての財源措置が必要です。

（７） 当県の地方創生、地域の活性化を担う人材を育成していくためには、志
の高い教員を計画的に採用し、その資質を高めていく必要があります。

しかし、加配定数が毎年度の予算編成において決定されていく近年の状
況においては、地方において、中・長期的な見通しを持った採用計画・育
成計画を立てていくことは困難となっています。

また、教員としての採用の見通しを持ちにくい状況では、有望な若者が
ふるさとへの貢献意欲を持ちながらも、教員への志望を敬遠することにも
つながりかねません。

加えて、人口減少が大きな課題となっている当県にとっては、働き方改
革を推進し、教員を志望する若者を増加させることが喫緊の課題です。

教員を志望する若者に将来の見通しを持たせ、志の高い教員を計画的に
採用、育成していくことができるよう、新たな「公立義務教育諸学校定数
改善計画」を早急に策定し、中・長期的な計画を示すことが必要です。

（担当課室名 教育庁義務教育課）
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Ⅹ-２ 補習等のための指導員等派遣事業の充実による教員の

多忙化解消体制の構築について（拡充）

文部科学省初等中等教育局、スポーツ庁、文化庁

【提案・要望の内容】

（１） 消毒作業や検温業務、児童生徒の健康観察集計業務などの新型コロナウ

イルス感染症対策や学校における業務の多様化に伴う、教員の負担増加へ

の対応が喫緊の課題として挙げられている。教員がより児童生徒への指導

や教材研究等に注力できる体制を整備し、教員の負担軽減を図るため、新

型コロナウイルス感染症対策や校務を支援する教員業務支援員（スクール

・サポート・スタッフ）の配置にかかる財源措置の拡充を図ること。

（２） 学校を取り巻く環境が複雑化・困難化し、学校はチームとして様々な教

育課題に対応していく必要が生じている。教員の学校業務の負担を軽減し、

児童生徒一人一人にあったきめ細かな対応を実現するため、学力向上を目

的とした学校教育活動支援にかかる財源措置の拡充を図ること。

（３） 部活動指導員を高等学校も含め希望する全ての公立学校に配置できるよ

う、国における予算総額の増額を図り、地方の負担割合を軽減するなど、

教員の働き方改革の推進に向けた環境整備に必要な財源措置を拡充するこ

と。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県においては、新型コロナウイルス感染症対策にかかる新しい生活様

式に対応した学習環境の整備によって生じた教員の業務負担の軽減を図る

ため、今年度、消毒作業や資料の印刷・配布準備、教室環境の整備など校

務に関わる支援を行う教員業務支援員を７９名配置し、教員がより児童生

徒への指導や教材研究等に注力できる体制づくりを目指しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により増加した教員の業務支援に対す

る学校のニーズは高く、教員業務支援員の配置を希望する市町村も多くあ

ります。しかし、経費の３分の１が国庫負担であるとはいえ、当県の厳し

い財政状況の下、全ての市町村に教員業務支援員の配置を行うことは困難

です。したがって、補習等のための指導員等派遣事業における教員業務支

援員の配置にかかる財源措置の更なる拡充が必要です。
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（２） 当県においては、児童生徒一人一人の学びにきめ細かく対応し、個別最

適な学びと協働的な学びの実現に必要な学校教育活動を支援する人材を配

置するため、今年度、教員免許を必要とする専門性の高い業務を担う学習

指導員を１２名配置しています。これにより、コロナ禍においても、新し

い生活様式に対応した少人数学習にかかる教科指導やＴＴ指導、放課後の

補習、授業準備等を行い、児童生徒一人一人にあったきめ細かな対応を実

現することを目指しています。

しかしながら、学力向上を目的とした学校教育活動支援においては、当

県の厳しい財政状況の下、学習指導員の配置校及び配置人数が年々減少し

てきています。需要数に見合う人的配置が見込めない状況にあることから、

当事業における財源措置の更なる拡充が必要です。

（３） 当県教育委員会の調査では、当県中学校教員の多忙化を感じる要因の第

１位が部活動指導となっています。

平日はもとより、週休日の大会引率等による時間外勤務が増えているほ

か、競技経験のない部を担当することにより、専門的な指導ができないな

ど心理的な不安を抱えている教員も多い状況であり、高等学校教員でも同

様の傾向にあります。

当県では、今年度、中学校における部活動指導員の配置事業を活用し、

１２市１県立中学校６８名の配置を予定していますが、この事業成果を他

市町村や県立中学校、さらには高等学校に周知することにより、活用の希

望が一層増加するとともに、教員の働き方改革の推進や部活動の質的な向

上が期待されます。

スポーツ庁は、令和３年度から「休日の部活動の段階的な地域移行に向

けた調査・研究」を進めており、将来的には部活動を地域の活動として展

開するという構想を描いています。しかし、当県においては受け皿となる

組織・団体が少ないなど課題も多く、当面の間、部活動指導員の配置が必

要です。

文化庁でも文化部活動を対象とした地域移行の事業を進めており、より

幅広い教員の支援を目指しているところです。

部活動指導員の財源は地方財政措置がなされているとはいえ、当県の財

政難は今後も続くことが予想されるため、本事業にかかる国の予算総額の

増額を図るとともに、地方の負担割合を軽減するなど、財源措置の更なる

拡充が必要です。

（担当課室名 教育庁義務教育課、保健体育課）
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Ⅹ-３ 幼児教育・保育施設における保育士等の確保に向けた

対策の強化について（新規）

内閣府子ども・子育て本部

厚生労働省子ども家庭局

文部科学省初等中等教育局

【提案・要望の内容】

（１） 幼児期の教育・保育の重要性を踏まえ、保育士等の更なる処遇改善や職

員配置基準の見直しなど、人材確保等における実効性のある施策に取り組

むとともに、国の責任において財政措置を講じること。

（２） 障害児を受け入れる私立幼稚園等を一層支援するため、国庫補助制度に

おいて受入障害児が１人であっても補助対象とすること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 保育士等の処遇改善については、国では、令和３年度補正予算などによ

り累次にわたって取り組んでいるものの、依然として他業種と比較して低

い賃金水準の影響などから離職者も多く、保育士等の求職者数は求人数を

充足するに至っていません。

また、公定価格における職員配置基準は、保育の実情に合わないものと

なっており、低い賃金水準や多忙化の要因ともなっています。

幼児期の教育・保育の質の向上のため、仕事を志す人や現に従事してい

る人が、将来に希望を持ち安心して仕事を選択・継続できるよう、修学資

金制度の継続、配置基準の見直しによる更なる処遇改善や業務の負担軽減

を図ることが必要です。

（２） 幼児教育・保育施設を利用する障害児は年々増加し、施設においてきめ

細かな対応が求められる中、特別支援教育経費の国庫補助対象は、障害児

２名からとされており、当県では障害児が１人しかいない場合は独自に補

助していますが、支援体制を強化するため、制度の拡充が必要です。

（担当課室名 教育庁幼保推進課）
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Ⅹ-４ デジタル教育の充実に対する支援について（新規）

文部科学省初等中等教育局

【提案・要望の内容】

（１） 全ての高等学校において質の高いプログラミング教育を展開するため、

外部専門人材の活用等に要する経費について、財政支援措置を講じること。

（２） ＥｄＴｅｃｈ教材やデジタル教科書など、学習用デジタルコンテンツの

開発・普及を国として推進すること。

（３） 誰もがＩＣＴを活用した学習を実施できるよう、家庭の通信環境整備に

ついて、支援の更なる充実を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では全ての県立高校において最先端のプログラミング教育を実施す

るほか、普通高校へのデジタル探究コースの設置や専門高校の学習環境

のＩＣＴ化を進めることにしています。生徒を最先端のＩＣＴ技術に触

れさせるとともに、教員の指導力向上を図るためには、専門的な知識を

持った外部人材の活用が必須であり、そのための費用の助成が必要です。

（２） 当県では、高校生を含む全ての公立学校の児童生徒に１人１台端末の整

備が完了しています。整備された機器の最大限の活用を図るためには、

学習教材の一層の充実が求められます。

（３） 当県が高校生を対象に実施したアンケートでは、約６％の家庭でＷｉ-

Ｆｉ環境が整っていません。特に経済的理由により家庭の学習環境に差

が生じることは、避けなければならないと考えられます。

奨学給付金に通信費相当額が含まれるものの、実勢価格との差があるこ

とから全ての生徒の学習環境を整えるためには、制度の充実が必要です。

（担当課室名 教育庁高校教育課）
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Ⅹ-５ 世界遺産の整備について（新規）

文化庁

【提案・要望の内容】

世界遺産一覧表に記載された国内の世界文化遺産にかかる整備事業のうち、ユ

ネスコ勧告へ対応するために実施する事業について、遺産影響評価に関して適切

に指導するとともに、財政支援措置を講じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産である大湯環状列石については、

資産の主要部である二つの環状列石を分断する形で県道十二所花輪大湯線が通っ

ており、これがユネスコ勧告の「不適切要素」に該当しています。

当県では、令和３年度から県道を資産外へ移設する取組を開始していますが、

今後移設する道路の予備設計、詳細設計、工事施工及び既存道の撤去並びに撤去

後の史跡整備を実施するに当たり、多額の事業費を要することが見込まれます。
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【参考資料】

二つの環状列石と道路

（左が野中堂環状列石、右が万座環状列石）

（担当課室名 教育庁生涯学習課文化財保護室）
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Ⅹ-６ 地方における多文化共生社会の実現について（拡充）

出入国在留管理庁

総務省自治行政局

【提案・要望の内容】

（１） 地方における外国人からの相談対応機能を充実させるため、「外国人受

入環境整備交付金」を来年度以降も継続し、十分な予算措置を講じること。

また、多文化共生施策の更なる推進にかかる地方財政措置を継続すると

ともに、地域の実情に合わせて事業を実施できるよう交付金の対象メニュ

ーを拡充すること。

（２） 住民が必要とする防災や感染症などの正確な知識の普及啓発及び個人が

行うべき予防対策に関する情報について、国が主体的に多言語により適切

なタイミングで情報提供を行うこと。

（３） ウクライナからわが国への避難民の受入れに当たっては、身元引受の有

無を問わず、ウクライナ避難民が安定した生活基盤を築くことができるよ

う十分な予算措置を講じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 新たな外国人材受入れのための在留資格の創設等により、今後、外国人

住民数の増加が予想されることから、地方において外国人向けの相談体制

を充実させ、継続的に事業を実施するためには、外国人受入環境整備交付

金など、国による財政支援が必要不可欠です。

また、地域の実情に応じて日本語教室を核とした相談体制の構築や運営

に要する経費も交付金の対象とすることで、相談対応機能の充実を図るこ

とができます。

（２） 全国的な危機管理対策が求められる状況においては、国が一括して多言

語による危機管理情報を提供するとともに、地方公共団体がその情報へ誘

導する役割を担うことにより、正確な情報を効率的に発信することが可能

です。

このため、当県では独自に「やさしい日本語」や多言語を活用した防災
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に関するリーフレットや手ぬぐい等のグッズを無料配布するなど、積極的

な情報発信に努めていますが、国と地方の連携により、一層効果的な情報

発信の仕組みを構築でき、災害発生時などの危機的状況において、日本語

が分からない住民にも大きな安心感を与えることが可能です。

（３） 避難民の受入れに当たっては、先般、国から支援内容が示されましたが、

避難民の方々の生活実態に応じて支援内容を柔軟に見直していくことが必

要です。

また、支援対象が身元引受のない方への支援にとどまっていることから、

親族や知人を頼って来日する身元引受のある避難民に対しても同様の支援

を行うことが必要です。

（担当課室名 企画振興部国際課）
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Ⅹ-７ 学校図書館・公立図書館の資料の充実について

文部科学省総合教育政策局

【提案・要望の内容】

電子書籍やオーディオブック等、読書の多様化に対応することにより、児童生

徒や地域住民が様々な書籍等に触れる機会を提供し、地方の将来を担う人材の育

成機能を一層向上させるため、学校図書館・公立図書館の資料購入費にかかる国

の財政支援を拡充すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 県では、平成２２年３月、全国に先駆けて「県民の読書活動の推進に関

する条例」を制定し、「県民読書の日（毎年１１月１日）」を中心とした

全県的なイベントの開催や、公立図書館や公民館図書室、学校図書館を拠

点とする地域の読書環境の充実に努めてきました。

（２） 現在は、第３次読書活動推進基本計画（令和３年度～７年度）に基づき、

市町村と連携しながら、家庭、学校、地域・職場における読書活動の推進

に取り組み、生涯にわたって読書に親しみ、心豊かな社会の実現を目指し

た環境づくりを推進しています。

（３） 特に、学校図書館や公立図書館では、学校教育のデジタル化への対応は

もとより、様々な事情により読書から離れている児童生徒や地域住民の読

書の推進を図るため、電子書籍を含む資料等の充実が必要です。

【参考資料】

市町村立図書館・県立図書館の資料費の推移 （単位：千円）

区分 H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３

市町村立図書館(※) 156,484 146,987 146,658 144,921 143,440 141,872 132,622

県立図書館 38,574 38,310 38,347 38,363 38,363 39,735 39,969

（※）公民館図書室を含む 出典：『秋田県の図書館』（秋田県図書館協会発行）

（担当課室名 企画振興部総合政策課、教育庁生涯学習課）
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Ⅺ　強靱な県土の実現と防災力強化
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Ⅺ-１ 社会資本の整備等に必要な公共事業予算の確保について

財務省大臣官房、主計局
国土交通省大臣官房、総合政策局、不動産・建設経済局、都市局、
水管理・国土保全局、道路局、住宅局、港湾局、航空局

【提案・要望の内容】

（１） 地方創生の実現に不可欠な社会資本の整備や災害に強い県土づくり、イ
ンフラの維持管理・更新等を計画的に推進するとともに、地域経済の下支
えや、災害対応・除排雪作業等の担い手として地域社会を支える建設産業
の活性化を図るため、当初予算において公共事業関係費を拡大し、持続的
に確保すること。

（２） 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について、全体
の事業規模を拡大するとともに、計画的な事業執行に向けて、必要な予算
を別枠で安定的に確保し、強靱な国土づくりを強力かつ継続的に進めるこ
と。

（３） 東日本大震災の被災地を含めた東北全体の更なる復興を円滑に進めるた
め、令和５年度以降も復旧・復興関連予算を十分に確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、整備を進めてきた社会資本が、県内産業の振興や災害に強い
県土づくりに大きく寄与しているほか、今般の新型コロナウイルス感染症
の拡大により、アフターコロナを見据えた施策の展開のほか、大都市部へ
の過度な集中によるリスクの回避や、生産拠点の国内回帰が求められてい
ることから、人や産業の地方分散に不可欠な社会資本の計画的な整備が必
要です。

今年度の国の公共事業関係費は、令和３年度補正予算を含めた１６か
月予算として見ると、約８.１兆円が確保されたものの、当初予算比では、
ピーク時の６割程度となっており、県外や海外からの観光客の回復や内需
拡大が見通せない中、地域経済を下支えする公共事業関係費の安定的な確
保が急務となっています。

（２） 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」では、おおむね
１５兆円の全体事業規模が示され、令和３年度までに約６.８兆円（全体
事業規模の約４５％）が予算措置されていますが、いまだ多くの未対策箇
所があることから、対策の推進に向けて、事業規模の拡大が必要です。
また、当県では、対策の推進と予算の確実な執行に取り組んでいますが、

頻発化・激甚化する自然災害に備えた事前防災や予防保全型インフラメン
テナンスの着実な推進に向け、別枠での安定的な予算の確保が必要です。

（３） 復旧・復興関連予算が十分確保されない場合は、通常予算にその影響が
及び、被災地のみならず東北地方全体の発展に大きな支障が生じます。
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(仮)今泉

河辺

E13

E7

E7

E4

E46

秋田港

秋田空港

大館能代空港

船川港

能代港

至青森市

至新潟市
至山形市

至仙台市
至首都圏

大曲

H31.3.29
約7.7km

４車線化事業中区間

R2.3.31
約7.7km

蟹沢

R2.3.3
約19.5km

(仮)小繋

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の事業規模拡大及び
公共事業関係費（当初予算）と建設業従事者の確保が必要

（能代港：大森地区 洋上風力取扱埠頭）

（担当課室名　建設部建設政策課、都市計画課、下水道マネジメント推進課、道路課、河川砂防課、港湾空港課、建築住宅課）

供用済
（４車線）

凡例

事業中

供用済
（暫定２車線）

Ｉ Ｃ

ＳＩＣ

ＪＣＴ

（楢岡川：平成29年度洪水被害発生）

洪水被害が発生した河川の改良復旧

（日本海沿岸東北自動車道
 蟹沢IC～大館能代空港IC間 R2.12.13供用）

日本海沿岸東北自動車道の整備により
県北部の企業進出・設備投資が増加

（秋田港：飯島地区 洋上風力取扱埠頭）

秋田港の埠頭整備により
港湾内洋上風力発電の建設が加速

（Ｒ４運転開始予定）

インフラ施設の点検・維持管理

（東北中央自動車道 横堀道路）

県内産業や地域の救急医療を
支える幹線道路の整備

地域の拠点形成や洋上風力発電の
推進に向けた港湾の機能強化

迅速な災害復旧作業 冬期交通確保のための除排雪作業
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Ⅺ-２ 災害に強く安全・安心で持続可能な道路空間の構築に
ついて

内閣官房
国土交通省大臣官房、道路局

【提案・要望の内容】

（１） 災害に強い道路網の整備を早急に進めるため、「防災・減災、国土強靱
化のための５か年加速化対策」について、全体の事業規模を拡大するとと
もに、計画的な事業執行に向けて、必要な予算を別枠で安定的に確保する
こと。

（２） 早期に修繕が必要な橋梁やトンネルなどの老朽化対策について、計画的
・集中的な財政支援を行い、予防保全への移行を促進すること。

特に、積雪寒冷地域において顕著な舗装の損傷・劣化に対応するため、
舗装修繕について、道路メンテナンス事業補助制度の対象に加えるなど、
支援メニューの拡充を図ること。

（３） 交通事故の多発箇所に加え、通学路における危険箇所等への集中的な安
全対策を推進するため、歩道の設置等のハード対策に必要な予算の更なる
拡充を図ること。

（４） 道路除雪業者が安定した経営を維持できるよう、少雪時においても、最
低限必要となる機械の固定経費等に対する支援制度を創設した上で、必要
な予算を確保すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 近年の激甚化・広域化する自然災害に備え、防災・減災対策を着実に推
進するとともに、適切な施工期間の確保や受注者の計画的な人員配置・資
材調達等を行う観点から、別枠での安定的な予算の確保が必要です。

また、多くの未対策箇所があることから、対策の推進に向けて事業規模
の拡大が必要です。

（２） ライフサイクルコストの低減や効率的かつ持続可能な維持管理を実現す
る予防保全型インフラメンテナンスへ早期に移行するためには、定期点検
等により確認された修繕が必要な橋梁、トンネル、舗装等の道路施設への
対策を加速する必要があります。

（３） 令和３年６月に千葉県八街市で発生した交通死傷事故を受け、関係機関
が実施した「通学路合同点検」を踏まえ、交通安全対策に当たっては、即
効性の高いソフト対策に加え、歩道や防護柵の設置等のハード対策を適切
に組み合わせ、可能なものから速やかに実施していくことが必要です。

（４） 当県では、除雪機械の管理費などの一定の固定経費に対する独自の支援
を実施していますが、少雪時においても適正な道路除雪体制を維持してい
くためには、国による支援制度の創設と予算の確保が必要です。
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（担当課室名　建設部道路課）

（国道１０３号 鹿角市）

冠水対策の必要性

（ 国道３４１号　大仙市）

（国道１０７号 横手市） 黒沢３号橋

床版劣化 壁面漏水

（県道川連増田平鹿線　湯沢市）八面地区

137.3

48.5

0.0

40.0

80.0

120.0

160.0

200.0

過去５か年平均 令和元年度

除排雪業務委託料

（最も少ない地域）
（百万円）

H31.2.1（通常） R2.2.1（少雪）

（国道１０５号　大仙市） 南外地区

４割未満にまで

大幅減少！

防雪柵の必要性

（秋田御所野雄和線　秋田市） 

雪崩予防柵の必要性

（ 国道３４１号　仙北市） 

壁面ひびわれ　　桁腐食

舗装の損傷・劣化

壁面漏水

（国道２８５号 五城目町） 秋田峠トンネル

（県道角館六郷線　美郷町） 千屋地区
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Ⅺ-３ 県民の生命・財産を守る治水砂防対策の推進について
①国直轄事業（河川・ダム・砂防）の促進

国土交通省大臣官房、水管理・国土保全局

【提案・要望の内容】

激甚化・頻発化する水災害に備え県民の生命・財産を守るため、支川の背水対
策を含めた直轄河川事業及び直轄砂防事業の更なる促進を図ること。

（１） 「雄物川」等、直轄管理河川における治水事業の推進に必要な予算の更
なる拡大を図ること。

（２） 「成瀬ダム」について、事業費の縮減に努めつつ、本体工事の促進を図
ること。また、「鳥海ダム」について早期に本体工事に着手すること。

（３） 平成２９年及び平成３０年に発生した記録的豪雨により、広範囲に及ぶ

家屋浸水や冠水による国道１３号の全面通行止めが発生した普通河川

「古 川」流域の治水対策について、引き続き国が主導し、流域関係者へ
ふるかわ

の助言等、技術的支援を行うこと。

（４） 雄物川中流部における緊急治水対策の整備に伴い水位上昇の影響を受け

る「平尾鳥 川」の治水対策について、早期に工事着手すること。
ひら お どりがわ

（５）「八幡平山系」にかかる直轄砂防事業について、工事の促進を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 流域全体で水災害を軽減させるため、流域のあらゆる関係者が協働して
行う治水対策を計画的に進めていく必要があります。

（２） 両ダムが建設される地域では、治水上の必要性に加え、水源の確保を求
める声が高まっており、ダムの早期完成が強く望まれています。
昨年９月には、成瀬ダムの基本計画が変更され、全体事業費が増額とな

っています。

（３） 秋田市南部に位置する「古川」の流域において、国・県・市で構成する
「治水対策協議会」を設立し、三者の連携による一体的な治水対策を進
めています。

（４） 雄物川へ流入する県管理の支川においては、本川等の堤防整備により、
合流部の水位上昇に伴う浸水被害等が想定されることから、早急な治水
対策が必要です。

（５） 秋田駒ヶ岳を中心とする火山地域において荒廃地からの土砂流出による
土砂災害から地域住民の生命・財産を守るため、砂防堰堤によるハード
対策の促進が必要です。
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国直轄事業（河川・ダム・砂防）の促進

令和５年度　国による主要事業箇所図

（担当課室名　建設部河川砂防課）

鳥海ダム

米代川
栄地区

米代川

③八幡平山系
直轄砂防事業

④成瀬ダム

子吉川
二十六木地区

雄物川中村芦沢地区（大仙市協和）

H29.7月　洪水浸水状況

古川
①

水沢第2砂防堰堤（仙北市）

R3.12月状況

③八幡平山系（仙北市）

凡例

直轄河川事業

直轄ダム建設事業

直轄砂防事業

子
吉
川

雄
物
川

雄物川

雄和地区

国道
13号

古川

（主）秋田雄和本荘線

H29.7月　国道13号冠水状況
（秋田市仁井田）

①古川（秋田市）

国道13号通常の状況
（秋田市仁井田）

流域治水協議会により策定した流域治水プロジェクト内容（国事業：河川・砂防関係）

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】
・米代川水系：河道掘削（大館市：長坂地区）、堤防整備（大館市：扇田地区）、水防災拠点（北秋田市：栄地区）　等
・雄物川水系：河道掘削（秋田市：雄和地区、大仙市：大仙地区）、頭首工改築（湯沢市：下関地区）　等
・子吉川水系：河道掘削（由利本荘市：二十六木地区）　等
・八幡平山系：砂防堰堤整備（仙北市）　等
・成瀬ダム（東成瀬村）・鳥海ダム（由利本荘市）：ダム建設

【雄物川圏域】

【子吉川圏域】

【米代川圏域】

②雄物川
下関地区

米代川
長坂地区

米代川
扇田地区

雄物川

大仙地区

②雄物川（湯沢市）

山田頭首工　現況

山田頭首工　改築イメージ

固定堰部

可動堰

洪水吐等

雄物川
平尾鳥地区

④成瀬ダム（東成瀬村）

右岸部左岸部原石山

R3.11月
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Ⅺ-３ 県民の生命・財産を守る治水砂防対策の推進について
②河川改修事業及び老朽化対策・土砂災害対策の推進

総務省自治財政局
国土交通省大臣官房、水管理・国土保全局

【提案・要望の内容】

激甚化・頻発化する水災害に備え県民の生命・財産を守るため、ハード・ソフ
ト両面から推進している流域治水対策や老朽化対策等について、更なる支援を図
ること。

（１） 重点的に河川改修事業を実施している「 福 士 川 」、「 新 城 川 」、
ふく し がわ しんじようがわ

「斉内川」等の治水対策や、長寿命化計画に基づく河川管理施設等の老
さいないがわ

朽化対策など、これらの推進に必要な予算の更なる拡大を図ること。

（２） 中小河川の水害リスク情報の空白域を解消するために必要な浸水想定区
域図作成など、流域治水プロジェクトに位置づけられたソフト対策に要
する予算を十分に確保すること。

（３） 土砂災害防止施設の整備を推進し、公共施設や要配慮者利用施設等を保
全するため、ハード対策に要する予算の更なる拡大を図ること。

（４） 公共土木施設の災害復旧事業へ充当する地方債について、過年の充当率
が現年と同率になるよう、見直しを行うこと。

（５） 災害復旧事業に関する調査・設計費の国庫補助対象要件について、更な
る拡充を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 令和３年度第１次補正予算の「防災・減災、国土強靱化のための５か年
加速化対策」により集中的に予算が配分されていますが、激甚化・頻発化
する水災害に備えた河川の治水対策や、河川管理施設等の老朽化対策の着
実な推進に向け、５か年加速化対策の事業規模の拡大と、別枠での安定的
な予算の確保が必要です。

（２） 流域全体で水害を軽減させるため、流域治水協議会において策定した流
域治水プロジェクトに位置づけられた対策を、計画的に推進していく必要
があることから、ソフト対策についても十分な予算を集中的かつ継続的に
確保する必要があります。

（３） 当県における土砂災害防止施設の整備は、公共施設や要配慮者利用施設

等を保全する箇所で重点的に実施しており、秋田内陸縦貫鉄道や一級河川

阿仁川等を保全する北秋田市阿仁小渕地区の地すべり対策事業など、ハ
こ ぶち

ード対策にかかる予算の更なる拡大が必要です。

（４） 災害復旧事業の地方債充当率は、過年は現年と比べて１０％低いことか
ら、過年における財源の確保が課題になっています。

（５） 災害復旧事業の申請及び実施にかかる調査・設計費の国庫補助対象につ
いては一部拡充が図られたものの、調査・設計には多額の県予算を要する
ことから、財源の確保が課題になっています。
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　　河川改修事業　③斉内川（大仙市）

（担当課室名　建設部河川砂防課）

　　河川改修事業　①福士川（鹿角市）

下内川

②小渕地区

新城川

芋川

③斉内川

【雄物川圏域】

【子吉川圏域】

【米代川圏域】

河川改修事業及び老朽化対策・土砂災害対策の推進

流域治水協議会により策定した
流域治水プロジェクト概要（県事業：河川・砂防関係）

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすためのハード対策】
・米代川水系：福士川堤防整備、小渕地区地すべり対策　等
・雄物川水系：新城川堤防整備、斉内川堤防整備　等
・子吉川水系：芋川堤防整備　等
・馬場目川水系：馬踏川堤防整備　等

【被害の軽減、早期復旧復興のためのソフト対策】
・水害リスク空白域解消のための浸水想定区域図の作成　
・避難行動の目安となる水位計・カメラの設置運用・更新
　危機管理型水位計設置済み数　　１８８基　
　簡易型河川監視カメラ設置済み数　５６基

令和５年度　秋田県による主要事業箇所及び補助ダム位置、流域治水協議会区域図

凡例

河川改修事業箇所

地すべり対策事業

　　　地すべり対策事業　②小渕地区（北秋田市）

一級河川　阿仁川

施行済
R3補正
R4施行

集
水
井

←小渕駅（至鷹巣） 阿仁合駅（至角館）→

1級水系補助ダム（１４基） 2級水系ダム（１基）

河川管理施設（樋門・樋管）の補修等　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１００基
ダム設備の更新等　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４基
砂防関係施設（砂防えん堤ほか）の補修等

４，７７８施設
海岸保全施設（護岸ほか）の補修等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６１，７０６ｍ

雄
物
川

子
吉
川

米代川

一級河川　斉内川

長寿命化計画に基づく老朽化対策

秋田内陸縦貫鉄道

←大曲駅

角館駅→

馬踏川

県管理河川

①福士川

　R3.8　橋梁架け替え後　秋田新幹線通過状況

　H25.8　出水状況　

一級河川　福士川

市道 沢小路三日市線
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Ⅺ-４ 石油製品備蓄の強化について

資源エネルギー庁

【提案・要望の内容】

自然災害の増加や国際的な政治的リスクを背景とした石油価格上昇を見据え、

重油やガソリンなど石油製品の備蓄をしていく必要があることから、国が主体と

なって、日本海側の備蓄拠点として男鹿市船川港周辺地域等における整備を進め

ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 東日本大震災では、多くの製油設備が被災して石油製品の供給が困難に

なり、被災直後における太平洋側の被災地への石油製品の供給に当たって

は、秋田港等が陸揚げ拠点になるなど、当県が大きな役割を果たしました。

（２） 中東やロシアなどでの政治的リスク等を背景に石油価格が上昇しており、

こうした状況下においても安定的に石油製品を供給できるよう、石油製品

備蓄の強化が求められています。

（３） 東北地方における日本海側の備蓄拠点は、地理的なバランスから、原油

に関する国家石油備蓄基地を有する当県沿岸部の男鹿市船川港周辺地域等

に配置することが適切です。

（４） 現在、国では、民間の石油会社等が所有するタンクを借り上げるととも

に、石油タンク等の貯蔵供給設備の導入等に対する補助などにより、石油

製品の備蓄増強に取り組んでいますが、製油設備がない日本海側において

は、国が主体となって備蓄拠点を新たに整備することが必要です。

（担当課室名 産業労働部エネルギー・資源振興課）
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Ⅻ　安全・安心な生活環境の確保
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Ⅻ-１ 空き家対策への支援について（新規）

総務省自治財政局

国土交通省住宅局

【提案・要望の内容】

人口減少や少子高齢化が進行する中で、空き家の増加が喫緊の課題となってい

ることから、都道府県が市町村と共に取り組む空き家対策に対し、財政措置を講

じること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 過疎化が急激に進む当県において年々増加する空き家は、防災、防犯、

景観等の様々な方面に影響を及ぼしており、とりわけ豪雪地帯においては

空き家の倒壊が相次ぐなど、大きな問題となっています。

（２） このため、当県では、市町村や関係団体と連携し、県全域を対象にワン

ストップで空き家相談を受け付ける「空き家総合サポートセンター」の設

置を目指しており、そのイニシャルコストについては、国土交通省の「住

宅市場を活用した空き家対策モデル事業」を活用することを検討していま

す。

（３） 一方で、「空き家総合サポートセンター」稼働後のランニングコストに

充てることができる空き家相談窓口の設置・運営に対する特別交付税措置

は、市町村のみが対象となっています。
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【参考資料】

１ 平成３０年の空き家率（総務省「住宅・土地統計調査」）

※推計値。なお、空き家一戸建て(B)は、賃貸・売買用を除く。

２ 空き家総合サポートセンターの概要

３ 住宅市場を活用した空き家対策モデル事業（国土交通省）の概要
(１) 事業内容 空き家相談のための人材育成、法務・不動産・建築等の多様な専門家

と連携した相談体制を構築する取組を支援
(２) 補助対象 地方公共団体、民間事業者等
(３) 補 助 率 定額補助

４ 特別地方交付税措置の概要

区分 取組内容 対象 措置率

補助 ・所有者などの調査等 ・空家等対策計画の策定
県・市町村

事業分 ・空き家の除却、改修

・体制整備（空き家データベース、相談窓口の設置等） ０.５
単独

・空き家の利活用（空き家バンクの設置等） 市町村
事業分

・特定空き家の除却・改修

（担当課室名 あきた未来創造部地域づくり推進課）

全国 東日本

445,700 戸 34,700 戸 7.8% 9位 1位

順位(ワースト)住宅総数
(A)

空き家
一戸建て(B)

空き家率
(B/A)
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Ⅻ-２ 消費者行政の充実に向けた支援について

消費者庁

【提案・要望の内容】

（１） 地方の消費者行政の充実・強化を図るため、今後とも、長期的な視点か

ら消費生活相談員の育成や消費者教育などに取り組めるよう、地方消費者

行政強化交付金について、継続的かつ安定的な制度とすること。

（２） 同交付金のうち地方消費者行政推進事業について、活用期間終了までの

予算を十分確保するとともに、地方消費者行政強化事業について、使途の

拡充や補助率の嵩上げなど制度の改善を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、国の交付金を基にした「秋田県消費生活相談臨時対策基金」

や「地方消費者行政推進交付金」を活用し、消費生活相談員の増員や、生

活センター北部・南部消費生活相談室の開設など、県及び市町村の消費生

活相談体制の充実・強化を図るとともに、「秋田県消費者教育推進計画」

に基づく消費者教育を推進してきたところです。

（２） しかし、当県においては、高齢化が進行する中、高齢者の特殊詐欺被害

が依然として深刻な情勢であるほか、成年年齢引下げに伴う若年者の消費

者被害の発生・拡大が懸念されるとともに、コロナ禍での消費行動の変化

等で生じる新たな問題にも対応するため、消費生活相談体制や消費者教育

を一層強化する必要があります。

（３） 特に市町村では、国の交付金を活用して消費生活相談員の配置・育成等

相談体制の維持・充実を図っており、国からの継続的な支援が得られなけ

れば、消費者行政の機能低下にもつながりかねない状況にあります。

このため、地方消費者行政強化交付金については、地方の実情に応じた

取組を継続的に実施できるよう、必要な予算を十分確保するとともに、使

途の拡充や補助率の嵩上げが必要です。
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【参考資料】

１ 秋田県の消費生活相談体制

○ 消費生活相談件数（令和２年度）

６，１９６件（県：２，１８８件、市町村：４，００８件）

○ 消費生活相談員数（令和３年４月１日現在）

３３人（県：１１人、市町村：２２人）

２ 特殊詐欺の被害状況の推移

３ 令和４年度の主な取組

① 高齢者の特殊詐欺被害の防止

啓発資料の作成・配布、多様な広報媒体を活用した啓発活動等

② 消費者教育の推進

消費者トラブル防止に関する啓発資料作成・配布、オンライン広告等

③ エシカル消費の普及・啓発

④ 交付金を活用した市町村事業への助成

専任相談員の配置、研修参加、啓発活動等

（担当課室名 生活環境部県民生活課）

3,579 3,649 
4,072 4,172 4,008 

2,249 2,278 
2,065 2,204 2,188 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

【消費生活相談件数の推移】

県

市町村

61.4%

6,376
6,1965,828 5,927

65.4% 64.7%
66.4%61.6%

（件）

6,137

83,527

58,520

212,367

96,932
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50

33

38 41
45

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H29年 H30年 R元年 R２年 R３年

0

10

20

30

40

50

60

【特殊詐欺の被害状況】

被害額

件数

（千円）
（件）
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Ⅻ-３ 雪対策にかかる支援の充実について（拡充）

内閣府政策統括官（防災担当）

総務省自治財政局

国土交通省国土政策局

【提案・要望の内容】

（１） 過疎化、高齢化の進行により克雪力が低下している地域において、冬期

間の住民の安全・安心な生活を確保するため、県及び市町村が円滑に雪対

策を実施できるよう、高齢者や障害者等世帯の除排雪費用への助成、緊急

避難的な空き家の雪下ろしに要する経費などについて財政措置を拡充する

こと。

（２） 豪雪地帯安全確保緊急対策交付金について、予算を十分確保するととも

に、安全克雪事業について、対象要件の緩和など制度の改善を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、除排雪中の安全対策に関する普及啓発や地域において除排雪

に取り組む団体の立ち上げ支援等の対策を講じています。

また、多くの市町村では、高齢者世帯等の雪下ろし及び道路除雪により

間口に寄せられた雪の処理などにかかる経費の助成を行っていますが、厳

しい財政状況の中では、対象者や助成額、助成率、利用回数等に制限を設

けざるを得ない状況にあります。

さらに、積雪による空き家の倒壊、空き家からの落雪等による危害の発

生も全県域で懸念されています。

このため、県及び市町村の雪対策にかかる助成について、措置率の引き

上げのほか、間口除雪や空き家の雪下ろしを対象経費に加えるなどの財政

措置の拡充が必要です。

（２） 令和３年度に創設された「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」において

は、対象事業に内容の拡充や新規の取組を求められており、既に事業を実

施している県や市町村にとって利用しにくい制度となっています。

このため、既存事業も対象とするなど、豪雪地帯のニーズを的確に捉え

た制度とする必要があります。
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【参考資料】

１ 雪による人的被害の発生状況 （単位：人）

死亡 重傷 軽傷 合計

平成29年度 ７( ６) １０４(５６) ６２(３６) １７３( ９８)

平成30年度 ６( ６) ５０(２７) ３９(２９) ９５( ６２)

令和元年度 １( １) １４(１０) ８( ７) ２３( １８)

令和２年度 １８(１６) １３７(９２) １０９(７３) ２６４(１８１)

令和３年度 ９( ７) １０４(７７) １０１(７１) ２１４(１５５)

※（ ）は65歳以上。令和３年度は令和４年４月１日時点。

２ 雪下ろし等除排雪費用の助成状況等

（１）助成状況

雪下ろし 間口除雪 助成実績額

（市町村数） （市町村数） （百万円）

平成28年度 １４ ２３ １４４

平成29年度 １５ ２３ ２１２

平成30年度 １６ ２３ １６４

令和元年度 １６ ２３ ８８

令和２年度 １６ ２３ ２３６

※助成実績額は、雪下ろし及び間口除雪に助成した費用の総額

（２）助成の利用制限

令和２年度に雪下ろし等除排雪費用の助成制度を設けた２３市町村のうち

２０市町村で、上限額や助成回数等の利用制限をしている。

３ 特別交付税措置されている主な経費（高齢者等の雪下ろし支援に要する経費）

・事業者に雪下ろしを委託した場合の費用に対する助成

・安全対策の広報や命綱、ヘルメットの貸出

・共助組織（自治会等）に対する除雪機の貸与、保険料の助成

（担当課室名 生活環境部県民生活課、あきた未来創造部地域づくり推進課）
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Ⅻ-４ 水道事業の基盤強化に向けた支援の拡充について

総務省自治財政局

厚生労働省医薬・生活衛生局

【提案・要望の内容】

人口減少社会にあっても、水道事業の「安全」・「強靱」・「持続」が確保され

るよう、市町村が推進する水道事業の基盤強化に向けた取組に対する支援を拡充

すること。

（１） 水道施設整備費国庫補助金及び生活基盤施設耐震化等交付金について、

引き続き十分な予算を確保すること。

（２） 水道施設の耐震診断や耐震化計画の策定に要する費用を補助対象に加え

るほか、老朽管更新事業や重要給水施設管路をはじめとする基幹水道構造

物の耐震化事業に対する補助率を引き上げること。

（３） 水道事業の広域連携にかかる補助金等の採択基準を緩和するとともに、

水道施設の広域的管理や事務の共同実施等に対する財政支援制度を創設す

ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の水道普及率は令和２年度末で約９２％、基幹管路の耐震適合率は

令和２年度末で約２５％で依然として全国平均よりも低い水準にあります。

水道施設の本格的な更新時期を迎える当県にとって、今後も所要額を満

たす予算の確保が必要です。

（２） 耐震化を計画的に推進するためには耐震化計画の策定が必要ですが、耐

震診断や被害想定の予測等に要する経費が財政基盤の弱い市町村において

大きな負担になることから、当県の上水道における耐震化計画（管路）の

策定率は１６％、４市町村にとどまっています。

また、国は水道の基幹管路の耐震化率を令和４年度までに５０％以上に

引き上げる目標を掲げていますが、国庫補助率は１／４となっており、耐

震化率の目標を達成するためには基準事業費の拡大や重要給水施設配水管

等も含めた耐震化事業の補助率の引上げなど、制度の拡充が必要です。
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（３） 水道事業運営基盤強化推進等事業の現行の補助採択基準は、広域化する

事業体数は３事業体以上、計画給水人口等の要件は５万人以上となってい

ますが、市町村合併により水道事業の統合が進んだ当県において、更なる

広域連携を推進するためには、広域化する事業体数や計画給水人口等の要

件を大幅に緩和することが必要です。

また、当県では水道施設の広域的管理や事務の共同実施等について検討

を進めていますが、こうした取組に要する経費についても支援が必要です。

【参考資料】

（１）秋田県の水道事業における耐震化の状況（簡易水道を除く）

（２）水道施設整備費（国予算）における年度別推移状況

（単位：億円）

注1）公共：水道施設整備費補助金、非公共：生活基盤施設耐震化等交付金

注2）内閣府（沖縄県）、国土交通省（北海道、離島・奄美地域、水資源機構）計上分を含む。

注3）前年度補正予算額を翌年度に繰越し、翌年度当初予算と一体的に執行していることか

ら、当該補正予算額は翌年度の執行可能額に計上。

（担当課室名 企画振興部市町村課、生活環境部生活衛生課）
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Ⅻ-５ 東日本大震災等による県外避難者の生活再建に向けた

支援について
復興庁

【提案・要望の内容】

避難者の生活再建に向けた支援や心のケア等は継続的な取組が必要であること

から、引き続き避難先自治体が行う取組について「被災者支援総合交付金」など

財源の確保を図ること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

昨年行ったアンケート調査によると、回答者の２４.１％が避難生活による心

身の不調を訴えており、当県では支援を必要としている避難者を対象に、戸別訪

問や保健師等による定期相談を行っています。

さらに、日常生活に課題を抱える避難者に対しては、社会福祉士や精神保健福

祉士による相談や助言を行っています。

国では令和３年度から５年間を「第２期復興・創生期間」とし、事業の進捗状

況に応じて支援を継続することにしています。受入県が活用できる「被災者支援

総合交付金」制度を設けていますが、広域的避難は長期化が見込まれることから、

国としても引き続き避難先自治体が行う取組を継続的に支援する必要があります。

【参考資料】

被災県別避難者受入状況 （令和４年３月１日現在）

民 家 等 応急仮設住宅 公 営 住 宅 計

被災県 世帯数 人 数 世帯数 人 数 世帯数 人 数 世帯数 人 数

岩 手 県 2 3 0 0 1 1 3 4

宮 城 県 38 71 0 0 5 10 43 81

福 島 県 111 305 3 6 7 16 121 327

計 151 379 3 6 13 27 167 412

※当県の応急仮設住宅は、民間のアパート等を借り上げて提供している

いわゆる「みなし仮設住宅」である。

（担当課室名 総務部総務課）

-168-



Ⅻ-６ 道路標示事業にかかる国庫債務負担行為について（新

規）

警察庁交通局

【提案・要望の内容】

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の規定に基づき実施する道路標示

事業にかかる国庫補助金のうち、必要な額を国庫債務負担行為により措置するこ

と。

【提案・要望の背景や当県の取組】

道路標示事業については、児童をはじめとした歩行者の安全を確保するため、

消雪期の早い段階において再塗装を実施していますが、降雪により年度内の事業

完了が困難であるため、当県の１２月補正予算において、債務負担行為限度額を

設定の上、当該年度中に支出負担行為、翌年度の事業完了後に支出しています。

本事業には、国庫補助金の対象となる事業も含まれていますが、当県の債務負

担行為に対応した国庫補助金の裏づけがないため県単独事業として執行していま

す。

当県では横断歩道中の交通事故が高止まり傾向にあることから、除雪作業によ

り摩耗した標示を再塗装するため債務負担行為を活用した事業継続を検討してい

ますが、財源確保が課題となっています。

（担当課室名 警察本部交通部交通規制課）

-169-



Ⅻ-７ 交通取締用四輪車の四輪駆動化について

警察庁長官官房、交通局

【提案・要望の内容】

国費で配分される交通取締用四輪車は、後輪駆動車であることから当県のよう

な積雪地帯では、冬期間の交通指導取締活動等に支障を来していることから、今

後の配分においては、四輪駆動車とすること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

国費で配分される捜査用車や無線警ら車等については、前輪駆動車又は四輪駆

動車ですが、交通取締用四輪車については、現在も後輪駆動車で配分されていま

す。

冬期間の後輪駆動車の場合は、後輪の空転や横滑りによる尻振り状態、路面・

路肩の積雪によるコントロール不能状態となるため、当県の冬期間の交通指導取

締活動や交通事故処理については、主として四輪駆動車である交通事故処理車や

誘導標識車を使用している現状にあります。

【参考資料】

○ 後輪駆動車で交通指導取締活動に支障を来した事例

雪で50キロ規制された圧雪（一部凍結）路面において、後輪駆動車の交通取

締用四輪車で走行中、後方から追い上げてきた一般車両に追い越されたことか

ら、法令遵守を指導するために追い上げたが、上り勾配（３％）のため尻振り

状態となり加速できず、その先もアップダウンが続いたため追い付くことがで

きなかった。

（担当課室名 警察本部警務部警務課）
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Ⅻ-８ 無線警ら車・小型警ら車の増強等について

警察庁長官官房、生活安全局

【提案・要望の内容】

国から配分される無線警ら車、小型警ら車は基本的に減耗更新されているが、

昨年１２月に全ての車両を対象に更新基準年数が延長され、更新整備が滞ってい

る状況にあることから、更新基準年数に基づき確実に減耗更新するとともに、更

新基準年数を短縮すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

国から配分される無線警ら車、小型警ら車については基本的に減耗更新される

ものですが、更新基準年数の延長や滞留により走行距離が増えるとともに、当該

車両が全体的に老朽化しています。

警察用車両の購入については国庫で支弁することになっており、不足する分に

ついては、県費で整備し必要台数を確保していますが、県費整備分の更新も県財

政が厳しく計画的に進まず、国費車両の減耗更新対象車両を延長使用していると

ころです。

また、減耗更新予定の車両についても国からの配分が滞っていることなどから

全体的に老朽化が進んでおり、特に無線警ら車、小型警ら車については、ほぼ毎

日使用していることから、乗降回数が多いため座席シートの破れやサスペンショ

ンのへたり、エンジンの不調など年々修繕費を圧迫している現状にあります。

【参考資料】

○ 老朽化した小型警ら車に対する県民からの苦情事例

「○○駐在所のパトカーが古く、見た目がみすぼらしすぎる。こんなパトカ

ーで○○線を守れるのか。勤務員の士気にも関わるのではないか。コロナ情勢

や警察が県の中で弱い立場で予算なども厳しいことも重々分かっているが、あ

まりにもひどいパトカーに見えるので、是非検討してもらいたい。」

（Ｈ１５年式の小型警ら車に対する実際の苦情です。）

（担当課室名 警察本部警務部警務課）
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Ⅻ-９ 「人と動物が共生する社会」の実現に向けた取組に対

する支援について

環境省自然環境局

【提案・要望の内容】

（１） 地方公共団体が行う「命を大切にする心を育む教室」や「犬猫の合同適

正譲渡事業」などの動物愛護に資する独自の取組に対して財政支援制度

を創設すること。

（２） 「動物適正飼養・基盤強化事業」の一環として、「動物愛護フェスティ

バル」等の動物愛護週間関連事業を、国が全国各地において実施するこ

と。

（３） 動物愛護施設等の整備に対する財政的支援を拡充するとともに、補助対

象を拡大すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、動物愛護センターを動物愛護の拠点として、動物愛護推進員

や民間ボランティアとの協働により、様々な独自の取組を実施しています

が、こうした「人と動物が共生する社会」の実現を図るための取組をより

一層推進するためには、国の財政的支援が必要です。

（２） また、秋田犬に代表される当県の資源を活用し、「動物にやさしい秋

田」を県内外に発信していますが、国内の動物愛護思想の更なる醸成を図

るためには、国が地方公共団体との共催等による全国規模のイベントやキ

ャンペーン等を各地で開催する必要があります。
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（３） さらに、管轄面積の広い当県においては、犬猫の一時収容施設や動物愛

護センターへの搬送用車両が必須となっており、今後施設の改修や車両の

更新などにより収容犬猫の飼養環境等を整備していくことにしていますが、

現状では予算額が十分ではなく、また車両については対象外のため、「動

物収容・譲渡対策施設整備費補助金」の拡充や補助対象の拡大が必要です。

【参考資料】

譲渡犬搬送用車両 動物愛護フェスティバルの様子

動物愛護フェスティバルの様子

（担当課室名 生活環境部生活衛生課）
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XⅢ　ふるさとの自然や資源を次代につなぐ環境保全対策の推進
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XⅢ-１ 能代産業廃棄物処理センターにかかる環境保全対策

への支援の継続について

環境省環境再生・資源循環局

【提案・要望の内容】

当県が「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（以下

「産廃特措法」という。）に基づく特定支障除去等事業により実施している能代

産業廃棄物処理センターにかかる環境保全対策について、令和４年度末の産廃特

措法の失効後も、新たな支援制度の創設等により、財政支援を継続すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 産業廃棄物の不適正処理に起因した能代産業廃棄物処理センターの環境

汚染問題については、平成１７年１月に環境大臣の同意を得た産廃特措法

の事業実施計画に基づき、国の財政支援を得ながら「現場内処理」を基本

とした環境保全対策を実施しています。

（２） 平成２４年８月に、産廃特措法の期限が令和５年３月まで延長されたこ

とから、新たな事業実施計画を策定し、平成２５年３月に環境大臣の同意

を得て引き続き国の財政支援を得ながら対策を講じた結果、処分場周辺の

地下水等の汚染状況が改善されるなど、一定の成果を得たところです。

（３） しかしながら、産廃特措法に基づく事業実施計画の期間終了後も、処分

場が安定化するまでの間は処分場浸出水の処理が必要であるほか、処分場

敷地内の地下水の汲上げ処理などの環境保全対策を継続していく必要があ

ります。

（４） これらの環境保全対策を継続していくためには、毎年、１億円程度の費

用を要するほか、処分場浸出水等処理施設の機械や電気設備の更新等に多

額の費用を要するため、引き続き国の財政支援が必要です。
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【参考資料】

１ 能代産業廃棄物処理センター全景

２ 特定支障除去等事業の概要（平成２５年３月環境大臣同意）

３ 平成１６年度以降の事業費等

（担当課室名 生活環境部環境整備課）

（単位：百万円）

年　　　度 事　業　費 うち国等の支援額

Ｈ１６～２４年度  ２,９８９  ８５３

Ｈ２５年度  １５６  ３２

Ｈ２６年度  ３６５  １０９

Ｈ２７年度  １１２  ３７

Ｈ２８年度  ５１４  １６４

Ｈ２９年度  １５７  ３２

Ｈ３０年度  １２２  ３４

Ｒ元年度  １３８  ３３

Ｒ２年度  １７２  ３９

Ｒ３年度  １５１  ３６

合　　　計  ４,８７６  １,３６９

※　産廃特措法の適用により、支援対象事業費の１／３が国から支援される。また、支援対象事業費
　の２／３の７５％を地方債で充当し、この地方債の元利償還金の５０％が地方交付税措置される。

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

汚水処理等の維持管理対策

汚染地下水の回収・処理

水処理施設（促進酸化処理）の新設

汚水拡散防止対策

揚水井戸の設置工事

場内雨水対策

雨水排水路,キャッピング等の整備工事

環境モニタリング

水質調査

年　　　度

促進酸化施設

水処理施設

水処理施設
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XⅢ-２ 八郎湖の水質保全対策に対する支援強化について

環境省水・大気環境局

農林水産省農村振興局

【提案・要望の内容】

湖沼水質保全特別措置法による湖沼水質保全計画に基づく各種対策事業に対す

る財政的・技術的支援を一層拡充することにより、中長期にわたり安定的かつ継

続的に活用できる十分な支援制度を設けること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 八郎湖については、国営干拓事業が昭和５２年３月に完了してから徐々

に富栄養化が進行したことから、同法に基づく指定湖沼として平成２０

年３月以降「八郎湖に係る湖沼水質保全計画」を策定し、流域市町村や

関係機関と連携しながら、生活排水や農地排水等発生源対策や湖内浄化

対策、アオコ対策等の水質保全対策を実施してきました。

しかし、依然として湖水の環境基準を達成できておらず、夏場にはアオ

コが発生していることから、今後とも水質保全対策を強力に推進していく

必要があります。

（２） 八郎湖の水質保全対策においては、全世界測位システム（ＧＮＳＳ）を

活用した無落水移植栽培の普及拡大など、農業排水の濁水軽減対策を新た

に推進する必要が生じている中、現在の国モデル事業（水草対策）の対象

となっていないことから、全て県単独事業で実施せざるを得ず、必要な予

算の確保に困窮しています。

第３期計画（令和元～６年度）に掲げる水質保全対策の効果をできる限

り早期に発現させるため、中長期にわたり安定的に活用できる充実した財

源を確保することが喫緊の課題となっています。

なお、八郎潟中央干拓地は湖沼法に基づく流出水対策地区に指定されて

いることから、現在大潟村で実施されている国営かんがい排水事業八郎潟

地区においても、水質保全対策が円滑に行われることが望まれます。
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【参考資料】

（１）八郎湖水質の経年変化（ＣＯＤ ７５％値）

（２）令和４年度における主な対策等の位置図

凡例 ：継続 ：拡充

（担当課室名 生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室）

湖 心

湖辺植生回復環境整備

方上地区における自然浄化施設の活用

西部承水路の水質改善

  その他流域全体での主な対策　等
○工場・事業場排水基準検査

○地域住民等との協働活動

○調査研究等推進                　    
　： 環境基準点

大潟橋

野石橋

湖心

馬踏川アオコ抑制対策

アオコ対策

水田からの排出負荷抑制対策
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XⅢ-３ 風力発電所にかかる環境影響評価の実効性及び信頼

性の確保について（拡充）

環境省大臣官房

【提案・要望の内容】

風力発電所にかかる環境影響評価の実効性及び信頼性を確保するため、次のよ

うな措置を講じること。

（１） 準備書手続終了後に発電機の諸元を変更するなど、環境への影響が懸念

されるような計画変更を行う場合には、説明会を開催する等、事業者が住

民への説明責任を果たせるような仕組みを設けること。

（２） 事業区域が近接して複数の事業が実施される場合の複合的・累積的影響

について、評価項目の選定基準や評価基準を示した評価指針等を定めるこ

と。

（３） 洋上風力発電所による環境への影響について、国において積極的に国内

外の情報収集に努め、速やかに分析等を行うとともに、得られた知見を関

係地方公共団体等へ提供し、より信頼性の高い環境影響評価が実施される

よう支援すること。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） 環境影響評価法では、風力発電所の出力が１０パーセント以上増加した

場合、評価手続の再実施が必要となります。

当県では、準備書手続終了後に、評価手続の再実施の要件に該当しない

範囲で、発電機の大型化（１機当たりの定格出力の増加）と、設置基数の

削減を検討していることが複数発生しています。

このような場合、形状等の大幅な変更があるにもかかわらず、その内容

が住民に伝わらず、結果として住民等の意見も反映されないため、住民の

不信を招くおそれがあります。

（２） 当県では、事業区域が近接した複数の発電所の設置計画があり、複合的

・累積的な環境影響が懸念されますが、評価項目の選定基準や評価基準が

なく、事業者に委ねられている状況です。

このため、複合的・累積的な環境影響の評価項目の選定基準等を定めた

評価指針等の策定が必要です。
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配慮書 方法書 準備書 評価書

・住民意見
・知事意見

・住民意見
・知事意見

・住民意見
・知事意見

（３） 当県では、国内で導入実績のない８,０００ｋＷを超える大型の発電機

を数十基設置する洋上風力発電事業が複数計画されていますが、その環境

影響については十分に解明されていない点が多いため、影響の評価におい

て多くの不確実性が伴います。現在、洋上風力発電事業の環境影響評価手

続が進められていますが、地方公共団体が収集できる知見には限りがある

ため、国による技術的な支援が必要です。

【参考資料】

（１）発電所に係る環境影響評価の手続フロー

※ 準備書手続終了後は、左の

意見を述べる手続なし。

（２）風力発電機の大型化に伴う影響

高さ

約130m

高さ

約180m

3,000kW×４基＝12,000kW 6,000kW×２基＝12,000kW

（縦２列×横２列） （縦１列×横２列）

大型化に伴う変更点 影響のある環境要素

風車高さ 景観、風車の影、動物（鳥類）等

定格出力 騒音（低周波音含む）

配 置 海流（流向・流速）、動物（鳥類、魚類）、植物等

（担当課室名 生活環境部環境管理課）
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XⅢ-４ ツキノワグマの保護・管理への支援について

環境省自然環境局

【提案・要望の内容】

ツキノワグマ（以下「クマ」という。）と人との軋轢が増大している中で、ク

マの適正な保護・管理が実施できるよう、次の事項について必要な措置を講じる

こと。

（１） 都道府県や市町村の職員を対象とした、国による人材育成のための研修

プログラムや専門的知見の習得、技術の向上を目的とした研修会の充実

を図ること。

（２） 人の生活圏へのクマの分布域拡大を抑制するため、地方公共団体が実施

する個体数調整捕獲を指定管理鳥獣捕獲等事業の対象とすること。

また、クマの保護管理に必要な生息調査や生態研究を実施するため、財

政的及び技術的な支援を行うこと。

【提案・要望の背景や当県の取組】

（１） クマの科学的・計画的な個体群管理を適切に実施するためには専門的知

見を有する職員の育成が必要ですが、地方公共団体では保護・管理に関

する専門的技術を学ぶ機会がないことから、国が主体となった専門的知

見の習得や技術の向上を目的とした実践的な研修機会の充実を図る必要

があります。

（２） 当県のクマの生息数は４,４００頭と推定され、全国的にも高水準であ

るほか、分布域も拡大しており、人身被害の防止を最優先とする観点か

ら捕獲圧を高める必要があります。一方でクマのフィ－ドバック管理を

推進するためには、生息数の調査やモニタリングを継続する必要があり

ますが、多額な費用を要するほか、当県には専門の研究機関がないこと

から、それらを適切に実施するためには継続的な技術支援や財源確保が

必要です。
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【参考資料】

（１）ツキノワグマの推定生息数 （単位：頭）

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

推定生息数 ２，３００ ３，７００ ４，４００

調 査 年 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元

調 査 方 法 ｶﾒﾗﾄﾗｯﾌﾟ ｶﾒﾗﾄﾗｯﾌﾟ ｶﾒﾗﾄﾗｯﾌﾟ

３か年の調査結果により推定生息数を算出

（２）ツキノワグマの目撃件数等について （単位：件、頭、人）

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

目撃件数 １，３０３ ９２０ ６７２ ９３１ ８６４

捕獲頭数 ８３４ ４４３ ５８４ ６５９ ６７５

有害捕獲数 ７６９ ３８８ ５０５ ５５１ ６０９

被害者数 ２０ ７ １６ ９ １２

人の生活圏での被害 １０ ４ １１ ３ ８

山での被害 １０ ３ ５ ６ ４

※R4.4.28時点

（担当課室名 生活環境部自然保護課）
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